
現行計画
延べ掲載事業数

うち、再掲事業数
次期計画

延べ継続掲載事業数
うち再掲事業数 新規掲載事業数

【目標１】 子どもの権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する 46 1 41 1 2

【目標２】 子どもを安心して産み育てるための支援を促進する 45 7 33 7 6

【目標３】 子ども・若者に関する施設において、充実した環境を整備する 51 6 43 6 2

【目標４】 若者の自立と社会参加を支援する 29 2 18 1 1

【目標５】 それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する 99 39 84 34 4

【目標６】 子ども・若者の健やかな成長を地域全体で支援する 50 2 42 2 6

合計 320 57 261 51 21

【現行計画目標】

「子ども・若者総合計画（令和7～11年度）」掲載予定事業

令和6年8月29日

第32期青少年問題協議会

第8回専門委員会

資料6



「子ども・若者総合計画（令和7～11年度）」掲載予定事業（継続掲載事業）

出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

（記入

例）

重点事

業

1

「子どもの

権利」の理

解の普及・

啓発

子ども若

者課

子どもの権利に関する条例

の普及を図ります。

小学生用リーフレットやマンガ版リーフレット、妊

産婦向け小冊子など、対象に合わせてわかりや

すい広報資料を作成し、学校や子どもに関わる

施設等に配布します。

普及啓発媒体の種類
周知用パンフレッ

ト等の修正・配付

紙媒体以外での広報・

周知方法を充実させる

・子どもの権利広報・

周知用の動画作成

・区内イベント開催時

等での「子どもの権

利」の普及活動の実

施

・SNSを活用した広報

—

「としま子ども会

議」に参加した子ど

もたちから、どのよ

うにすればもっと多

くの子どもたちに

「子どもの権利」

知ってもらえるか、

ということに対する

意見・提案を踏ま

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

「豊島こども大学」等、子どもの権利に関

する事業に参加した子どもたちや、中高生

ジャンプの利用者等から意見等を聴取し

ている。

広報対象者からの意見を取り入れて、対

象者の年齢等に合わせたわかりやすく親し

みのある広報媒体の制作に取り組んでい

る。

子どもの権利に関する条例のパンフレット

について、子どもからの意見や提案を反映

し、従来のものから「マンガ版」へリニュー

アルした。

今後も、どのような手法で行うことが適切

か、「としま子ども会議」の参加者にアン

ケートをとったり、中高生ジャンプの利用

者に聞き取り等することで、子どもたちの

意見や思いを踏まえながら広報媒体を制

作していく。

重点事

業
1 1

「子どもの権

利」の理解

の普及・啓

発

子ども若

者課

子どもの権利に関する条例の

普及を図ります。

小学生用リーフレットやマンガ版リーフレット、妊産

婦向け小冊子など、対象に合わせてわかりやすい

広報資料を作成し、学校や子どもに関わる施設

等に配布します。

普及啓発媒体の種類
周知用パンフレット

等の修正・配付

紙媒体以外での広報・周

知方法を充実させる

・子どもの権利広報・周

知用の動画作成

・区内イベント開催時

等での「子どもの権利」

の普及活動の実施

・SNSを活用した広報

―

「としま子ども会議」

に参加した子どもた

ちから、どのようにす

ればもっと多くの子

どもたちに「子どもの

権利」を知ってもら

えるか、ということに

対する意見・提案

を踏まえ見直した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

子どもの権利に関する事業に参加

した子どもたちや、中高生センター

ジャンプの利用者等から意見等を

聴取しました。

広報対象者からの意見を取り入れ

て、年齢等に合わせた分かりやすく

親しみのある広報媒体の制作に

取り組んでいます。

子どもの権利に関する条例のパン

フレットについて、子どもからの意見

や提案を反映し、従来のものから

「マンガ版」へリニューアルしました。

また、「としま子どもの権利相談室」

の広報物について、子どもたちが携

帯しやすいようカードサイズのものを

作成しました。

子どもの権利に関する事業参加

者へのアンケートや中高生センター

ジャンプの利用者の聞き取り等によ

り、子どもたちの意見や思いを踏ま

えながら広報媒体を制作していき

ます。

計画事

業
2 2

「子ども月

間」事業

子ども若

者課

子どもの権利の普及啓発の

ために、「子ども月間」（11

月）に地域や子どもに関わる

施設と連携・協働して子ども

がいきいきと楽しく様々な体

験ができる機会をつくります。

子どもの権利に関する条例に基づく「子ども月間」

（11月）に地域や子どもに関わる施設と連携・

協働して子どもがいきいきと楽しく様々な体験がで

きる機会をつくります。青少年育成委員会におい

ても地区ごとに運動会やお祭りなど子どもが地域

活動に参加するイベントを行っています。

子ども月間において、子どもが

様々な体験ができる機会を提

供するとともに、「子ども月間」

の認知度向上

・広報紙での「子ども

の権利」に基づく事

業の周知

・中央図書館でパネ

ル展示開催

・ケーブルテレビでの

周知

・東京音楽大学が

企画する「スペシャル

コンサート」を協働で

実施

子ども月間において、子ど

もが様々な体験ができる

機会を提供するとともに、

「子ども月間」の認知度

向上

・子どもへの様々な機

会を提供する事業の実

施

・「子どもの権利」に関

する普及啓発活動の

実施

― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

イベントを実施した際には、子ども

からアンケートをとっています。

アンケート等の意見を踏まえ、様々

な体験の機会を提供できるよう、

次回開催のために活用していま

す。

今後も、アンケート等の意見を踏

まえ、次回開催のために活用して

いきます。

重点事

業
3 3

「子どもの権

利」に関する

研修・講座

の実施

子ども若

者課

指導課

子どもに関わるおとなに子ども

の権利を学ぶ機会を提供し

ます。

学校教諭や保育士、子どもに関わる施設職員に

対して子どもの権利に関する研修や、地域のおと

なに対する講座を実施します。

①職員研修実施回数

②出前講座実施回数

③区民講演会実施回数

子ども若者課

①5回

【5回】

②3回

【5回】

③1回

【2回】

指導課

①5回

【5回】

①職員研修実施回数

②出前講座実施回数

③区民講演会実施回数

子ども若者課

①5回

②7回

③3回

指導課

①5回

― ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

開催後にアンケートをとっています。 アンケート等の意見を踏まえなが

ら、プログラムを検討しています。

今後もアンケート等の意見を踏ま

えながら、プログラムを検討していき

ます。

計画事

業
4 4

学校におけ

る「子どもの

権利」に関

する学習機

会の確保

子ども若

者課

指導課

学校での子どもの権利の学

習機会を確保します。

「子どもの権利に関する条例」の学校での活用事

例集を作成し、学校での活用を推進します。ま

た、講師派遣や民間団体等の学習プログラムな

どの子どもの権利を学ぶメニューを作成し、モデル

校で順次実施し、子どもの権利の普及啓発を推

進します。

実施校数

子ども若者課

8校

【6校】

指導課

５校

【３校】

実施校数

子ども若者課

22校

指導課

毎年度小学校2校、

中学校1校で継続実

施

― ー ○ ○ ○ ○ 有

開催前に子どもたちから「どのような

ことが聞いてみたいか」「こんな授業

にしてほしい」という意見を挙げても

らい、開催後にアンケートをとってい

ます。

子どもたちの意見をどのように反映

されていくのかを知りたいという意見

に対し、実際の事例を紹介しなが

ら、説明している。

今後も、子だもたちの意見やアン

ケートを踏まえながら、様々な学年

で開催できるようにプログラムを検

討していきます。

計画事

業
5 5

保育の質向

上事業
保育課

子どもの多様な体験機会を

確保しながら、子どもの権利

について学び、身につけていき

ます。

企業廃材等を活用した創作活動のワークショップ

や、子どもが様々な暴力から自分を守るための

CAPプログラムを区立保育園においてモデル的に

実施し、子どもの多様な体験機会の確保や保育

の質向上を図ります。

実施園

（2園/年)

レミダワークショップ

2園【2園】

CAPプログラム2園

【2園】

実施園

（2園/年)

レミダワークショップ2園

CAPプログラム2園
○ ○ ○ 無

両事業を実施することで、今後も

保育士の資質向上に努める。

重点事

業
6 6

としま子ども

会議の開催

子ども若

者課

子どもの区政への参加と意見

表明の機会を提供します。

「子どもの権利に関する条例」に基づく「としま子ど

も会議」として、区内の小中高校生が、区政に関

するテーマについて話し合い、意見をまとめて区長

や区職員等に発表します。区は子どもの意見を

聞き、施策に反映するよう努めます。

①参加者数

②提案採択数

①17人

【30人】

②２件

【1件】

①参加者数

②提案採択数

①30人

②3件

子どもの意見を反映し

やすくなるように工夫し

ているため、採択数を

修正しました。

○ ○ ○ 有

子どもからの意見を取り入れやすい

ように、区役所内の子どもの意見

を聴きたい部署からテーマを募集

し、各テーマについて意見交換や

調査を行い、意見発表会で子ども

一人ひとりから発表してもらいまし

た。子ども達からの意見を各部署

で実現できるか検討しその結果を

子どもたちに報告する報告会を実

施した。

子ども向けにYouTubeで配信した

いという意見を反映し、子どもたち

が障害のある方へインタビューした

動画をとしまテレビの番組で放送

し、現在YouTubeで配信してい

る。「子どもの権利」について学校

で壁新聞を作りたいという意見を反

映し、今年度の6年生の授業で壁

新聞を作る予定になっている。

引き続き子どもから意見が反映し

やすく、子どもが意見を発言しやす

い環境となるよう工夫して実施して

いきます。

計画事

業
7 ー

子どもの参

加推進事

業

子ども若

者課

地域の大学等と連携し、子ど

もの意見表明や、社会参

加、参画を推進します。

区内の子どもを対象に、子どもの権利に関する条

例の認知度の向上を図るとともに、地域団体や

大学等との連携のもと、区政や地域活動の中で

子どもが自分の意見を表明したり、社会参加、

参画を推進する事業を実施します。

共催事業参加者数
28人

【30人】

令和5年度末で事業終

了（放課後子ども教室で

実施）

計画事

業
8 7

利用者会

議の開催

子ども若

者課

放課後

対策課

子どもが自分の意見を表明

する機会や社会参加・参画

の機会を充実させます。

子どもスキップや中高生センターにおいて、利用者

会議を開催し、会議で出された意見などは、施

設運営や行事に反映させます。

利用者会議開催数

<中高生センター

>

31回

【34回】

(56%)

＜子どもスキップ

＞

139回

【44】

利用者会議開催数

<中高生センター>

36回

<子どもスキップ>

44回

○ ○ ○ 有

<中高生センター>

利用者会議や利用者アンケート、

日常会話等で中高生の希望や意

見を聴き取っています。

<子どもスキップ>

一部の施設では児童の有志によ

る自主組織が子ども会議の運営を

導入しています。

<中高生センター>

高校文化祭でのライブ実施支援や

ライブハウスでのライブ、卓球大会

やゲーム大会等を実施しています。

<子どもスキップ>

一部の施設では児童自身が子ど

も会議の企画、進行、意見の取り

まとめ、発表などを行っています。

<中高生センター>

利用者会議の内容を工夫し、中

高生が意見・要望を言いやすい環

境を整えます。

<子どもスキップ>

児童の自主組織による子ども会議

の運営を行える施設を拡大してい

きます。

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

目標

（令和11年度）

（G）

（

１

）

子

ど

も

権

利

に

関

す

る

理

解

促

進

①子どもの

権利の普

及啓発・

情報発信

子どもの権

利の普及

啓発・理

解促進を

図ります。

子どもに分

かりやすい

リーフレット

を作成する

など、対象

者に合わ

せた手法

を実施しま

す。

②子どもの

権利に関

する学習

機会の確

保・学習

支援

子どもの権

利について

学ぶ機会

を確保しま

す。

子どもの権

利に関す

る研修や

出前講

座、学校

での学習

プログラム

等を実施

します。

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度

目標値

達成率（%）

（F)

事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標

担当課

（B）

次期

計画

事業

№

目

標

１

「

子

ど

も

権

利

を

尊

重

し

、

自

分

ら

し

い

育

ち

を

支

援

す

る

」

①子どもの

意見表

明・参加

の仕組み

づくり

子どもが意

見表明や

社会参加

できる機会

を確保しま

す。

意見表明

や参加を

促進する

ための事

業を実施

します。

（

２

）

子

ど

も

の

意

見

表

明

・

参

加

の

促

進



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

目標

（令和11年度）

（G）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度

目標値

達成率（%）

（F)

事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標

担当課

（B）

次期

計画

事業

№

②子どもの

意見表

明・参加

の促進

日常にお

ける子ども

の意見表

明や社会

参加を促

進します。

日常の

様々な場

面で子ども

が意見を

表明でき、

また子ども

の意見が

受け止めら

れるよう取

り組みま

す。

計画事

業
9 8

子ども地域

活動支援

事業

子ども若

者課

中高生が自主的に地域で活

動できる機会・実践できる場

を提供します。地域の中で中

高生センターの取り組みを

知ってもらう活動に取り組みま

す。

子どもが地域社会の大事な担い手として、おとな

と一緒に地域活動に参加できるよう、委託者と連

携し、地域団体等の協力を得ながら、その機会

づくりと参加促進の支援等を行います。

参加者数

389人

【250人】

(243%)

参加者数 350人 ○ ○ 有

日常会話や利用者会議の開催に

より中高生の意見や要望を聴き

取っています。

活動内容や回数も利用者の意見

を尊重しつつ、地域とつなぐ活動を

心掛けています。

引き続き、中高生の「やってみた

い」と思う気持ちを尊重し活動に

取り組みます。

（

２

）

子

ど

も

の

意

見

表

明

・

参

加

の

促

進 ②子どもの

意見表

明・参加

の促進

日常にお

ける子ども

の意見表

明や社会

参加を促

進します。

日常の

様々な場

面で子ども

が意見を

表明でき、

また子ども

の意見が

受け止めら

れるよう取

り組みま

す。

計画事

業
10 9

青少年指

導者養成

事業

学習・ス

ポーツ課

参加した子どもたちが、学校

や地域で活動できるリーダー

シップとフォロワーシップを身に

つけることができるよう、日常

から社会参加を促進する機

会を提供します。

小学校4年生から中学生を対象に、地域青少

年活動の充実、振興を図るため、キャンプを中心

にリーダー養成講座を実施します。

ジュニアリーダー講習会の開催

回数

８回

【10回　80％】
○ ○ 有

講義形式ではなくグループワークを

とおした実践が中心の活動で、子

供たちの意見を随時取り入れなが

ら行っています。年度末にはふりか

えりを行い、そこでの意見を次年度

に生かす工夫もしています。

事業対象者からの意見を生かし、

活動内容を見直したり、次年度以

降の運営に反映させたりしていま

す。

引き続き、子どもたちの意見を取り

入れながら事業実施を行うととも

に、令和7年度から新たな計画期

間となる生涯学習推進ビジョンに

おいても、子どもたちの学校以外の

学びの場の充実について記載する

予定です。

重点事

業
11 10

中高生セン

ターの運営

子ども若

者課

中高生の放課後の居場所を

提供し、自主的な活動を支

援します。

中高生等が音楽、スポーツ活動、友だちとの語ら

いや情報交換などを行う場として中高生センター

を運営し、自主的な活動や社会参加等を支援

します。また、中高生の心身が傷つけられないよ

う、関係諸機関や団体と連携して、その予防や

早期発見に努めています。

①登録者数

②延べ利用者数

①2,037人

【2,000人】

(102%)

②25,040人

【21,000人】

(83%)

①登録者数

②延べ利用者数

①2,500人

②30,000人
○ ○ 有

日常会話や利用者会議の開催に

より中高生の意見や要望を聴き

取っています。

遊具や備品等の要望を取り入れ、

利用者の思いが反映された居場

所を維持しています。

引き続き、利用者会議や中高生

との対話を大切にしながら施設運

営します。

重点事

業
12 11

子どもスキッ

プの運営・

改築

放課後

対策課

小学生の放課後の居場所を

提供し、放課後児童支援員

の指導のもと、安心・安全な

遊びを通じて子どもたちの交

流を図ります。

小学生の放課後の安全・安心な居場所として、

区立小学校22校に、校舎内、敷地内または隣

接地にて、学童クラブの機能を持たせた子どもス

キップを運営しています。また、別棟建設などで利

用者数増加に対応するなど施設面での改善を

図り、より一層安全・安心な環境を整えていま

す。

延べ利用者数

589,811人

内訳

学童クラブ

（458,567人）

一般利用

（131,244人）

【540,000】

（109％）

延べ利用者数 540,000人 ○ ○ 有

利用者会議である子ども会議を定

期的に実施しています。

子ども会議で購入する遊具や運

営のルールなどを話し合い、実際の

運営に取り入れています。

引き続き、子ども会議を開催し、

児童の意見を運営に取り入れてい

きます。

計画事

業
13 12

放課後子ど

も教室事業

放課後

対策課

小学校の施設を活用した安

全・安心な活動拠点づくりを

進め、地域住民の参加と協

力を得て、体験・交流活動の

推進に取り組みます。

区立小学校において、放課後や週末等に、地域

住民の参加と協力を得て、子どもたちを対象に学

習やスポーツ・文化活動、交流活動等を行いま

す。

述べ実施回数

対面事業：

1,008回

【対面事業：

1,320回】

述べ実施回数 対面事業：2,300回 ○ 有

利用者会議である子ども会議を定

期的に実施しています。

子ども会議でプログラムの希望など

を聴取し、児童がやりたいこと、体

験したいことをプログラムに取り入れ

られるように調整しています。

引き続き、子ども会議を開催し、

児童の意見を運営に取り入れてい

きます。

計画事

業
14 13

子ども食堂

ネットワーク

子ども若

者課

子ども食堂で食事の提供だ

けでなく、居場所としての機

能を充実させます。

地域で活動する「子ども食堂」の連絡会「としま

子ども食堂ネットワーク」への情報提供や広報の

支援を行います。子ども食堂の運営方法等、運

営者同士が情報交換を通して安全に支援活動

の輪を広げていきます。

登録食堂数
23食堂

【24食堂】
登録食堂数 30食堂

子ども食堂は地域の

ボランティアの方が運

営しているため、ネット

ワーク会議や補助金

を充実させることで、

子ども食堂を始めや

すい環境を整備し、

子ども食堂が多くなる

ことを目指し食堂数を

見直しました。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

子ども食堂ネットワーク会議で困っ

ていることや研修内容の希望を聞

き次回以降の研修に反映させてい

ます。

昨年度の子ども食堂ネットワーク研

修では防災についての希望があっ

たため、子ども食堂開催時に地震

等災害が発生した場合のことや、

日頃からできる対策などについての

研修を行いました。

子ども食堂からの希望を取りつつ、

子ども食堂を運営する際に必要

な、セーフガーディングや虐待の早

期発見についても定期的に研修を

行い、子どもたちにとって安心・安

全な居場所になるようサポートして

いきます。

重点事

業
15 14

プレーパーク

事業

子ども若

者課

子どもたちが屋外で安全に楽

しく遊べる機会の充実を図り

ます。

子どもが自由で豊かな遊びと多様な体験ができる

プレーパーク（冒険遊び場）事業を推進します。

池袋本町プレーパークの他、身近な地域で冒険

遊びなどを体験できるよう、出張プレーパークを実

施します。また、池袋本町プレーパークは、子ども

が自由に過ごし、自分らしく、ゆったりと安心でき

る場所としての機能も併せ持ちます。

①参加者数

②出張プレーパーク

開催数

①28,707人

【32,000人】

②8回

【10回】

①参加者数

②出張プレーパーク

開催数

【32,000人】

【10回】
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

冒険遊び場であるプレーパークは

子どもたちが自由な発想で自分の

責任で遊ぶところであることから、

子どもたちの好奇心等を大切に

し、やりたいことをできる限り実現で

きるように運営しています。

プレーパークに来た子どもたちが「お

もしろそう！」「やってみたい！」と思

えるよう、工作遊びや木登り等、子

どもたちの好奇心を掻き立て、自

由にいきいきと遊べる空間づくりをし

ています。

引き続き子どもが自由な発想で自

分の責任で遊べるよう、安心・安

全な外遊び体験の機会を提供し

ていきます。

計画事

業
16 15

小学校開

放事業

放課後

対策課

生涯学習の振興、開かれた

学校づくり及び地域コミュニ

ティの形成に寄与します。

放課後等において、児童の身近で安全な遊び場

として、小学校の校庭を開放します。

実施施設数

（全小学校22校）

100%

【22校】

実施施設数

（全小学校22校）

100％

【22校】
○ ○ ○ ○ 有

校庭で遊ぶ児童を見守る学校開

放管理員は児童にとって身近な存

在であるため、児童は何かあれば

その都度、学校開放管理員に声

をかけてくれます。児童等から要望

が出た場合、学校開放運営会等

で検討のうえ反映しています。

遊具の補充や遊び方のルール見

直し等について、児童等から要望

が出た場合、学校開放運営会等

で検討のうえ反映しています。

引き続き学校開放管理員等を通

して、児童の意見を取り入れてい

きます。

計画事

業
17 16

公園・児童

遊園新設

改良事業

公園緑

地課

近くの公園対し区民満足度

が増し、子どもたちが利活用

したいと思う公園を整備して

いきます。

既設の区立公園・児童遊園においては、子育て

世代を含めた住民ニーズ等を踏まえ、再整備を

検討します。また、学校跡地等を活用して地域

の活動拠点となる近隣公園等を整備します。

新設・改修公園数

２園／年

３園

【２園】

新設・改修公園数

２園／年
検討中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

中小規模公園活用プロジェクトと

連携し、改修設計前に対象者の

意見を聴収したうえで、できる限り

設計に反映しています。

１００％ではないですが、訪れた

くなる公園を目指し意見等を反映

しています。

今後も今までと同様に、中小規模

公園活用プロジェクトとの連携や、

保育園等への個別聴収を実施し

利用者の視点に立った公園づくり

を目指します。

計画事

業
18 17

「としまキッズ

パーク」の整

備・運営

公園緑

地課

障がいがある子もない子も安

心して遊べる場の充実を図り

ます。

造幣局跡地の一部を、令和2年7月から令和6

年度まで「キッズパーク」として運営します。公園

内には「ミニトレイン」を走らせるとともにインクルー

シブ遊具を整備し、子どもが安心して遊べる場に

します。

(令和2年度より、「9月」に変更)

利用者数
115,422人

【100,000人】
○ ○ ○ ○ 有

整備時は、障害者団体などと意

見交換を行い整備しました。

インクルーシブ遊具を設置しまし

た。

適宜利用者アンケートを行い、意

見を反映して行きたいです。

目

標

１

「

子

ど

も

権

利

を

尊

重

し

、

自

分

ら

し

い

育

ち

を

支

援

す

る

」

①子どもの

居場所の

充実

子どもの居

場所を充

実します。

施設整備

の検討、

既存の居

場所事業

の内容を

充実しま

す。

②屋外遊

び場の充

実

子どもの遊

び場の充

実を図りま

す。

既存の取

組を推進

するととも

に、安心

安全な屋

外遊び場

の整備を

検討しま

す。

（

２

）

子

ど

も

の

意

見

表

明

・

参

加

の

促

進

目

標

１

「

子

ど

も

権

利

を

尊

重

し

、

自

分

ら

し

い

育

ち

を

支

援

す

る

」

（

３

）

子

ど

も

の

居

場

所

・

活

動

の

充

実



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

目標

（令和11年度）

（G）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度

目標値

達成率（%）

（F)

事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標

担当課

（B）

次期

計画

事業

№

③活動・

体験機会

の充実

子どもの体

験機会の

充実を図

ります。

子どもが文

化や芸

術、スポー

ツなど多様

な体験が

できる機会

を提供しま

す。

重点事

業
19 ー

子どものため

の文化体験

事業

（計画策

定時は「子

どものための

文化体験プ

ログラム」）

文化デザ

イン課

保育課

子どもたちが多彩な文化芸

術が体験できる機会を提供

します。

区とNPO法人が協働して、次代の文化の担い手

である子どもたちを対象に文化芸術に触れるワー

クショップ等のアートプログラムを展開します。

①演劇公演実施回数、延べ

参加者数

②鑑賞教室実施回数、延べ

参加者数

③ワークショップ実施回数、延

べ参加者数

④保育園ワークショップ実施園

数、延べ参加者数

⑤ぞうしがや こどもステーション

実施回数、延べ参加者数

①事業見直しのため

プログラム廃止

②9回 参加者数

562人

【340人】（95％）

③2回 参加者数40

人

【30人】（83％）

④20園、515人

【参加数 延べ500

人】(114%)

⑤41回

参加者数1,168人

【1,000人】

（60%）

掲載終了。なお、⑤ぞうし

がや こどもステーションの

事業のみの別事業へリ

ニューアル

③活動・

体験機会

の充実

子どもの体

験機会の

充実を図

ります。

子どもが文

化や芸

術、スポー

ツなど多様

な体験が

できる機会

を提供しま

す。

計画事

業
20 18

次世代育

成事業助

成

文化デザ

イン課

家庭や学校や習い事とは別

の場所でアーティストや、同世

代の仲間たちと一緒に楽しい

時間を過ごす中で、創造力・

表現力・発想力・コミュニケー

ション力を磨きながら、健やか

な身体と感性豊かな心を育

む。

区内の子どもたちが気軽に美術や音楽、ダンスな

ど、様々な芸術に触れ、親しむ場と機会を提供し

ます。（としま未来文化財団助成事業）

体験プログラム数
10プログラム

【10プログラム】
体験プログラム数 10プログラム ○ ○ ○ ○ 有

子ども向け事業を実施する際は、

必ずスタッフが子どもたちの生の反

応を観察し、アーティスト等にフィー

ドバックしている。また、ワークショッ

プにおいても、終了後に振り返りを

行い、子どもたち一人ひとりの反応

から次回以降の内容のブラッシュ

アップを図っている。

子どもたちがより楽しめる時間を提

供するため、能動的に楽しめる場

づくりを行っている。（公演前の

ワークショップ）

子ども向けの文化事業は、継続

実施することと、文化芸術を通した

大人たちとのコミュニティ形成が重

要なポイントの一つである。そのた

め、生のダイレクトな反応とアンケー

ト結果をまとめ、次回に活かして行

くとともに、アーティストとも協働して

プログラム開発していく事で、地域

の特性にあった子ども向けプログラ

ムを実施していく。

計画事

業
21 ー

アトカル・マ

ジカル学園

文化デザ

イン課

親子や家族がアート・カル

チャーに触れる機会を応援し

ます。

「変身」をキーワードに演劇・ダンスの手法を使った

プログラム「マジカルへんしん教室」、親子が同級

生になって授業を楽しむ「としまおやこ小学校」な

ど、子育て世代を対象に、ワークショップや演技・

演出など舞台芸術を体験する事業を実施しま

す。また、子育て世代のアート体験をサポートする

託児所と子どものアート体験が合体した「アート体

験支援型託児 アートサポート児童館」を実施し

ます。

プログラム提供日数 未実施 掲載終了

計画事

業
22 19

図書館おは

なし会・読

み聞かせ事

業

図書館

課

子どもの読書機会の提供しま

す。

子どもの読書活動を推進するため、図書館での

おはなし会をはじめ、区立保育園・幼稚園、小・

中学校などを訪問、あるいは図書館に招待して

の読み聞かせや、図書館利用の案内などを実施

します。また、読み聞かせボランティア育成のため

の講習会を開催します。

おはなし会等、読書普及企画

の実施

143回

【年50回以上】

計画事

業
23 20

生涯スポー

ツ推進事業

学習・ス

ポーツ課

年齢や性別を問わず、スポー

ツに親しみ、楽しめる機会を

提供し、スポーツ人口の増加

を目指します。

子どもが体を動かすことが好きになるよう各種のス

ポーツを体験する機会を提供するとともに、地域

のスポーツ指導者を対象として、スポーツ理論や

実践の講習を行い、スポーツリーダーを育成しま

す。

事業数
21事業

【24事業　86％】
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

事業内容に関する感想だけでな

く、事業実施の時期や時間帯など

についての意見も取り入れ、次年

度以降の事業内容や周知方法な

どのを検討する際の参考としていま

す。

事業対象者の意見を参考に、事

業の実施内容や実施目的を都度

アップデートするよう意識していま

す。

子どもたちのスポーツ実施について

は、「としま子ども会議」の議題とし

て子どもたちから意見を聞く機会を

設ける予定です。また、令和7年

度から新たな計画期間となる豊島

区スポーツ推進計画においても、

子どもたちのスポーツ実施環境の

確保について記載する予定です。

計画事

業
15 14

プレーパーク

事業

【再掲】

子ども若

者課

子どもたちが自由で豊かな体

験ができる機会の充実を図り

ます。

子どもが自由で豊かな遊びと多様な体験ができる

プレーパーク（冒険遊び場）事業を推進します。

池袋本町プレーパークの他、身近な地域で冒険

遊びなどを体験できるよう、出張プレーパークを実

施します。また、池袋本町プレーパークは、子ども

が自由に過ごし、自分らしく、ゆったりと安心でき

る場所としての機能も併せ持ちます。

出張プレーパーク

実施回数

8回

【10回】

出張プレーパーク

実施回数
10回 ○ ○ ○ ○ 有

常設プレーパークから離れた地域

にプレーパークが出張します。冒険

遊び場であるプレーパークは子ども

たちが自由な発想で自分の責任

で遊ぶところなので、出張プレー

パークでも、子どもたちの好奇心を

大切にし、やりたいことをできる範

囲内で実現できるよう運営していま

す。

出張プレーパークに来た子どもたち

が興味を持ってもらえるような仕掛

けを考え、自分から遊びに入ってい

けるような遊びの空間づくりをしてい

ます。シャボン玉遊び、段ボール遊

びなど、子どもの「やってみたい！」

を引き出すような工夫をし、その気

持ちを実現できるように実施してい

ます。

引き続き子どもたちの好奇心を搔

き立て、自由にいきいきと遊べる空

間づくりを進めていきます。

重点事

業
24 ー

コミュニティ

ソーシャル

ワーカーによ

る子どもの

学習支援

福祉総

務課

子どもの学習習慣の習得を

図るとともに居場所となる場

を提供します。

コミュニティソーシャルワーカーが関係機関や地域

住民、ボランティア等の協力を得て、公共施設に

おいて要支援家庭等の子どもの学習支援を行い

ます。

①学習会実施回数

②子どもの延べ参加者数

①22回

【64回】

（34％）

②305人

【1,391人】

（22％）

掲載終了

計画事

業
25 21

としま地域

未来塾

放課後

対策課

地域人材の活用により、学

習支援が必要な子どもに学

習機会を提供し、学力の定

着や高等学校等への進学に

繋げます。

様々な事情等により学習習慣が十分に身に付

いていない、学習の仕方が分からない生徒の学

習をタブレット型PCを活用して支援し、学力の定

着や希望する高等学校等への進学に繋がるよう

支援を図ります。

①開催会場数

②開催日数

③参加者数（延べ）

①区内3か所

②年33日（130

回）

夏季休業中の平

日

３日（６回）

③延べ参加人数

455人

【中学校8校の生

徒を対象】

①開催会場数

②開催日数

③参加者数（延べ）

①区内４か所

②土曜日年33日

水曜日年33日

学校夏季休業中5日

③延べ参加人数

1000人

区内大学との連携

により令和6年度か

ら開催場所が1か

所増となったため

○ ○ 有

年度末に参加者へアンケートを実

施

次年度の開催内容に反映してい

る

事業の周知を引き続き実施し、た

くさんの生徒が利用できるよう、身

近な場所での開催を検討していく

ことで、生徒が気兼ねなく話ができ

る機会を増やしていきたい。

計画事

業
26 22

小・中学校

補習支援

チューター事

業

指導課

各学校が放課後や長期休

業期間に実施している補習

授業を支援します。

各学校が放課後や長期休業期間に実施してい

る補習授業を支援するため、大学生等を補習支

援チューターとして配置します。

各学校に大学生等を補習支

援チューターを配置する校数

大学生等を補習

支援チューターとし

て配置した。

【小学校年間60

時間、中学校年

間90時間】

各学校に大学生等を補

習支援チューターを配置

する校数

1校平均実施時間：

小学校年間60時間、

中学校年間90時間

○ ○ 無

区による補

習や民間

団体による

無料学習

支援を実

施します。

③活動・

体験機会

の充実

子どもの体

験機会の

充実を図

ります。

子どもが文

化や芸

術、スポー

ツなど多様

な体験が

できる機会

を提供しま

す。

④学習支

援の充実

学習支援

が必要な

子どもに学

習機会を

提供しま

す。

目

標
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子

ど
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を
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実
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支

援

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

目標

（令和11年度）

（G）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度

目標値

達成率（%）

（F)

事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標

担当課

（B）

次期

計画

事業

№

計画事

業
27 23

ひとり親家

庭等の子ど

もに対する

学習支援

事業

子育て支

援課

ひとり親世帯の子どもの学力

向上のみならず、世帯の生

活向上につなげます。

ひとり親世帯等の子どもに対し、継続的に利用で

きる学習会を実施し、学習指導、進路、将来の

希望等に関する助言、不安・悩みの相談に応じ

ます。また、ひとり親相談員との連携により保護

者・家庭等に関する生活支援を行います。

高校への進学率100％
100%

【100％】
事業利用者数

教室型３０人

訪問型１５人

教室型２０人

訪問型１８人

高校進学率

100％は当然の成

果と考え、事業利

用者の確保を目標

にすることが妥当と

考えました。

○ ○ ○ 有

現場の委託事業者が子どもの面

接を随時行っており、毎月の事業

報告のなかで、子供の意見を吸い

上げている。

学習の場としての在り方をその子ど

もに合った方法を常に取り入れてい

る。

業者を通じての意見吸い上げだけ

でなく、直接アンケート実施のよう

な形で生の声を反映させるスピー

ド感のある対応をする。

計画事

業
28 24

としま子ども

学習支援

ネットワーク

「とこネット」

福祉総

務課

毎月の定例会において、子ど

も達の学習指導における情

報共有と意見交換を実施す

ることで、効果的な支援を実

施します。

子育て世帯を対象に、保護者へは就労体験や

各種助成制度の紹介など、困窮課題解決のた

めの支援、お子さんへは区内の無料学習支援活

動を行う団体等へのご紹介をいたします。

とこネット定例会の開催数
12回

【12回】

とこネット定例会の開催

数
12回 ○ ○ ○ ○ ○ 有

各学習支援団体が子どもたちの声

を聴き、苦手科目について重点的

に講座を開催したり、学習指導以

外のイベントも開催しています。

各学習支援団体が子どもたちの声

を聴き、苦手科目について重点的

に講座を開催したり、学習指導以

外のイベントも開催しています。

今後もこの取組を継続し、本人に

寄り添った学習支援環境を整備し

ていきます。

重点事

業
29 25

子ども虐待

防止ネット

ワーク

子ども家

庭支援

センター

児童虐待の予防及び重篤

化の防止を図ります。

①児童虐待の予防・防止に関するネットワークの

重層的整備を図ります。

②児童問題に関する各関係機関相互の調整と

ケース管理を行います。

③マニュアル等を教材とした職員研修の充実を図

ります。

①虐待防止ネットワーク研修

開催数

②出張講座開催数

①2回【２回】

②43回【40回】

キャラクター（なやミミ・す

いトリ）を積極に使用し、

啓発イベントを開催し周

知するなど、相談しやすい

機運を醸成する。

① 2回

② 40回
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

〇 ジャンプにおいて子どもたちと遊

びながら意見交換や事業周知を

実施した。

〇 事業周知にあたって、子どもた

ちからの意見により対象年齢を広

げるなど子どもたちの意見を採用し

た。

〇 ジャンプで子どもたちと遊びなが

ら意見交換をし、今後のヤングケア

ラー施策の参考とした。

〇 今後も子どもや保護者の視点

に立ち、意見を取り入れながら効

果的な事業運営を実施していく。

重点事

業
30 26

いじめ防止

対策推進

事業

指導課

児童・生徒が安心して学校

生活を送れるよう、いじめの

発生防止や早期発見のため

の取組を推進します。

①学識経験者、保護者・学校・地域・関係機関か

らなるいじめ問題対策委員会を開催します。

②必要に応じ、学識経験者、弁護士、心理士、福

祉の専門知識を有する者等で構成するいじめ調査

委員会を開催します。

③児童・生徒に対していじめ実態調査を年3回実

施し、定期的な実態把握を行います。

④心理検査を実施し、個々の行動面や心情面か

ら分析を行うとともに、職層に応じた教員研修を毎

年実施し、いじめの早期発見に役立てます。

①いじめの解消率

②いじめ防止のための教員研

修の実施

①小学校80.0%

中学校90.9%

【100％】

（80％）

②職層に応じ年3

回実施

【年３回】

（100％）

①いじめの解消率

②いじめ防止のための教

員研修の実施

①小学校　100％

中学校　100％

②職層に応じ年3回実

施

○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
31 27

児童虐待

防止の普

及・啓発

子ども家

庭支援

センター

児童虐待に関する知識を広

く周知し、地域の中での気づ

きから早期発見につなげま

す。

児童虐待防止に関する区民への理解促進等を

図るため、区民向け講演会や出前講座、児童

虐待防止推進月間における児童虐待防止キャ

ンペーン活動など、普及・啓発活動を実施しま

す。

区民講演会参加人数
120名

【100名】

キャラクター（なやミミ・す

いトリ）を積極的に使用

し、相談しやすい機運を

醸成する。

100人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有
〇 出張講座を積極的に実施し、

子どもと関われる場を設けている。

〇 事業周知にあたって、グッズ配

布の対象年齢を子どもからの意見

に合わせた

〇 今後も子どもの意見や要望を

丁寧に拾い上げながら施策に反

映していく。

計画事

業
32 28

こんにちは

赤ちゃん事

業

健康推

進課

長崎健

康相談

所

育児の不安を解消するととも

に、把握された要支援の家

庭に適切な支援を行い、虐

待の未然防止と早期発見に

努めます。虐待の未然防止と

早期発見に努めます。

産婦及び生後4か月までの乳児を対象に保健師

や助産師が家庭を全戸訪問し、母子及び家族

の保健指導や、子育て情報の提供を行います。

訪問率 96.2％【100％】 訪問率 97.0% ○ 有

　乳児健診時のアンケートで「安

心できなかった」「満足できなかっ

た」「役にたたなかった」と回答が

あった場合には、理由を確認して

います。

　アンケート回答が不評だった場合

には、事業担当者にフィードバック

して、対象者の継続支援や次の

対象者に活用しています。

　事後アンケートを継続して、必要

な改善策を図っていきます。

計画事

業
33 29

子育て訪問

相談事業

子ども家

庭支援

センター

親子の孤立化防止のために

訪問し必要な支援を提供

し、児童虐待やいじめの未然

防止と早期発見に努めます。

支援施設に出向くことが困難な保護者からの相

談依頼や関係機関からの情報提供を受けて、子

ども家庭支援センターの相談員が自宅を訪問

し、アドバイスや各種子育て支援サービスの紹介

等を行います。また、子どもの1歳の誕生日にあわ

せて家庭を訪問し、子育てに関する悩みを聴き、

助言を行うとともに、絵本をプレゼントします。

訪問件数
4,091件

【4,000件】

在宅支援の強化を踏ま

え、気軽に訪問を依頼で

きる環境を作り、訪問員

についても相談スキルの向

上に努める。

4,000件 ○ ○ 有

〇 家庭訪問時の意見交換や

バースデーサポート事業のアンケー

トにより贈呈品についての意見を

受け、業者選定に反映させた。

〇 訪問日時の設定について、対

象者の都合に極力合わせることで

円滑な家庭訪問を実施している。

〇 贈呈品などの内容について、利

用者の満足度が上がるよう調整し

ている。

〇 今後も対象者の意見等を事

業に反映できるようアンケートを集

計し、事業に反映させる。

計画事

業
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母子一体

型ショートケ

ア事業（ひ

とり親家庭

支援事

業）

子育て支

援課

要支援家庭の母子を見守

り、心身の健康回復により児

童虐待防止を図ります。

見守りが必要な母子等が一時的に母子生活支

援施設を利用し、子育て及び日常生活に関する

相談や必要な育児指導、家事指導等の生活支

援を行います。これにより要支援家庭の養育状

況の把握を容易にし、母子の心身の健康回復を

促すことで、児童虐待防止を図ります。

母子一体型ショートケアの延

利用日数

92日

【100】

92％

母子一体型ショートケアの

延利用日数
100日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

可能な限り母子別々に面接を行

い、事業実施中においても随時思

いを受け止められるよう委託事業

者（母子生活支援施設職員）

子ども担当の職員との関係を作っ

ています。

子どもの意見をとらえ、子ども目線

での支援を忘れずに取り入れるよう

工夫しています。

子ども家庭支援センター、児童相

談所と連携し、子どものケアを行い

ながら子ども目線での支援を忘れ

ずに取り入れるよう工夫します。

計画事

業
35 31

家庭訪問

型子育て支

援（ホーム

スタート）

助成事業

子育て支

援課

様々な理由から公的な支援

の「隙間」にある家庭に寄り

添う地域活動を支援し、家

庭の孤立や児童虐待の未然

防止と早期発見に努めます。

親の孤立化・虐待の未然防止を図るため、区内

でホームスタート事業（未就学児のいる家庭を

訪問し、親の悩みなどの傾聴と、家事育児などの

協働を行うボランティア活動）を行う団体に対し

て、活動経費の助成を行います。

助成団体数

1団体

【1団体】

（100%）

助成団体数 1団体 ○ ○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
36 32

スクールカウ

ンセラー事

業

指導課

教育セン

ター

都公立学校スクールカウンセ

ラーを区立小・中学校に派遣

し、いじめや不登校などの未

然防止と早期発見に努めま

す。

都公立学校スクールカウンセラーを区立小・中学

校に派遣し、いじめや不登校などを未然に防止

するためのカウンセリングや教員への助言を行いま

す。また、区立幼稚園も対象に加え、教育セン

ター相談員によるスクールカウンセリングを行いま

す。

配置校数

（全小中学校30校）

指導課

30校　【30校】

教育センター

３園　【３園】

教育センター

配置園数

指導課

配置校数

（全小中学校30校）

教育センター

３園

指導課

30校

○ ○ ○ ○ 無

④学習支

援の充実

目

標

１

「

子

ど

も

権

利

を

尊

重

し

、

自

分

ら

し

い

育

ち

を

支

援

す

る

」

学習支援

が必要な

子どもに学

習機会を

提供しま

す。

区による補

習や民間

団体による

無料学習

支援を実

施します。

（

３

）

子

ど

も

の

居

場

所

・

活

動

の

充

実

①児童虐

待防止対

策・いじめ

防止対策

児童虐待

やいじめの

未然防止

と早期発

見に努めま

す。

児童虐待

防止に関

する普及

啓発や親

子の孤立

化防止・

子育て力

向上の取

組を推進

します。い

じめ問題の

解決に、

地域全体

で連携して

取り組みま

す。

（

４

）

子

ど

も

の

権

利

侵

害

の

防

止

及

び

相

談

・

救

済



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

目標

（令和11年度）

（G）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度

目標値

達成率（%）

（F)

事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標

担当課

（B）

次期

計画

事業

№

①児童虐

待防止対

策・いじめ

防止対策

児童虐待

やいじめの

未然防止

と早期発

見に努めま

す。

児童虐待

防止に関す

る普及啓発

や親子の孤

立化防止・

子育て力向

上の取組を

推進しま

す。いじめ

問題の解決

に、地域全

体で連携し

て取り組み

ます。

計画事

業
37 33

スクールソー

シャルワー

カー活用事

業

教育セン

ター

学校と連携し、児童虐待や

いじめを受けている児童・生

徒を早期に発見し、関係機

関と連携し支援を行います。

学校のみでは解決が困難な問題を抱える児童・

生徒に対しスクールソーシャルワーカーを派遣し、

家庭や地域社会、学校との協働体制の整備や

関係機関と連携を図るなど、環境改善を行いま

す。また、アウトリーチ（訪問型の支援）を用い、

児童・生徒の状況に応じた支援を行います。さら

に、地域や学校の特性を把握し、不登校等の未

然防止に寄与します。

(全小中学校30校）

30校

【30校】

（100％）

(全小中学校30校） 30校 ○ ○ ○

重点事

業
38 34

としま子ども

の権利相談

室の運営

子ども若

者課

子どもの権利侵害を予防、

救済します。

虐待やいじめ、不登校、ひきこもり、多様な性自

認・性的指向の人々、外国人など、子ども自身

からの相談に応じるために、子どもの権利擁護委

員を配置した子どもの権利擁護センターを設置・

運営します。

①設置

②相談件数

令和5年度中の開

設
相談件数 50件 ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

「としま子ども会議」参加者への聞

き取りや、小中学生への愛称募集

等を実施しています。

子どもの権利についてや相談室の

役割を広く周知するため、イベント

への参加や分かりやすいホームペー

ジの作成に取組みます。。

「としま子ども会議」参加者へのア

ンケートや中高生センタージャンプ

の利用者に聞き取り等により、子ど

もたちの意見や思いを踏まえながら

周知活動を実施していきます。

重点事

業
39 35

子どもの権

利擁護委

員相談事

業

子ども若

者課

センター

子どもの権利侵害の相談に

応じ子どもの救済、権利回

復を図ります。

子どもの権利侵害について相談に応じ、救済や

回復のために支援をします。また、権利侵害に関

わる調査・調整を行い、関係機関等と連携を図

り、子どもの権利侵害を予防し、子どもの救済や

回復に努めます。

権利侵害に関わる活動件数
28件

【25件】

権利侵害に関わる活動

件数
50件 ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
40 36

児童相談

所の運営

児童相

談課

子どもの最善の利益の確保

のため、児童虐待をはじめと

する子どもとその家庭の抱える

課題の解決に迅速に対応し

ます。

子どもに関する専門的な相談を受け付け、問題

の解決に向けた助言や親子関係の再構築を行

います。また、虐待や非行等により児童を家庭か

ら分離する必要がある場合、法的権限に基づき

一時保護や施設入所措置を行い、児童の安全

の確保を図ります。

－ ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

子どもが施設入所中や一時保護

中でも学校への通学を希望する場

合、可能な限り実現するために、

安心して通学できる環境を整えて

いる。

一時保護所で月２回子ども会議

を開催し、子どもから一時保護所

での過ごし方など意見をもらい、職

員と話し合う時間を設けている。

これまで通り通学ができるよう学区

内の里親への一時保護委託や里

親委託を行うとともに、送迎に職

員が引率し通学できたケースがあ

る。

お風呂の時間に入浴剤を使ってリ

ラックスしたいという意見があり、実

際に入浴剤を購入し、希望する児

童は入浴時に使用した。

今後も子どもたちと職員がコミュニ

ケーションを取る機会を積極的に

設け、多様な子どもたち一人一人

に寄り添った丁寧な支援を行って

いく。

計画事

業
41 37

人権擁護

委員相談

事業

区民相

談課

人権擁護委員が、電話相談

を24時間・365日実施しま

す。

法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、子ど

もも対象とした電話相談を、24時間・365日実

施します。

人権擁護委員が、電話相談

を24時間受け付けます。

１７件（電話９

件、対面８件）

…作成者:人権相

談の結果は件数し

か区に報告されな

いため、相談者が

子どもかどうか不

明。

人権擁護委員が、電話

相談を24時間受け付け

ます。

ー

１５件（電話７件、

対面８件）…作成

者:人権相談の結果は

件数しか区に報告され

ないため、相談者が子

どもかどうか不明。

ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

左記以

外のすべ

ての人

無

計画事

業
42 38

子ども若者

総合相談

事業（アシ

スとしま）

子ども若

者課

子どもの相談へのハードルを

下げ、気軽に相談体験する

ことで将来の重篤化を予防し

ます。

学校や就労、家族関係など様々な困難を有する

子ども・若者やその家族からの相談を受け付ける

総合相談窓口の運営や、アウトリーチによる相談

を実施しています。相談を受け、個々の状況に合

わせた支援を実施します。また、関係機関や地

域と連携し、必要な支援へ繋げていきます。

登録相談者数
441人

【350人】

①登録相談者数

②支援回数

①400人

②2,500回
②2,623回

「相談者の状況」で

は、定量的な実績

が出せず評価があ

いまいになる可能

性があるため、②支

援回数に変更した

○ ○ ○ ○ 無

相談事業のため子ども若者から直

接意見を聴取する取り組みは行

わない。

計画事

業
43 39

子どもに関

する相談事

業

子ども家

庭支援

センター

東西子ども家庭支援センター

を中心に子どもに関するあら

ゆる相談を受け、迅速に対

応・支援します。

0～18歳の子どもとその家族のあらゆる相談を面

接、電話、Eメールなどで受けています。
機関連携数

553件

【480件】

SNSなどで情報を発信

し、相談しやすい環境を

整える。

520件

虐待未然防止の

取り組みを今後更

に強化する方針の

ため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

〇 子どもの相談を受けながら、子

どもの要望や意見について聴き取

りを行っている。

〇 子どもの相談内容により不足す

る資源の開拓等施策に反映して

いる。

〇 今後も子どもの相談の中で不

足する施策を見出していく。

計画事

業
44 40

子どもからの

専用電話

相談

子ども家

庭支援

センター

フリーダイヤルで相談できるこ

とを周知し、子どもからの相談

を受ける環境を整備すること

で、子どもの相談・救済を図

ります。

18歳までの子どもを対象に、友だちや家族に関

することなど様々な悩みや心配事について、子ど

も専用のフリーダイヤルでの電話相談を行っていま

す。

子どもからのフリーダイヤルでの

電話相談件数

26件

【3件】

キャラクター（なやミミ・す

いトリ）を積極的に使用

し、相談しやすい機運を

醸成する。

10件

ヤングケアラーの周

知活動を強化する

方針であるため。

○ ○ ○ ○ ○ 有

〇 子どもの相談を受けながら、子

どもの要望や意見について聴き取

りを行っている。

〇 子どもの相談内容により不足す

る資源の開拓等施策に反映して

いる。

〇 今後も子どもの相談の中で不

足する施策を見出していく。

計画事

業
45 41

子ども家庭

女性相談

事業

子育て支

援課

DV被害者,ひとり親等の安

定した生活が送れるよう自立

支援を行います。

配偶者の暴力から逃げてきた被害者を一時保護

し、安定した生活が送れるようにします。他部署と

連携して女性や子どもの権利を守るため、ひとり

親家庭及び女性に対する相談・指導、援助を行

います。

相談件数

10,442件

【12,000件】

87.0％
相談件数

12,000件
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

可能な限り母子別々に面接を行

い、事業実施中においても随時思

いを受け止められるよう子ども家庭

支援センターと連携をしながら思い

を受け止めています。

子どもの意見をとらえ、子ども目線

での支援を忘れずに取り入れるよう

工夫しています。

子ども家庭支援センター、児童相

談所と連携し、子どものケアを行い

ながら子ども目線での支援を忘れ

ずに取り入れるよう工夫します。

目

標

１

「

子

ど

も

権

利

を

尊

重

し

、

自

分

ら

し

い

育

ち

を

支

援

す

る

」

（

４

）

子

ど

も

の

権

利

侵

害

の

防

止

及

び

相

談

・

救

済

②相談・

救済体制

の整備

虐待やい

じめを受け

た子どもの

相談・救

済を図りま

す。

子どもが相

談しやすい

体制を整

備するとと

もに、被害

を受けた子

どもの保護

を行いま

す。



「子ども・若者総合計画（令和7～11年度）」掲載予定事業（継続掲載事業）

出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

重点事

業
46 ー

ゆりかご・と

しま事業

健康推

進課

長崎健

康相談

所

子育て支

援課

妊婦、乳幼児、保

護者の心身の健

康の保持、増進に

努めるとともに、家

庭の孤立化を防ぐ

など、健全な育児

環境の確保を図り

ます。

妊娠中から出産・子育てに関する

様々な不安を軽減し、必要な支

援を行うため、「ゆりかご面接（妊

娠中の体や心、赤ちゃんを迎える

準備等の相談）」と「おめでとう面

接（初めての子育て、赤ちゃんとの

接し方等の相談）」を実施すると

ともに、ゆりかご応援グッズや誕生

お祝い品を配付します。

①ゆりかご面接

実施率

健康推進課・長崎健

康相談所

①89.7%

【68％】

達成度131.9％

子育て支援課

②67.5%

【74%】

達成度91.2%

掲載終了。なお、

ゆりかご面接の事

業としてリニューア

ル

○ ○ 無

計画事

業
47 42

妊産婦健

康診査

健康推

進課

長崎健

康相談

所

子育て支

援課

妊娠から出産にか

かる経済的負担を

軽減し、妊産婦に

対し、安心・安全

で健やかな妊娠・

出産、産後の支援

を行います。

妊婦の健康保持増進を図るため、

妊婦に対し妊婦健康診査・超音

波検査・子宮頸がん検診の公費

助成を実施する。産婦に対し、母

体の回復や授乳状況の把握を行

う産婦健診の、公費負担を推進し

ます。

初回検査実施

率
92.7％【95％】 初回検査実施率 95% ○ 産婦 無

計画事

業
48 ー

妊産婦歯

科健康診

査事業

健康推

進課

妊産婦の口腔衛

生の向上、安全な

出産乳幼児の健

やかな発育のた

め、歯科健診を通

じかかりつけ歯科

医をもつことを啓発

します。

妊娠中から産後または妊娠終了

後1年以内の女性を対象に、1回

の妊娠につき、１回の歯科健診及

び保健指導を実施し、妊産婦と子

の歯と口腔の健康を推進します。

受診率

（38％）
40.3％【43％】 掲載終了

計画事

業
49 ー

妊産婦・乳

幼児保健

指導事業

健康推

進課

長崎健

康相談

所

経済的負担を軽

減し、すべての妊

産婦や乳幼児が

健診を受けられる

よう支援を行いま

す。

経済的理由により保健指導（定

期健診）を受け難い妊産婦・乳

幼児に保健指導票を交付し、指

定医療機関において保健指導を

実施します。

保健指導票発

行率

100%

【100％】
掲載終了

計画事

業
50 43

産後ケア事

業

健康推

進課

長崎健

康相談

所

育児に関する負担

を軽減し、安心し

て育児に取り組め

るよう支援します。

おおむね産後4か月未満の、産後

ケアを必要とする母子に対して、助

産師等による心身のケア、育児の

支援その他母子の健康及び増進

に必要な支援を行います。

具体的取組「①子育て支援サービ

スの充実」へ掲載場所変更予定

利用延べ日数
806日

【470日】
利用延べ日数 1,500日 ○ 無

計画事

業
51 44

育児支援ヘ

ルパー事業

子ども家

庭支援

センター

育児支援ヘルパー

の利用を勧め出

産、育児の負担の

軽減を目指しま

す。

保護者の体調不良やストレスのた

めに育児や家事に支障がある産前

から2歳未満の子どもを養育する

家庭に対し、育児支援ヘルパーを

派遣し支援を行います。ひとり親家

庭は要件が異なります。

育児支援ヘル

パー派遣回数

3,863回

【3,800回】
調整中 調整中 ○ ○

○

ひと

り親

家庭

のみ

○

ひと

り親

家庭

のみ

○ 有

〇 初回登録時の訪問の際に、意

見交換を積極的に実施

〇 区民の声や東部・西部セン

ターメールにてご意見をいただく。

〇 区民の声にてご意見をいただ

く。

〇 初回利用前に訪問員が家庭

訪問し、利用者へ説明等を行う

際に、本事業への意見や質問等

を受け、改善等できる点について

は速やかに事業運営に反映してい

る。

〇 区民の声や相談メール等に本

事業へのご意見をいただくこともあ

るので、検討材料として使用する

場合もある。

〇 安全性・サービスの質を担保し

つつ、子ども・若者の意見を柔軟

に事業に反映する方針

計画事

業
52 ー

としま育児

サポーター

健康推

進課

子育て家庭の健

康増進をはかるとと

もに、安心して育

児に取り組めるよう

支援します。

赤ちゃん訪問後も不安のある方へ

助産師が個別訪問し、３～４か

月児健診までのきめ細やかな支援

を行います。

訪問数
519人

【270人】
掲載終了

事業名

（A）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要

①妊娠期

からの切れ

目ない支

援

目

標

２

「

子

ど

も

を

安

心

し

て

産

み

育

て

る

た

め

の

支

援

を

促

進

す

る

」

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

次期

計画

事業

№

事業

分類

現行

事業

№

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和6年度）

（E）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

目標

（令和11年度）

（G）

事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映目標

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

（

１

）

子

ど

も

や

家

庭

へ

の

医

療

・

健

康

促

進

妊娠期か

ら出産後

まで、相

談・支援

体制の充

実を図りま

す。

妊娠・出

産の不安

軽減や、

子どもや保

護者の状

況に応じ

て切れ目

なく支援を

行います。



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

事業名

（A）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

次期

計画

事業

№

事業

分類

現行

事業

№

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和6年度）

（E）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

目標

（令和11年度）

（G）

事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映目標

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

計画事

業
53 ー

としま見る

知るモバイ

ル

(令和3年

度より「もっ

と見る知る」

に変更)

健康推

進課

長崎健

康相談

所

妊娠・子育て中の

記録を管理するこ

とができ、必要な情

報を簡単に入手す

ることができるよう、

支援体制の充実

を図ります。

結婚・妊娠・出産・子育て支援の

情報発信を行うアプリを導入し、双

方向性の支援を実施します。ま

た、予防接種スケジュール管理とお

知らせメールの自動配信を行いま

す。

※令和2年度より事業内容一部

変更

新規登録者数

1961件

【1000件】

（196,1％）

掲載終了。なお、

母子手帳アプリ母

子モの事業としてリ

ニューアル

計画事

業
54 ー

ようこそ新米

ママのひろば

事業

健康推

進課

子育て家庭の健

康増進をはかるとと

もに、安心して育

児に取り組めるよう

支援します。

生後4か月未満の乳児とその保護

者を対象に、乳児の成長と母体の

健康状態を確認し、育児に関する

相談やメンテナンス体操を実施す

ることにより、育児不安の軽減と母

親のリフレッシュの機会を提供しま

す。

実施回数
12回

【12回】
掲載終了

計画事

業
55 ー

豊島区特

定不妊治

療費助成

事業

健康推

進課

すべての人が安心

して子どもを産み

育てられる社会を

目指し、不妊治療

をうける夫婦の経

済的負担の軽減

を図ります。

不妊治療を受ける夫婦等の経済

的負担の軽減を図るため、「東京

都特定不妊治療費助成事業」の

承認を受けている区民に対し、特

定不妊治療（体外受精及び顕

微授精、男性不妊治療）にか

かった保険適用外の治療費の一

部を助成します。

助成件数

66

【500】

13.2%

令和５年度末で

事業終了

計画事

業
56 45 入院助産

子育て支

援課

経済的に困難な

妊産婦の自立につ

なげます。

入院して分娩する必要があるにも

かかわらず、経済的にその費用を

支払うことが困難な妊産婦の方

に、入院費用の全部または一部を

補助します。

利用者数

7件

【10件】

70％

利用者数
10件

○ 有
事業対象者に寄り添い、意向に

沿った支援を行っています。

支援については常に事業対象者

の思いを取り入れています。

かかわりのある支援者と情報共有

しながら寄りそい型の支援を行いま

す。

計画事

業
32 29

こんにちは

赤ちゃん事

業【再掲】

健康推

進課

長崎健

康相談

所

育児の不安を解

消するとともに、把

握された要支援の

家庭に適切な支

援を行い、虐待の

未然防止と早期

発見に努めます。

虐待の未然防止と

早期発見に努めま

す。

産婦及び生後4か月までの乳児を

対象に保健師や助産師が家庭を

全戸訪問し、母子及び家族の保

健指導や、子育て情報の提供を

行います。

訪問率 96.2％【100％】 訪問率 97.0% ○ 無

新規事

業
ー ー

外国語版

母子手帳

交付事業

健康推

進課

日本語の理解が

難しい外国人が安

心して子育てがで

きるよう支援する。

妊娠届出時に希望により１０か

国語版の母子手帳を交付してい

る。

希望の言語の

母子手帳を交

付する

－ 掲載終了

重点事

業
57 46

乳幼児健

康診査

健康推

進課

長崎健

康相談

所

乳幼児の健康状

況を把握し、保護

者の育児不安軽

減や適切な育児

環境となるよう支

援します。

3～4か月児、6～7か月児、9～

10か月児、1歳6か月児、3歳児

を対象に医師、歯科医師の診察

及び保健相談、栄養相談、歯科

相談を行い、健康診査の結果異

常が認められる児に精密健康診

査を実施しています。

※3～4か月児及び3歳児につい

ては保健所において集団的な健

診を実施しています。

①乳児（3～4

か月児）健診

受診率

②３歳児健診

受診率

①96.7%

【95％】

②92.9%

【95％】

①乳児（3～4か

月児）健診受診

率

②３歳児健診受

診率

①97.0%

②95.0% ○ ○ 無

計画事

業
58 47

乳幼児歯

科衛生相

談事業

健康推

進課

長崎健

康相談

所

むし歯がなく、正し

い生活習慣を身に

つけた子を増やしま

す。

乳幼児をむし歯から守るために、1

歳児、2歳児、2歳6か月、3歳6

か月から4歳未満までを対象に歯

科健診、歯みがき指導、予防処

置（フッ化物塗布）を行います。

また、希望する保育園に対し、歯

みがき指導を実施します。

①3歳児健診

時のむし歯のな

い子

②1歳児歯科

健診受診率

①95.8%【96％】

②63.5％【63％】

①3歳児健診時

のむし歯のない子

②1歳児歯科健

診受診率

①97％

②65％
○ ○ 無

健診事業を受診した利用者から

は、概ね好評をいただくが、待ち時

間が長いというご意見や、予防処

置の支払いについてご意見をいた

だくことがある。待ち時間をなるべく

少なく、効率よく安全に健診事業

を実施できるようブラッシュアップを

図る。

①妊娠期

からの切れ

目ない支

援

②子どもの

健康確保

のための取

組

（

１

）

子

ど

も

や

家

庭

へ

の

医

療

・

健

康

促

進

目

標

２

「

子

ど

も

を

安

心

し

て

産

み

育

て

る

た

め

の

支

援

を

促

進

す

る

」
妊娠期か

ら出産後

まで、相

談・支援

体制の充

実を図りま

す。

妊娠・出

産の不安

軽減や、

子どもや保

護者の状

況に応じ

て切れ目

なく支援を

行います。

乳幼児の

健康な育

ちを支える

各種事業

を推進しま

す。

乳幼児向

けの健康

診断や休

日診療、

健康に関

する悩み

相談に対

応する事

業を行い

ます。



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

事業名

（A）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

次期

計画

事業

№

事業

分類

現行

事業

№

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和6年度）

（E）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

目標

（令和11年度）

（G）

事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映目標

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

計画事

業
59 ー

新生児聴

覚検査事

業

健康推

進課

長崎健

康相談

所

全ての新生児が聴

覚検査を受診しや

すくし、早期発見、

早期療育につなげ

ます。

聴覚障害は早期発見と適切な治

療・支援が行われることにより、音

声言語の発達への影響を最小限

に抑えられることができます。検査

費用の一部公費助成により経済

的負担を軽減することで、全ての

新生児が聴覚検査を受診しやすく

し、医療機関との連携により、早

期発見、早期療育につなげます。

初回検査実施

率
91％【95％】 掲載終了

計画事

業
60 ー

乳幼児健

康相談

健康推

進課

長崎健

康相談

所

子育て家庭の健

康増進をはかるとと

もに、安心して育

児に取り組めるよう

支援します。

身近な区の施設等を会場として、

乳幼児を対象に身長、体重の計

測と栄養相談、育児相談、歯科

相談等を実施します。

実施回数
48回

【42回】
掲載終了

計画事

業
61 48

予防接種

事業
保健予

防課

予防接種により、

感染症の重症化

や死亡件数を抑

え、集団感染によ

る感染拡大を防止

します。

ワクチンで予防できる感染症の重

症化や死亡を防ぎ、集団感染によ

る感染拡大を防止するための重要

な施策です。定期予防接種の接

種率向上と任意予防接種の推進

を図ります。

※目標（接種率）に子宮頸がん

ワクチン定期予防接種を追加した

等により、「計画の施策体系におけ

る適合箇所」の目標及び内容を

変更

接種率
86.4%

89%
接種率（全対象者通

知分）
94.4%

接種率に子宮頸が

んワクチン定期予

防接種を追加した

ため。（当該ワクチ

ンの積極的勧奨が

再開したことによ

る。）

○ ○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
62 49

先天性風し

ん症候群予

防対策事

業

保健予

防課

胎児の先天性風し

ん症候群の発生を

防止します。

胎児の先天性風しん症候群の発

生を防止するため、妊娠を希望す

る女性や、妊娠を希望する女性ま

たは妊婦のパートナーや同居人を

対象に風しん抗体検査費用の全

額助成を行い、抗体価の低い対

象者には、MR（麻しん・風しんワ

クチンを混合したワクチン）または

風しん予防接種費用の全額助成

を行います。

先天性風しん

抗体検査実施

件数

1020人

【1000人】

先天性風しん抗

体検査実施件数
【1,000人】 ○ ○ 無

計画事

業
63 50

子どもの医

療費助成

事業

子育て支

援課

子育て世帯の経

済的負担を軽減

し、児童の保健の

向上につなげます。

中学校3年生までの子どもにかかる

通院・入院の医療費（乳幼児は

食事負担額を含む）の自己負担

分を助成します。

－ －

計画事

業
64 51

休日診療

事業

地域保

健課

医療機関の休診

が多い休日昼間

及び土曜休日の

準夜間における、

救急・応急診療を

確保します。

休日診療所において、内科・小児

科・歯科の休日診療（昼間）並

びに内科・小児科の休日及び土

曜診療（準夜間）を実施しま

す。

年間開設日数

年間開設日数：休日

74日、土曜準夜50日

【年間開設日数：休

日73日、土曜準夜50

日】

年間開設日数
年間開設日数：休日

74日、土曜準夜47日
○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
65 52

平日準夜

間小児初

期救急診

療事業

地域保

健課

平日準夜間帯に

おける、小児の救

急診療の受け皿を

確保します。

都立大塚病院内の「豊島文京平

日準夜間こども救急」において、

15歳以下の子どもを対象に、平

日の準夜間（午後8時～11

時）に週5日間、小児初期救急

診療を実施します。

年間開設日数

年間開設日数：平日

242日【年間開設日

数：平日242日】

年間開設日数
年間開設日数：平日

244日
○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
66 53

こどものぜん

息水泳教

室

地域保

健課

ぜん息に負けない

体力づくりをする機

会の提供します。

気管支ぜん息等の診断を受けてい

る児童・生徒を対象に呼吸法等の

訓練により健康の維持、回復を図

ることを目的に水泳教室を実施し

ます。

実施回数
20回

【20回】
実施回数 17回

（令和6年度より

変更済）対象者

がぜん息児童のた

めインフルエンザ流

行時期の開催を回

避。同時に、泳力

取得の効果的な

実施期期間は17

回が打倒と判断。

○ ○ ○ 無

②子どもの

健康確保

のための取

組

乳幼児の

健康な育

ちを支える

各種事業

を推進しま

す。

乳幼児向

けの健康

診断や休

日診療、

健康に関

する悩み

相談に対

応する事

業を行い

ます。

（

１

）

子

ど

も

や

家

庭

へ

の

医

療

・

健

康

促

進

目

標

２

「

子

ど

も

を

安

心

し

て

産

み

育

て

る

た

め

の

支

援

を

促

進

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

事業名

（A）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

次期

計画

事業

№

事業

分類

現行

事業

№

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和6年度）

（E）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

目標

（令和11年度）

（G）

事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映目標

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

（

１

）

子

ど

も

や

家

庭

へ

の

医

療

・

健

康

促

進 ②子どもの

健康確保

のための取

組

乳幼児の

健康な育

ちを支える

各種事業

を推進しま

す。

乳幼児向

けの健康

診断や休

日診療、

健康に関

する悩み

相談に対

応する事

業を行い

ます。

計画事

業
67 54

子どものため

の禁煙外来

治療費助

成事業

地域保

健課

胎児を含む子ども

を受動喫煙による

健康被害から守り

ます。

胎児を含む子どもを受動喫煙によ

る健康被害から守るため、妊婦本

人及び妊婦や18歳未満の子ども

と同居する者並びに20歳未満の

喫煙者が、区長が指定する医療

機関において禁煙外来治療を完

了した場合に一定額を助成しま

す。

①登録件数

②助成件数

①登録3件

【登録10件】

②助成3件

【助成10件】

①登録件数

②助成件数

①登録10件

②助成10件
○

妊婦本

人及び

妊婦や

18歳未

満の子ど

もと同居

する者並

びに20

歳未満

の喫煙

者

無

重点事

業
68 55

東部・西部

子ども家庭

支援セン

ター事業

子ども家

庭支援

センター

親子で楽しく遊び

過ごせる居場所を

提供し、安心して

子育てができるよう

にします。

育児不安や子育てに悩む親や、

子ども自身からの相談を受け、関

係機関と連携して問題の解決を

図ります。乳幼児とその親が遊びな

がら1日過ごせる場所を提供すると

ともに、子育て・子育ちを地域で支

え合う活動や仲間づくりを支援しま

す。

①センター来館

者

②センター新規

登録世帯数

①26,864人

【38,000人】

②1,468世帯

【1,300世帯】

調整中 調整中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

〇 センター利用登録時の意見交

換

〇 親子あそび広場事業利用時

に利用者と意見交換を積極的に

実施

〇 東部・西部センターメールにて

ご意見をいただく

〇 区民の声にてご意見をいただく

〇 これまで使用済みおむつは持ち

帰っていただいていたが、利用者の

意見を反映し、東部・西部子ども

家庭支援センターで使用済みおむ

つを回収することになった。感染

症・臭い対策として、圧縮ラミネー

ト（真空パック）機器を導入し

た。

〇 今後も利用者の意見を反映

し、利用者視点に立った東部・西

部子ども家庭支援センターの運営

を継続していく。

重点事

業
69 56

地域区民ひ

ろばにおける

「子育てひ

ろば」の運

営・開設

地域区

民ひろば

課

地域における子育

て世代の交流の場

を提供します。

地域の乳幼児の遊びの場及び保

護者の相互交流の場を小学校区

単位に開設しています。また、保護

者からの育児相談に応じ、必要な

情報の提供を行うなど地域の子育

てを支援しています。

延べ利用者数

149,051人

【175,220人】

（67%）

延べ利用者数 222,500人 ○ ○ ○ 無

計画事

業
70 57

子どもショー

トステイ事

業

子ども家

庭支援

センター

宿泊を伴う子ども

の預け先を確保

し、必要とする家

庭を支援します。

保護者の疾病、出産などにより、

一時的に保育を必要とする児童に

対して宿泊を伴う養育を行いま

す。

利用泊数
587泊

【450泊】
調整中 調整中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

〇 東部・西部センター電話にてご

意見をいただく

〇 東部・西部センターメールにて

ご意見をいただく

〇 委託事業者が聴いたご意見を

共有する

〇 区民の声にてご意見をいただく

〇 兄弟の受け入れについて、施

設の利用枠がないため、兄弟が分

かれて利用していたが、子どもの視

点にたち、兄弟が同じ施設に入所

できるよう枠を増やし、課題解決し

た。

〇 今後も事業を利用する子ども

たちの意見等を反映できるよう事

業展開していく。

計画事

業
71 58

ファミリー･サ

ポート･セン

ター事業

子育て支

援課

地域での子育ての

相互援助を支援し

ます。

生後43日から小学校修了時まで

の子どもを持ち、子育ての援助を

必要とする方（利用会員）と子

育ての援助ができる方（援助会

員）からなる会員組織です。区は

事務局として会員間の橋渡しを行

い、地域の中での子育てを援助し

ます。

※令和2年度より、事業内容一

部変更

援助会員数

200

【200】

(100%)

活動件数 13,000件 11,964件

援助会員の増が

必ずしも活動件数

の増には結びつか

ないため

○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
72 59

子育て支援

総合相談

事業

子育て支

援課

子育てナビゲーター

が、妊娠・出産・子

育てに関する相談

にお応えし、また、

ご家庭の状況に応

じた子育て情報を

提供します。

子育て総合相談窓口「子育てイン

フォメーション」に「子育てナビゲー

ター」を配置し、妊娠期から子育て

期に関わる相談の受付や専門部

署への連絡・調整を行い、子育て

支援の相談機能の充実を図ってい

ます。また、子育て世帯に有益な

情報の提供や、子育てサークル等

に関わる地域活動支援も行いま

す。

受付件数

4,373

【5,000】

87.5%

受付件数 4,000件

計画事

業
73 60

子育てひろ

ば事業補

助

保育課

身近な地域におけ

る子育て家庭への

支援を広げます。

身近な地域における子育て家庭へ

の支援を広げるため、地域の団体

が行う「子育てひろば事業」に対

し、運営助成を行います。

運営助成数
3,358組

【2,000組】
運営助成数 3,358組 ○ ○ ○ 無

（

２

）

子

育

て

家

庭

へ

の

支

援

目

標

２

「

子

ど

も

を

安

心

し

て

産

み

育

て

る

た

め

の

支

援

を

促

進

す

る

」

①子育て

支援サー

ビスの充

実

子育て家

庭への支

援を推進

します。

個々の状

況に応じ

た家庭支

援、子育

てに関する

情報提供

を実施しま

す。
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（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）
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（A）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

次期

計画

事業

№

事業

分類

現行

事業

№

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和6年度）

（E）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

目標

（令和11年度）

（G）

事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映目標

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

計画事

業
74 61

マイほいくえ

ん事業
保育課

「マイほいくえん」事

業を通じて、安心

して出産し子育て

ができるよう支援し

ます。

出産を控えている方、在宅で子育

てしている方を対象に、住まいに近

い区立保育園、一部の私立認可

保育所や地域型保育事業所を

「マイほいくえん」と位置付けます

（登録制）。「マイほいくえん」での

電話や来園による育児相談や園

主催のプログラムへの参加を通じ

て、安心して出産し子育てができる

環境の充実を図ります。

登録者数（1

園あたり平均）

9.4人

【10人】

登録者数（1園

あたり平均）
11人 ○ ○ ○ ○ 無

区民ひろばでマイほいくえんPRイベ

ントを実施することで、在宅子育て

家庭とつながりを持ちながら、地域

子育て支援に取り組む。

計画事

業
35 31

家庭訪問

型子育て支

援（ホーム

スタート）

助成事業

【再掲】

子育て支

援課

様々な理由から公

的な支援の「隙

間」にある家庭に

寄り添う地域活動

を支援します。

親の孤立化・虐待の未然防止を

図るため、区内でホームスタート事

業（未就学児のいる家庭を訪問

し、親の悩みなどの傾聴と、家事

育児などの協働を行うボランティア

活動）を行う団体に対して、活動

経費の助成を行います。

助成団体数

1団体

【1団体】

（100%）

助成団体数 1団体 ○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
51 44

育児支援ヘ

ルパー事業

【再掲】

子ども家

庭支援

センター

育児支援ヘルパー

の利用登録を促し

安心して出産、育

児ができることを目

指します。

保護者の体調不良やストレスのた

めに育児や家事に支障がある産前

から2歳未満の子どもを養育する

家庭に対し、育児支援ヘルパーを

派遣し支援を行います。ひとり親家

庭は要件が異なります。

育児支援ヘル

パー登録数

412件

【450件】
○ ○

○

ひと

り親

家庭

のみ

○

ひと

り親

家庭

のみ

○ 有

〇 初回登録時の訪問の際に、意

見交換を積極的に実施

〇 区民の声や東部・西部セン

ターメールにてご意見をいただく。

〇 区民の声にてご意見をいただ

く。

〇 初回利用前に訪問員が家庭

訪問し、利用者へ説明等を行う

際に、本事業への意見や質問等

を受け、改善等できる点について

は速やかに事業運営に反映してい

る。

〇 区民の声や相談メール等に本

事業へのご意見をいただくこともあ

るので、検討材料として使用する

場合もある。

〇 安全性・サービスの質を担保し

つつ、子ども・若者の意見を柔軟

に事業に反映する方針

重点事

業
75 ー

家庭教育

推進事業
庶務課

家庭教育の重要

性を啓発します。

以下の取組を通じ、子どもの発達段階

に応じた学習機会の充実や情報提供

を行います。

①【家庭教育推進員】区立小学校Ｐ

ＴＡ会長から推薦を受けた家庭教育

推進員が1年間活動し、2月に学習発

表会を開催します。

②【家庭教育学級】キャリア教育や居

場所としての家庭について学ぶ講座を

開催します。

③【家庭教育講座】区立小中学校Ｐ

ＴＡ及び区立幼稚園職員と園児の保

護者が企画運営する講座を支援しま

す。

①【家庭教育推

進員】

参加者に事業開

始前と終了後でア

ンケートをとり、「家

庭教育に主体的

に働きかけたい」と

思う人の増加率

②【家庭教育学

級】

延べ参加者数

③【家庭教育講

座】

実施校数

①32％上昇

【18％上昇】

②0名

【300名】

③11講座

【17講座】

掲載終了。③のみ

の事業としてリ

ニューアル

○ 有

対象は子どもではなく保護者です

が、アンケートをとっています。また

PTA会長や実務担当の成人教

育担当者へ直接説明し、質問を

受ける場を設けています。

アンケート等でいただいた意見につ

いては、次年度以降の事業に反

映しているものもあります。

今後も、スムーズな事業実施のた

め保護者の意見を聞く機会を設

けます。

計画事

業
76 62

母親学級、

パパママ準

備教室

健康推

進課

長崎健

康相談

所

安心して出産・育

児を迎えられるよう

支援します。

妊婦及びそのパートナーを対象に、

妊娠中の過ごし方、お産の準備、

産後の摂生、保育方法について

助産師等による講義・実技及び

指導を行います。

実施回数

①母親学級

②パパママ準備

教室

①18回（平日コース6

回、休日コース12回）

【18回（平日コース6

回、休日コース12

回）】

②36回

【24回】

実施回数

①母親学級

②パパママ準備教

室

①18回

②36回

①母親学級の実施回

数の考え方

健康推進課

（土曜日）（平日）

１２回

長崎

２日制　×　６回

無

計画事

業
77 ー

母乳教室

事業

健康推

進課

長崎健

康相談

所

子育て家庭の健

康増進をはかるとと

もに、安心して育

児に取り組めるよう

支援します。

母乳で育てたいと考えている母親

のために、母乳相談を実施します。

実施回数

①母乳教室

②卒乳教室

①21回

【21回】

②15回

【15回】

掲載終了

計画事

業
78 63

母親の子育

て講座の開

催

子ども家

庭支援

センター

母親向けの講座を

開催し、母親の子

育て力の向上・仲

間づくりを支援しま

す。

子ども家庭支援センターにおいて、

子どもの発達や食育、遊びなど、

広く子育てに関する学習を行いま

す。また、他機関との連携や民間

（NPO）との共催も視野に入れ

た講座なども行います。

講座参加者数

（スマイル講

座・NP)

466人

【500人】
調整中 調整中 ○ 有

〇 講座実施後のアンケートにて

今後の希望講座も含めご意見を

いただく

〇 区民の声や東部・西部セン

ターメールにてご意見をいただく

〇 区民の声にてご意見をいただく

〇 アンケートでのご意見を参考

に、次の講座のテーマや新しい講

座の企画へ反映している。

〇 今後も参加者の意見を講座

に反映させ、有意義な講座を提

供できるよう努める。

計画事

業
79 64

父親の子育

て講座の開

催

子ども家

庭支援

センター

父親向けの講座を

開催し、父親の子

育て力の向上・育

児参加・仲間づくり

を支援します。

子ども家庭支援センターにおいて、

父親対象で「親子ふれあい遊び」

「親子音楽あそび」等の子育て講

座や、子どもとのかかわり方等につ

いて、父親同士意見交換などを行

います。また、父親の初めての育児

を支援するため、子どもと遊ぶツー

ルとしての絵本の読み聞かせ方・

身体を使った遊びなどの講座を実

施や、親子で楽しめる音楽会・コン

サート等を開催しています。

講座参加者数

（スマイル講

座・父親向け講

座）

176人

【200人】
調整中 調整中 ○ ○ 有

〇 講座実施後のアンケートにて

今後の希望講座も含めご意見を

いただく

〇 区民の声や東部・西部セン

ターメールにてご意見をいただく

〇 区民の声にてご意見をいただく

〇 アンケートでのご意見を参考

に、次の講座のテーマや新しい講

座の企画へ反映している。

〇 今後も参加者の意見を講座

に反映させ、有意義な講座を提

供できるよう努める。

②家庭教

育支援

家庭教育

を推進し、

保護者の

子育て力

の向上を

図ります。

子育てに

関する学

習機会や

情報の提

供を行い

ます。

個々の状

況に応じ

た家庭支

援、子育

てに関する

情報提供

を実施しま

す。

①子育て

支援サー

ビスの充

実

（

２

）

子

育

て

家

庭

へ

の

支

援

目

標

２

「

子

ど

も

を

安

心

し

て

産

み

育

て

る

た

め

の

支

援

を

促

進

す

る

」

子育て家

庭への支

援を推進

します。



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

事業名

（A）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

次期

計画

事業

№

事業

分類

現行

事業

№

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和6年度）

（E）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

目標

（令和11年度）

（G）

事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映目標

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

計画事

業
80 65

親の子育て

力向上支

援事業

子ども家

庭支援

センター

親が子どもの発達

について理解し、

対応スキルを身に

つけられるよう支援

します。

子ども家庭支援センターにおいて、

子どもの発達や養育に関して不安

を感じている親が、グループで意見

交換し、自らの力で問題を解決し

ていく親支援プログラムを実施しま

す。

講座参加者数

（PT・PD)

344人

【300人】
調整中 調整中 ○ 有

〇 講座実施後のアンケートにて

今後の希望講座も含めご意見を

いただく

〇 区民の声や東部・西部セン

ターメールにてご意見をいただく

〇 区民の声にてご意見をいただく

〇 アンケートでのご意見を参考

に、次の講座のテーマや新しい講

座の企画へ反映している。

〇 今後も参加者の意見を講座

に反映させ、有意義な講座を提

供できるよう努める。

計画事

業
81 66

保護者向け

就学前教

育に関する

啓発

庶務課

(教育施

策推進

担当課

長)

保護者向けに就

学前教育に関する

啓発をいます。

保幼小連携推進プログラムを踏ま

え、保護者向けパンフレットを作成

し、各家庭へ配布します。また、既

存の子育て支援施策を活用しつ

つ、家庭教育施策の充実を図りま

す。

保護者向けパン

フレットの配布

回数/年

0回

【0回（令和5年度は

作成準備)】

保護者向けパンフ

レットの配布回数/

年

1回 ○ 無

重点事

業
68 55

東部・西部

子ども家庭

支援セン

ター事業

【再掲】

子ども家

庭支援

センター

子どもと家庭に関

するあらゆる悩みに

総合的に対応し、

育児不安や子育

ての悩みの軽減を

図ります。

育児不安や子育てに悩む親や、

子ども自身からの相談を受け、関

係機関と連携して問題の解決を

図ります。乳幼児とその親が遊びな

がら1日過ごせる場所を提供すると

ともに、子育て・子育ちを地域で支

え合う活動や仲間づくりを支援しま

す。

相談件数
16,102件

【14,000件】
調整中 調整中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

〇 センター利用登録時の意見交

換

〇 親子あそび広場事業利用時

〇 東部・西部センターメール

〇 区民の声

〇 これまで使用済みおむつは持ち

帰っていただいていたが、利用者の

意見を反映し、東部・西部子ども

家庭支援センターで使用済みおむ

つを回収することになった。感染

症・臭い対策として、圧縮ラミネー

ト（真空パック）機器を導入し

た。

〇 今後も利用者の意見を反映

し、利用者視点に立った東部・西

部子ども家庭支援センターの運営

を継続していく。

計画事

業
82 67

乳幼児健

全育成相

談事業

保育課

育児相談事業や

ふれあい体験保育

事業の実施を通じ

て、地域の子育て

家庭に対する育児

支援の充実を図り

ます。

育児情報の提供、子育て不安の

解消を目的に、保育園においてふ

れあい体験保育、育児相談を実

施します。

①育児相談件

数

②ふれあい体験

保育件数

①304件

【600件】

②19件

【36件】

①育児相談件数

②ふれあい体験保

育件数

①600件

②36件
○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
33 29

子育て訪問

相談事業

【再掲】

子ども家

庭支援

センター

保護者が適切な

支援を受け子育て

に取り組めるように

相談対応します。

支援施設に出向くことが困難な保

護者からの相談依頼や関係機関

からの情報提供を受けて、子ども

家庭支援センターの相談員が自

宅を訪問し、アドバイスや各種子

育て支援サービスの紹介等を行い

ます。また、子どもの1歳の誕生日

にあわせて家庭を訪問し、子育て

に関する悩みを聴き、助言を行うと

ともに、絵本をプレゼントします。

訪問件数
4,091件

【4,000件】
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

〇 初回登録時の家庭訪問の際

に意見交換を行う

〇 区民の声や東部・西部セン

ターメールにてご意見をいただく

〇 区民の声にてご意見をいただく

〇 相談対応において必要な資源

の開拓等は行っている。

〇 訪問日程の調整などスムーズ

にできるよう対応している。

〇 気軽に訪問を依頼できるよう、

事業の情報発信を積極的に行

い、相談者目線を重視した事業

展開に努める。

計画事

業
72 59

子育て支援

総合相談

事業【再

掲】

子育て支

援課

妊娠・出産・子育

てに関する心配事

や様々な悩みに、

子育てナビゲーター

がお応えします。

子育て総合相談窓口「子育てイン

フォメーション」に「子育てナビゲー

ター」を配置し、妊娠期から子育て

期に関わる相談の受付や専門部

署への連絡・調整を行い、子育て

支援の相談機能の充実を図ってい

ます。また、子育て世帯に有益な

情報の提供や、子育てサークル等

に関わる地域活動支援も行いま

す。

受付件数

4,373

【5,000】

87.5%

受付件数 4,000件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

子どもが当事者として来庁した際

は、子どもを保護するための支援

になるようにしています。

計画事

業
74 61

マイほいくえ

ん事業【再

掲】

保育課

「マイほいくえん」事

業を通じて、安心

して出産し子育て

ができるよう支援し

ます。

出産を控えている方、在宅で子育

てしている方を対象に、住まいに近

い区立保育園、一部の私立認可

保育所や地域型保育事業所を

「マイほいくえん」と位置付けます

（登録制）。「マイほいくえん」での

電話や来園による育児相談や園

主催のプログラムへの参加を通じ

て、安心して出産し子育てができる

環境の充実を図ります。

登録者数

（1園あたり平

均）

9.4人

【10人】

登録者数

（1園あたり平

均）

11人 ○ ○ ○ ○ 無

子育てに

関する学

習機会や

情報の提

供を行い

ます。

③相談支

援

育児や子

育てに関

する悩み

や不安、

問題の解

決を図りま

す。

子育て一

般に関す

る相談や、

専門的な

知識を要

する相談

など、子育

てに関わる

各種相談

支援に取

り組みま

す。

②家庭教

育支援

家庭教育

を推進し、

保護者の

子育て力

の向上を

図ります。

目

標

２

「

子

ど

も

を

安

心

し

て

産

み

育

て

る

た

め

の

支

援

を

促

進

す

る

」

（

２

）

子

育

て

家

庭

へ

の

支

援



「子ども・若者総合計画（令和7～11年度）」掲載予定事業（継続掲載事業）

出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

重点事

業
83 68

私立保育

所施設整

備助成

保育課
待機児童ゼロを達

成し、維持します。

老朽化した私立保育所の施設改修

等に補助金を交付します。また、多数

の待機児童の発生が見込まれる地域

における認可保育所の設置への助成

も行います。

私立保育園の

受入定員

5,055人

【5,055人】

私立保育園の受

入定員
調整中 ○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
84 69

通常保育

事業
保育課

多様な子育て世

帯のニーズや保育

需要を把握し、必

要な保育を提供し

ます。

保護者の就労等により保育を必要と

する乳幼児を保育します。

在籍児童数

(4月1日)
6,200人

在籍児童数

(4月1日)
6,200人 ○ ○ 無

計画事

業
85 ー

区立保育

園の民営化
保育課

区立保育園3園の

民営化を進めま

す。

多様化し、複雑化した保育需要や新

たな子育て支援需要に公私協働で対

応していくため、区立保育園の民営化

を進めます。

公立保育園3

園の民営化
1園

令和4年度末

（令和5年4月1

日民営化）で事

業終了

計画事

業
86 70

家庭的保

育事業
保育課

家庭的な雰囲気

で少人数を対象

に、保育を提供し

ます。

区が条例で定めた運営、設備基準等

を満たして認可された保育事業です。

家庭的保育者が、自宅等で5人以下

の児童の保育を行います。

少人数単位で、

児童の成長に

合わせた、きめ

細やかな保育を

実施

歳児ごとの保育需要を

把握し、保育を提供。

少人数単位で、

児童の成長に合

わせた、きめ細やか

な保育を実施

歳児ごとの保育需要を

把握し、保育を提供。
○ 無

計画事

業
87 71

小規模保

育事業
保育課

多様な子育て世

帯のニーズに対応

するため、小規模

保育事業A型・B

型・C型3つの事業

類型により、家庭

的保育事業に近

い保育を提供しま

す。

区が条例で定めた運営、設備基準等

を満たして認可された保育事業です。

小規模な施設で6人から19人の児童

の保育を行います。

少人数単位で、

児童の成長に

合わせた、きめ

細やかな保育を

実施

歳児ごとの保育需要を

把握し、保育を提供。

少人数単位で、

児童の成長に合

わせた、きめ細やか

な保育を実施

歳児ごとの保育需要を

把握し、保育を提供。
○ 無

計画事

業
88 ー

事業所内

保育事業
保育課

事業所の従業員

の仕事と子育ての

両立を支援すると

ともに、地域の子ど

もを受け入れ、保

育を提供します。

区が条例で定めた運営、設備基準等

を満たして認可された保育事業です。

会社等の従業員用保育施設に豊島

区民枠を設けています。

少人数単位で、

児童の成長に

合わせた、きめ

細やかな保育を

実施

事業終了

計画事

業
89 72

居宅訪問

型保育事

業

保育課

保育を必要とする

世帯の自宅で保

育を提供します。

区が条例で定めた運営、設備基準等

を満たして認可された保育事業です。

保護者の自宅で1対1で保育を行いま

す。

1対1で、児童

の成長に合わせ

た、きめ細やか

な保育を実施

保育需要を把握し、保

育を提供。

1対1で、児童の

成長に合わせた、

きめ細やかな保育

を実施

保育需要を把握し、保

育を提供。
○ 無

計画事

業
90 ー

臨時保育

事業
保育課

待機児童対策事

業として、認可保

育所等へ入園内

定が出なかった世

帯への保育を提供

します。

認可保育所等の待機児童に対応す

るため、区有地を活用して時限的に整

備した施設において保育を行います。

待機児童数
0人

【0人】
事業終了

計画事

業
91 73

認証保育

所運営費

等補助事

業

保育課

認証保育所の開

設・運営を補助

し、保育サービスの

充実を図ります。

区内に設置される認証保育所の開設

準備経費の補助、及び区内在住児が

入所する認証保育所の運営費の補

助を行います。

認証保育所へ

の補助
-

認証保育所への

補助
- ○ ○ 無

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

目標 事業対象

次期

計画

事業

№

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要

①教育・

保育施設

及び多様

な保育

サービスの

充実

多様な子

育て世帯

のニーズに

対応する

ため、幼児

教育・保

育サービス

の充実を

図ります。

保育施設

や病児保

育、一時

保育など、

ニーズに対

応するため

の供給量

を確保しま

す。

（

１

）

幼

児

期

か

ら

学

童

期

の

教

育

・

保

育

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

目

標

３

「

子

ど

も

・

若

者

に

関

す

る

施

設

に

お

い

て

、

充

実

し

た

環

境

を

整

備

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

目標 事業対象

次期

計画

事業

№

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要

計画事

業
92 74

延長保育

事業
保育課

必要な家庭が安

全に延長保育を利

用できるよう、需要

に見合った利用定

員数の確保とサー

ビスの充実を図りま

す。

保護者の勤務時間などにより、通常

保育の時間を超えて保育が必要な乳

幼児を対象に延長保育を実施しま

す。

定員数
1,365名

【1,365名】
定員数

1,365名

【1,365名】
○ ○ 無

計画事

業
93 75

一時保育

事業

子ども家

庭支援

センター

保育課

必要な家庭が安

全に一時保育を利

用できるよう、需要

に見合った利用定

員数の確保とサー

ビスの充実を図りま

す。

保護者が仕事・通院・通学・育児疲

れの解消、その他の理由で家庭での

育児が一時的に困難となる時に、満

10か月（保育園は1歳）から就学前

の子どもを時間単位で預かり、保育し

ます。

①一時保育利

用時間

②定員数

子ども家庭支援セン

ター

①23,021時間

【20,000時間】

②20名

【20名】

保育課

①21,855時間

【20,000時間】

②57名

【55名】

①一時保育利用

時間

②定員数

保育課

①21,855時間

②57名

○ ○ 無

計画事

業
94 76

病児・病後

児保育事

業

保育課

病児・病後児の保

育ニーズに対応し、

保育サービスの充

実を図ります。

認可保育所等に通っている乳幼児

が、病気の回復期などで、集団保育が

適当でない時期に、専用施設で一時

的に保育します。

実施施設数
5施設

【5施設】
実施施設数 5施設 ○ ○ 無

計画事

業
95 ー

小学生の病

児保育助

成事業

子育て支

援課

病児保育料の助

成により、子育てと

就労の両立を支

援します。

学童クラブに在籍する小学1年生から

6年生の児童が、病気やけがにより登

校困難になり、居宅訪問型病児保育

サービスを利用した際に、利用料を助

成します。

「既存事業の見直し対象事業」

利用件数

3件

【10件】

30%

掲載調整中 掲載調整中

計画事

業
96 77

訪問型病

児保育補

助事業

保育課

訪問型病児保育

の保育料補助を

行い、保育サービ

スの充実を図りま

す。

病気で集団保育の困難な児童の自

宅等に保育士等が訪問して保育を

行った際、保育料の一部補助を行い

ます。

訪問型病児保

育保育料の補

助

－
訪問型病児保育

保育料の補助
ー ○ ○ 無

計画事

業
97 78

休日保育

事業
保育課

休日における保育

ニーズに対応し、保

育サービスの充実

を図ります。

日曜日、国民の祝日に保護者等の就

労等の理由により、家庭で保育が困

難となった乳幼児をお預かりします。

定員数
50人

【50人】
定員数

50人

【50人】
○ ○ 無

計画事

業
98 79

短期特例

保育
保育課

緊急に保育が必

要な利用者に対

し、保育サービスの

充実を図ります。

保護者の入院・看護・葬祭等により、

緊急に保育を必要とする乳幼児を一

時的に（利用期間は原則1か月以

内）欠員のある保育園で預かります。

受入人数
18

【12人】

緊急に保育を必

要とする乳幼児に

対し、保育を実施

緊急に保育を必要とす

る乳幼児に対し、保育

を実施

○ ○ 無

計画事

業
99 80

認証保育

所保育料

負担軽減

補助事業

保育課

認証保育所利用

者を対象に、保育

料の補助を行い、

保育サービスの充

実を図ります。

認証保育所利用者で、かつ保育を必

要とする児童の保護者を対象に、認

可保育所と認証保育所の保育料差

額に応じた額を補助します。また幼児

教育・保育の無償化の対象者には、

認証保育所の保育料から、無償化対

象の費用を差し引いた額を補助しま

す。

対象者への補助 延800人 対象者への補助 延800人 ○ ○ 無

計画事

業
100 81

保育コンシェ

ルジュの配

置

保育課

保育ニーズに応じ

た保育サービスの

情報提供を行い、

安心して保育所に

入所できるよう支

援します。

入所希望児童が年々増加傾向にあ

る中、一人ひとりの保育ニーズにきめ細

かく対応し、保育所選びや様々な保

育サービスの利用を支援します。

相談件数

(申込み状況)

2,838件

【具体的な相談件数を

目標とするのは困難】

相談件数

(申込み状況)
ー ○ ○ 無

計画事

業
101 82

学童クラブ

事業

放課後

対策課

放課後の保育が

必要な児童を支

援します。

保護者が就労等で昼間家庭にいない

小学生を対象に、適切な遊びや生活

の場を提供します。

待機児童数
0人

【0人】
0人 0人 ○ ○ 有

子ども会議で利用者である児童の

意見を聞いています。

子ども会議における児童の意見を

子どもスキップの運営に取り入れて

います。

引き続き、子ども会議を開催して

いきます。

①教育・

保育施設

及び多様

な保育

サービスの

充実

多様な子

育て世帯

のニーズに

対応する

ため、幼児

教育・保

育サービス

の充実を

図ります。

保育施設

や病児保

育、一時

保育など、

ニーズに対

応するため

の供給量

を確保しま

す。

（

１

）

幼

児

期

か

ら

学

童

期

の

教

育

・

保

育

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

目

標

３

「

子

ど

も

・

若

者

に

関

す

る

施

設

に

お

い

て

、

充

実

し

た

環

境

を

整

備

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

目標 事業対象

次期

計画

事業

№

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要

計画事

業
102 ー

認定こども

園の整備検

討

保育課

庶務課

（教育

施策推

進担当

課長）

区立幼稚園の認

定こども園への移

行を検討します。

区立幼稚園から認定こども園への移

行の検討・準備を進めます。また、保

育園や私立幼稚園については、既存

園からの移行を含め、設置を検討しま

す。

公立認定こども

園の設置数

0園

【0園】
掲載終了

計画事

業
103 83

区立幼稚

園預かり保

育の実施

庶務課

（教育

施策推

進担当

課長）

区立幼稚園で「預

かり保育」を実施し

ます。

区立幼稚園の教育時間終了後、希

望する在園児を対象に「預かり保育」

を実施します。

預かり保育の実

施園数

3園

【3園】

預かり保育の実施

園数

3園

【3園】
○ 4～5歳 有

区立幼稚園に通わせる保護者の

方からのご意見を各園から聴取。

預かり保育を区立幼稚園３園で

実施。さらに長期休業（夏季、冬

季、春季）でも預かり保育を実

施。

共働き世代の増加に伴い、今後

は、預かり保育時間の拡大（朝

７：３０、夜１９：００）の

検討を進める。

計画事

業
104 84

私立幼稚

園一時預か

り事業の推

進

保育課

私立幼稚園の教

育時間の前・後、

長期休み中に在

園児を保育する

「一時預かり事業」

を推進します。

私立幼稚園の教育時間の前・後、長

期休み中に在園児を保育する「一時

預かり事業」を推進します。教育時間

を含め、8時間以上の預かり保育を

「一時預かり（幼稚園型）」とし、運

営費を補助して子育て環境の整備を

図ります。

一時預かり事業

の実施

1園

【事業自体が「私立幼

稚園一時預かり事業の

『推進』」であり、実際に

設置数を目標とするの

は困難】

一時預かり事業の

実施
2園 ○ ○

区内私

立幼稚

園

無

計画事

業
105 85

私立幼稚

園等園児

保護者援

助事業(入

園時補助を

含む)

保育課

私立幼稚園に在

園する幼児の保護

者の負担軽減を

図ります。

私立幼稚園に在園する幼児の保護

者の負担軽減を図るため、補助金を

交付します。

保護者補助金

の支給
－

保護者補助金の

支給
－ ○ ○ 無

重点事

業
106 86 子ども研修

子ども若

者課

子ども施設職員の

学びの場を確保

し、支援者の質の

向上を図ります。

子ども福祉に携わる職員を対象に、質

の高い福祉サービスを展開するために、

保育や学童指導等の専門的な知識

や技術を身につけ、実践力を高めるた

めの幅広い研修を実施します。

延べ受講者数
1,395人

【1,800人】
延受講者数 【1,800人】 ○ 有

例年秋頃に公立対象施設対象

に、各施設での課題や今後受講

したい研修内容や講師についての

アンケートを依頼しています。

アンケートの内容を集計し、次年

度の研修計画を作成する際の資

料としています。課題等のキーワー

ドを研修内容に盛り込んでいただ

けるよう講師に依頼したり、課題に

ついて新しい講師をお願いするなど

の参考としています。

子どもに直接接する施設の課題

等を把握し、課題に対応する研

修計画を作成します。

計画事

業
5 5

保育の質向

上事業【再

掲】

保育課

子どもの多様な体

験機会の確保や

保育の質向上を

図ります。

企業廃材等を活用した創作活動の

ワークショップや、子どもが様々な暴力

から自分を守るためのCAPプログラムを

区立保育園においてモデル的に実施

し、子どもの多様な体験機会の確保や

保育の質向上を図ります。

①レミダワーク

ショップ実施園

②CAPプログラ

ム実施園

レミダワークショップ2園

【2園】

CAPプログラム2園【2

園】

①レミダワークショッ

プ実施園

②CAPプログラム

実施園

レミダワークショップ2園

CAPプログラム2園
○ ○ ○ 無

両事業を実施することで、今後も

保育士の資質向上に努める。

計画事

業
107 ー

区内保育

施設イケバ

ス活用事業

保育課

子ども達が健康的

に伸び伸びと遊べ

る環境の充実を図

ります。

区内公立及び私立保育園、希望する幼

稚園に在籍する5歳児をIKEBUSに乗せ、

猛暑日を除く10月～3月にキッズパーク及

びサンシャイン水族館への送迎を実施する

ことで、子ども達が健康的に伸び伸びと遊べ

る環境の充実を図ります。

※令和2年度より事業内容一部変更

区内公立・私立の認可保育所及び幼稚

園において、卒園を控えた５歳児等の園

外活動を支援するため、イケバスを活用し

て区内周遊や「としまキッズパーク」、「サン

シャイン水族館」を訪れ、遊び・体験するツ

アーを実施します。

延べ参加園数
115園

【95園】

【6年度末で事業

終了予定】
○ ○ 有

毎年度、保育施設に利用後アン

ケートを実施し、満足度や意見を

確認している。

アンケート結果を関係者で共有・

検討し、事業内容を見直してい

る。令和5年度には保育施設から

の意見により5歳児だけでなく、4

歳児もコースによって参加可能とし

た。

引き続き保育施設のアンケートを

実施し、意見の反映に努めてい

く。

計画事

業
108 87

保育指導

事業
保育課

区内のどの保育施

設に通っていても、

一定水準以上の

質の高い保育を受

けることができるよう

保育の質を向上を

図ります。

豊島区が認可・確認している保育施

設に対して、巡回による指導・助言や

訪問による指導検査を実施します。

①巡回支援回

数

②検査実施施

設数

①302回

【138回】

②79施設

【77施設】

①巡回支援回数

②検査実施施設

数

○ ○ ○ ○ ○ 有

巡回訪問・電話相談 施設の思いも傾聴しながら、どの

保育園も一定水準以上の保育の

質が保てるよう巡回訪問していく。

引き続き巡回を行い、不適切保

育を未然に防ぎ保育の質向上を

目指す。

計画事

業
109 88

保育の質ガ

イドライン関

係事業

保育課

保育の質ガイドライ

ンの普及・啓発を

通じ、豊島区全体

の保育の質向上を

図ります。

豊島区における「保育の質ガイドライ

ン」の区内保育施設の保育士への配

布や、普及版の窓口等での配布によ

り、「豊島区保育の質ガイドライン」の

普及・啓発を図るとともに、必要に応じ

た改定を行います。

①新設園への

「保育の質ガイ

ドライン」の配付

数

②普及版の配

布数

①2園　35部

②普及版増刷　3000

部

【目標が「新設園への

「保育の質ガイドライン」

の配付」であり、本事業

のみで目標数を明示す

るのは困難】

①新設園への「保

育の質ガイドライ

ン」の配付数

②普及版の配布

数

○ 無

②幼児教

育・保育

の質の向

上

幼児教

育・保育

施設の保

育の質の

向上を図

ります。

施設職員

の研修や

巡回指

導、施設

の環境整

備を行い

ます。

①教育・

保育施設

及び多様

な保育

サービスの

充実

多様な子

育て世帯

のニーズに

対応する

ため、幼児

教育・保

育サービス

の充実を

図ります。

保育施設

や病児保

育、一時

保育など、

ニーズに対

応するため

の供給量

を確保しま

す。

（

１

）

幼

児

期

か

ら

学

童

期

の

教

育

・

保

育

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

目

標

３

「

子

ど

も

・

若

者

に

関

す

る

施

設

に

お

い

て

、

充

実

し

た

環

境

を

整

備

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

目標 事業対象

次期

計画

事業

№

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要

計画事

業
110 89

保育の質向

上のための

研修委託

事業

保育課

民間保育施設の

保育士等を対象と

した研修を実施

し、保育の質向上

を図ります。

民間保育施設の保育士等を対象とし

たコミュニケーションの向上及び職種・

職層に応じた専門的な研修を実施

し、保育の質向上を図ります。

民間保育施設

の保育士等を

対象とした研修

①実施数

②人数

①７回

【６回】

②921人

【300人】

民間保育施設の

保育士等を対象と

した研修

①実施数

②人数

①６回

②700人
○ 無

研修の実施により保育の質の向

上を図る

計画事

業
111 90

私立幼稚

園教育環

境整備事

業

保育課

私立幼稚園の経

営の安定と教育の

充実及び心身障

害児教育の教育

条件の維持・向上

を図ります。

私立幼稚園の経営の安定と教育の充

実及び心身障害児教育の教育条件

の維持・向上を図るため、補助金を交

付します。

教育環境整備

補助金の支給

園数

13園

【13園】

教育環境整備補

助金の支給園数
13園 ○ ○

区内私

立幼稚

園

無

計画事

業
112 ー

区立幼稚

園児幼児

期道徳性

育成事業

指導課

区立幼稚園に道

徳性育成指導員

を配置します。

幼児期の道徳性を育成し、小学校へ

の円滑な接続につなげるため、区立幼

稚園に園児の道徳性育成等を担当

する専任教諭を配置します。

区立幼稚園の

道徳性育成指

導員を配置した

園数

3園

【3園】

令和6年度に新形

態に移行

計画事

業
113 91

保育施設

間の連携協

力事業

保育課

保育施設の情報

共有や連携を通じ

て、区内保育施設

全体の保育の質

向上を図ります。

区内の認可保育施設がエリアごとに連

携し、勉強会等を通じて、保育内容

や地域の情報共有を図ることで、地域

のネットワーク強化を図っていきます。

良好な連携協

力を実施
-

良好な連携協力

を実施
- ○ ○ 無

計画事

業
114 92

地域型保

育施設への

連携協力

事業

保育課

連携協定に基づく

交流や合同保育

等を通じて、園児

たちの遊び場や体

験の機会の確保を

図ります。

公立・私立保育園と地域型保育施

設が連携協定を結び、行事を通じた

交流、合同保育の実施、施設・園庭

の開放等の取組を行います。

連携協力事業

の実施
-

連携協力事業の

実施
- ○ 無

計画事

業
115 93

保育施設の

園外活動

支援

保育課

園庭のない保育施

設等の園外活動

を支援するため、

園児の遊び場確

保を図ります。

園庭のない保育施設等の園外活動を

支援するため、教育委員会の協力の

もと区立小学校の校庭の活用など、

園児の遊び場確保を図ります。

利用回数等

①小学校校庭

開放

②区民ひろば

①延132回2,591名

【延100回1,000名】

②延29か所

【延13か所】

利用回数等

①小学校校庭開

放

②区民ひろば

①延100回1,000名

②延13か所
○ ○ ○ 無

保育施設や小学校等に事業の

課題等を確認しながら、事業内

容を検討し実施していく。

計画事

業
116 94

保育施設の

運営充実

助成

保育課

保育施設における

保育サービスの推

進や保育環境の

充実、保育士の人

材確保等を支援し

ます。

保育施設における保育サービスの推進

や保育環境の充実、保育士の人材

確保等を支援するため、補助金を交

付します。

保育施設への

補助
-

保育施設への補

助
- ○ ○ 無

計画事

業
117 95

保幼小連

携推進プロ

グラムの作

成

保育課

庶務課

（教育

施策推

進担当

課長）

指導課

「保幼小連携推進

プログラム」を作成・

検証します。

就学前期のそれぞれの時期にふさわし

い指導を積み重ね、小学校への円滑

な接続が図られるよう、０～５歳児の

就学前プログラム、小学校入学後のス

タートプログラムをまとめた「保幼小連

携推進プログラム」を作成します。ま

た、区立幼稚園を中心にプログラムの

検証等の研究を行い、関係機関への

情報発信を行います。

・０～５歳児の

就学前プログラ

ムの作成

・小学校入学

後のスタートプロ

グラムの作成

就学前教育（特別支

援教育、保幼小連

携）の研究・実践を行

い、保幼小連携推進プ

ログラムを検討します。

・０～５歳児の就

学前プログラムの

実施

・小学校入学後の

スタートプログラム

の実施

就学前教育（特別支

援教育、保幼小連

携）の研究・実践を行

い、保幼小連携推進

プログラムを検討しま

す。

○ ○ ○ 無

計画事

業
118 96

保幼小連

絡会（仮

称）の設置

庶務課

（教育

施策推

進担当

課長）

保幼小連絡会

（仮称）を設置し

ます。

幼稚園・保育所・小学校の教職員間

における定期的な交流と情報交換を

行うための場を設置します。

保幼小連絡会

（仮称）の開

催回数/年

3回

【3回】

保幼小連絡会

（仮称）の開催

回数/年

3回

【3回】
○ 有

教育大綱2024策定に伴い調査

した「教育施策に関する意識調

査」で、（豊島区内の区立・私立

幼稚園、保育園の保護者の方対

象）通園先の小学校との交流の

必要性の有無について問う設問を

設け、「思う」「やや思う」と回答し

た人が68％である。

幼稚園、保育園、小学校の関係

者が集まる会を池袋幼稚園を中

心に開催。

今後は、池袋幼稚園ブロックだけ

でなく、区内全体で関係者が集ま

る連絡会の開催を検討していく。

（

２

）

子

ど

も

の

主

体

性

を

尊

重

し

た

学

校

環

境

の

整

備

①子どもの

権利に関

する学び

の支援

学校にお

いて、子ど

もが権利

を学ぶ機

会を確保

します。

リーフレット

や子どもの

権利を学

ぶプログラ

ムを活用

し、学校で

の学びを

支援しま

す。

重点事

業
4 4

学校におけ

る「子どもの

権利」に関

する学習機

会の確保

【再掲】

子ども若

者課

指導課

学校での子どもの

権利の学習機会

を確保します。

「子どもの権利に関する条例」につい

て、学校での活用事例集を作成し、

学校での活用を推進します。また、講

師派遣や民間団体等の学習プログラ

ムなどの子どもの権利を学ぶメニューを

作成し、モデル校で順次実施し、子ど

もの権利の普及啓発を推進します。

実施校数

子ども若者課

8校

指導課

５校

【３校】

実施校数

子ども若者課

22校

指導課

毎年度小学校2校、

中学校1校で継続実

施

○ ○ ○ ○ 有

開催前に子どもたちから「どのような

ことが聞いてみたいか」「こんな授業

にしてほしい」という意見を挙げても

らい、開催後にアンケートをとってい

ます。

子どもたちの意見をどのように反映

されていくのかを知りたいという意見

に対し、実際の事例を紹介しなが

ら、説明している。

今後も、子だもたちの意見やアン

ケートを踏まえながら、様々な学

年で開催できるようにプログラムを

検討していきます。

②幼児教

育・保育

の質の向

上

幼児教

育・保育

施設の保

育の質の

向上を図

ります。

施設職員

の研修や

巡回指

導、施設

の環境整

備を行い

ます。

③幼稚

園・保育

所と小学

校の連携

幼稚園・

保育園・

小学校の

連携を促

進します。

職員間の

交流機会

の提供

や、連携

促進を目

的としたプ

ログラムを

開発して

いきます。

（

１

）

幼

児

期

か

ら

学

童

期

の

教

育

・

保

育

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

目

標

３

「

子

ど

も

・

若

者

に

関

す

る

施

設

に

お

い

て

、

充

実

し

た

環

境

を

整

備

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

目標 事業対象

次期

計画

事業

№

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要

計画事

業
119 97

人権課題に

対する教育

の充実

指導課

道徳の時間や特

別活動における授

業、弁護士会等と

連携した法教育、

都委託事業を活

用した人権尊重教

育推進校事業を

実施します。

東京都教育委員会が作成している

「人権教育プログラム」に基づき、人権

にかかわる様々な題材を取り上げた指

導事例等を活用し、人権尊重や「生

命の大切さ」を学ぶ取組を推進しま

す。

都のプログラムを

活用した授業の

実施数

年3回

【年3回以上】

都のプログラムを活

用した授業の実施

数

年3回以上 ○ ○ 無

計画事

業
120 98

道徳教育の

充実
指導課

学校において、児

童・生徒の道徳性

を一層充実させる

研究や取組を推

進します。

学校における全ての教育活動を通し

て、児童・生徒の道徳性を一層充実

します。特に、「特別の教科 道徳」に

おいては、「考える道徳」「議論する道

徳」を実現するため、指導方法や指導

計画等の改善を図ります。

道徳に関連した

研修の実施数

年3回

【年3回以上】

道徳に関連した研

修の実施数
年3回以上 ○ 無

②意見表

明と参加

の促進

学校の日

常の中に

おいて、子

どもの主体

的な活動

を推進して

いきます。

学校にお

いて子ども

が文化や

芸術、ス

ポーツなど

を体験で

きる機会を

提供しま

す。

重点事

業
121 99

子どもの主

体的活動へ

の支援の推

進

指導課

子どもが自らの意

見を発信し、主体

的な活動することを

目指します。

学校における児童会・生徒会・委員

会・部活動等、子どもの主体的な活

動を支援し、子どもの意見等が学校

運営に反映されるよう支援します。

活動の周知、充

実

ISSの取組―区内小

中学校10校

人権尊重教育推進校

発表―　小学校１校

小中学校における生活

に関するきまりの見直し

活動の周知、充

実

各学校における児童

会・生徒会・委員会・

部活動等における子ど

もの意見を反映した好

事例を周知し、充実さ

せる。

○ ○ 無

計画事

業
122 －

小中高等

学校への

アーティスト

派遣プログ

ラム

文化デザ

イン課

子どもたちに質の

高いアート体験を

提供します。

区内の小、中、高等学校に様々な

ジャンルの芸術家を派遣し、作品制

作、演奏会、ワークショップ等をNPO

等との協働により実施し、子どもたちの

豊かな感性を育みます。

プログラム提供

日数
未実施 掲載終了

計画事

業
123 100

伝統・文化

の継承
指導課

日本の伝統・文化

理解を推進しま

す。

日本の伝統・文化理解を推進するた

めに、区内外にある教育資源（藍染

め、落語、邦楽、和太鼓、江戸凧づく

り、菊づくり等）を積極的に学習活動

に取り入れ、伝統・文化の継承を図り

ます。

・SDＧｓ推進

研修の実施数

・区の文化施策

についての研修

の実施数

・区の地域教材

への理解を深め

る研修の実施

数

年1回

【年1回以上】

・ＳＤＧｓ推進

研修の実施数

・区の地域教材へ

の理解を深める研

修の実施数

年1回以上伝統文化

に関する研修の実施
○ 無

計画事

業
124 101

次世代文

化の担い手

育成事業

指導課

幼児・児童・生徒

の創造力、表現

力、コミュニケーショ

ン能力を高める取

組を推進します。

幼児・児童・生徒の創造力、表現

力、コミュニケーション能力を高めるた

め、プロの芸術家や専門家を学校に

招き、本物の芸術・文化に触れる機

会の充実を図ります。

事業の実施数

幼稚園2園、小学校4

校で実施

【幼稚園3園、小学校4

校程度】

事業の実施数
幼稚園3園、小学校4

校
○ ○ ○ 無

計画事

業
125 ー

オリンピック・

パラリンピッ

ク教育の推

進

指導課

東京2020オリン

ピック・パラリンピック

競技大会以降も、

長く続けられる「学

校レガシー2020」

を設定した教育活

動を行います。

各教科等の学習内容と関連付けてオ

リンピック・パラリンピック学習を全校で

実施します。豊かな国際感覚、ボラン

ティアマインドの醸成、障害者理解、

体力向上を推進します。東京2020オ

リンピック・パラリンピック競技大会以降

も、長く続けられる「学校レガシー

2020」を設定した教育活動を行いま

す。

オリパラ学習の

実施校数

（指定小中学

校において、先

進的なオリパラ

推進事業に取り

組む。）

３０校

【30校】
令和5年度末で

事業終了

③学校に

おける体

験機会の

提供

学校にお

ける、子ど

もの体験

機会を確

保します。

学校にお

いて子ども

が文化や

芸術、ス

ポーツなど

を体験で

きる機会を

提供しま

す。

①子どもの

権利に関

する学び

の支援

学校にお

いて、子ど

もが権利

を学ぶ機

会を確保

します。

リーフレット

や子どもの

権利を学

ぶプログラ

ムを活用

し、学校で

の学びを

支援しま

す。

（

２

）

子

ど

も

の

主

体

性

を

尊

重

し

た

学

校

環

境

の

整

備

目

標

３

「

子

ど

も

・

若

者

に

関

す

る

施

設

に

お

い

て

、

充

実

し

た

環

境

を

整

備

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

目標 事業対象

次期

計画

事業

№

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要

重点事

業
3 3

「子どもの権

利」に関す

る研修・講

座の実施

【再掲】

子ども若

者課

指導課

子どもに関わる施

設や地域でおとな

が子どもの権利を

学ぶ機会を提供し

ます。

学校教諭や保育士等、子ども施設の

職員に対して、子どもの権利に関する

研修や、地域のおとなに対する出前講

座や講演会を実施します。

①職員研修実

施回数

②出前講座実

施回数

③講演会実施

回数

子ども若者課

①5回

【5回】

②3回

【5回】

③1回

【2回】

指導課

①5回

【5回】

①職員研修実施

回数

子ども若者課

①5回

②7回

③3回

指導課

①5回

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

開催後にアンケートをとっています。 アンケート等の意見を踏まえなが

ら、プログラムを検討しています。

今後もアンケート等の意見を踏ま

えながら、プログラムを検討していき

ます。

計画事

業
106 86

子ども研修

【再掲】

子ども若

者課

子ども施設職員の

学びの場を確保

し、支援者の質の

向上を図ります。

子ども福祉に携わる職員を対象に、質

の高い福祉サービスを展開するために、

保育や学童指導等の専門的な知識

や技術を身につけ、実践力を高めるた

めの幅広い研修を実施します。

延べ受講者数
1,395人

【1,800人】

子どもの権利に関

する研修受講者

数

【70人】 63人

子ども研修全体の

延べ受講者数に

なっていたが、子ど

も研修の中の子ど

もの権利に関する

研修年2回の受講

者数に見直しまし

た。

○ 無

計画事

業
110 89

保育の質向

上のための

研修委託

事業

【再掲】

保育課

民間保育施設の

保育士等を対象と

した研修を実施

し、保育の質向上

を図ります。

民間保育施設の保育士等を対象とし

たコミュニケーションの向上及び職種・

職層に応じた専門的な研修を実施

し、保育の質向上を図ります。

民間保育施設

の保育士等を

対象とした研修

①実施数

②受講人数

①7回

【6回】

②921人

【300人】

民間保育施設の

保育士等を対象と

した研修

①実施数

②受講人数

①６回

②700人
○ 無

研修の実施により保育の質向上

を図る

重点事

業
126 102

教員の働き

方改革推

進事業

指導課

学校の教員が働き

やすい環境を整備

し、教員の負担軽

減を図ります。

「豊島区学校における働き方改革推進プラ

ン」に基づく以下の取組を推進します。①【区

立学校法律相談事業】学校で起こるいじめ

や保護者とのトラブル等について法的アドバイ

スを受けることや、管理職とともに保護者等と

対面相談をするために弁護士を学校に派遣

します。②【スクール・サポート・スタッフ配置事

業】スクール・サポート・スタッフとして臨時職員

を雇用し、教員の補助業務を行います。ま

た、区独自で交通費を支給し、適切な人員

確保に努めます。③【部活動における指導

員・外部指導員の活用促進】地域の大学や

スポーツ団体等と連携し、部活動における指

導員制度の導入・外部指導員のさらなる活

用促進を図っていきます。

①区立学校法

律相談事業

②スクール・サ

ポート・スタッフ

配置事業

③部活動におけ

る指導員・外部

指導員の活用

促進

①研修2回、相談41

日

【スクールロイヤー配置、

年1回以上研修実施】

（200％）

②30校

【30校】（100％）

③2校に配置

【4校に配置】

（50％）

①区立学校法律

相談事業

②スクール・サポー

ト・スタッフ配置事

業

③部活動における

指導員・外部指

導員の活用促進

①豊島区教育委員会

専属のスクールロイヤー

を配置、校園長を対象

にした研修を年1回以

上実施

②全区立小中学校

30校に配置

③全区立中学校４校

に配置

○ ○ ○ 無

計画事

業
127 103

外国籍児

童・生徒等

に対する通

訳サービス・

通訳派遣の

充実

学務課

外国にルーツを持

つ園児・児童・生

徒と保護者を支援

します。

外国籍の児童・生徒及びその保護者

とのコミュニケーションを確保するため、タ

ブレットを用いたテレビ電話での通訳

サービスや、教育センターから各学校へ

の通訳派遣の充実を図っていきます。

通訳サービスの

周知
－

通訳サービスの周

知
－ ○ ○ 無

計画事

業
37 33

スクールソー

シャルワー

カー活用事

業【再掲】

教育セン

ター

学校と連携し、児

童虐待やいじめを

受けている児童・

生徒を早期に発見

し、関係機関と連

携し支援を行いま

す。

学校のみでは解決が困難な問題を抱

える児童・生徒に対しスクールソーシャ

ルワーカーを派遣し、家庭や地域社

会、学校との協働体制の整備や関係

機関と連携を図るなど、環境改善を行

います。また、アウトリーチ（訪問型の

支援）を用い、児童・生徒の状況に

応じた支援を行います。さらに、地域や

学校の特性を把握し、不登校等の未

然防止に寄与します。

関与した学校

数

30校

【30校】

（100％）

関与した学校数 30校 ○ ○ ○ 無

子ども・若

者に関わ

るおとなを

支援する

仕組みを

整備しま

す。

子ども・若

者支援に

関わる人

が安心し

て働き、活

動するため

の環境を

整備しま

す。

①子ども・

若者支援

に関わる

人への支

援

子どもに関

わる施設

職員や地

域団体に

対して子ど

もの権利

や支援に

必要な知

識を学ぶ

機会を提

供します。

子どもの権

利に関す

る研修や

出前講

座、学校

での学習

プログラム

等を実施

します。

目

標

３

「

子

ど

も

・

若

者

に

関

す

る

施

設

に

お

い

て

、

充

実

し

た

環

境

を

整

備

す

る

」

（

３

）

子

ど

も

・

若

者

支

援

に

関

わ

る

人

へ

の

支

援

②子ども・

若者支援

に関わる

人のための

環境整備



「子ども・若者総合計画（令和7～11年度）」掲載予定事業（継続掲載事業）

出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画事業 128 104

中高生セン

タージャンプ

における子ど

も・若者の

生活力向

上のための

取組

子ども若

者課

中高生が社会のな

かで生きていく力を

身に着ける機会を

提供します。また困

難に直面している

中高生に対し、解

決する一助となる

よう支援します。

中高生センタージャンプにおいて、料理や掃

除などの日常生活に関する講座や、各種若

者支援団体による定期的な啓発・相談事

業（都エイズ啓発事業ふぉー・てぃー/ＮＰ

Ｏピッコラーレ）により、トラブルを回避し健

康的な生活を送る能力を身につける機会を

提供します。

※令和2年度より事業内容を一部変更

参加者数

136人

【130人】

(113%)

参加者数 200人 ○ ○ 無

計画事業 129 105
鬼子母神

plus

地域保

健課

若年者の健康とそ

の基礎となる生活

衛生（食品、環

境）及び妊娠・出

産・子育てに関す

る情報を発信しま

す。

池袋保健所1階に、女性や若年者の結婚・

妊娠・出産・子育てといったライフプラン形成

のための情報発信スペース「鬼子母神

plus」を設け、月別に設定したテーマを中心

に健康情報展示を行っています。また活動

スペースとして登録団体に貸し出していま

す。

展示替えの回

数

12回

【12回】
展示替えの回数

12回

【12回】
○ ○ 無

計画事業 130 106

若年者向け

（40歳未

満）健診

事業

健康推

進課

健康課題に合わせ

た疾病予防や健

康づくりを支援しま

す。

法的な健康診査の位置付けがない若年層

の方を対象に、健康課題に合わせた疾病

予防や健康づくりのため、生活習慣病予防

健診（男性）、女性の骨太健診を実施し

ています。

実施回数
24回

【24回】
実施回数 24回 ○

対象

は、

「若者」

ですが、

18～

19歳は

対象

外。

無

計画事業 131 ー
AIDS知ろ

う館
保健予

防課

エイズの正確な知

識を提供し、予防

行動を啓発しま

す。

エイズについて、「正しく知り」「考え」そして

「行動」できるよう学習するためのスペースで

す。館内には東京都エイズ啓発拠点

（ふぉー・てぃー）が開設され、同年代のス

タッフによる若者への正しい知識、予防行動

についての情報提供が行われています。

来館者数 208人

掲載終了（保健

所移転に伴い終

了予定）

計画事業 132 ー
エイズ予防

教育

健康推

進課

エイズや性感染症

の予防に関する正

しい知識の普及を

図ります。

HIV感染者・エイズ患者が急増する中、思

春期の保健対策の強化が重要な課題に

なっています。区内公立中学校と連携し、エ

イズや性感染症に関する健康教室を実施し

ています。

実施回数
３回

【７回】
掲載終了

計画事業 133 107
子宮頸がん

検診

地域保

健課

子宮頸がん検診の

受診率向上させま

す。

子宮頸がんの早期発見・早期治療のため、

年度末時点で20歳以上偶数年齢の女性

を対象に、子宮頸がん検診を実施します。

本検診は、２年に１回の定期的な受診を

推奨しています。

子宮頸がん検

診の受診率

27.8％

【30.0％】

子宮頸がん検診

の受診率

令和7年度中に豊島

区がん対策推進計画

（第４次）の中で策

定予定のため未定

○ ○ 無

計画事業 134 108

自殺・うつ

病の予防対

策

保健予

防課

差別偏見をなくし、

誰もが生きやすい

地域を目指しま

す。

若者向けのメッセージカード、相談窓口一覧

の作成による普及啓発や、ゲートキーパーの

養成とネットワーク化による地域連携体制の

構築を行います。若者の自殺対策として大

学院生と協働したハートプロジェクトの実施、

自殺・うつ病の予防対策委員会によるデー

タの分析や活動の評価、改善策を検討しま

す。

①意識的にスト

レスを解消して

いる人の割合数

②ゲートキー

パー養成数

（累積）

①79.6%

※3年に1回の調査であ

り、5年度は未実施のた

め最新の数値を掲載し

ています。

【70％】

②3,592人

【3,430人】

①意識的にストレ

スを解消している

人の割合数

②相談窓口リーフ

レットの配布数

①【70％】

②【34,700部】
②34,414部

②ゲートキーパー養

成事業は縮小する

ため、相談窓口の

情報を得る機会を

提供し、相談への

アクセスを高めるこ

とを新たな目標設

定としたい

○ ○ ○ ○ 有
大学院生とのワークショップやディス

カッションを通して意見を取り入れ

ている。

若者に届きやすいメッセージの内

容を入れた啓発カードの作成など

に活かしている。

今後も若者当事者の意見を反映

した取組を継続する

計画事業 135 109

青少年自

殺予防対

策事業

子ども若

者課

「命をまもる」予防

の観点から、中高

生に直接届く事業

を実施します。

子ども・若者の身近な居場所である中高生

センタージャンプにて、大学院等と連携して、

子ども・若者を対象とした相談支援事業を

行います。またコラージュ・サンドピクチャーなど

の手法を用いて、中高生が自分と向き合う

時間を確保して「自己肯定感」を再獲得し

自殺予防に取り組みます。

参加者数

172人

【170人】

(86%)

参加者数 200人 ○ ○ 有

サンドピクチャー事業等に一部リ

ピーターがいるものの、現在の利用

者にとって興味関心のある事業で

はなくなっている意見が多くなって

いる。いづれの活動もスタッフの声

掛けにより参加者を確保している

状況が続く。

継続について見直しを検討してい

る。

自殺予防対策の目的としては、丁

寧なコミュニケーションと専門機関と

連携した相談事業により対応でき

ると考える。

継続について見直しを検討してい

る。

自殺予防対策の目的としては、

丁寧なコミュニケーションと専門機

関と連携した相談事業により対応

できると考える。

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

①日常生

活への支

援

若者の生

活力向上

や健康確

保を図りま

す。

若者が心

身ともに健

康的な生

活を送る

ために必

要な情報

提供や、

健診機会

を提供しま

す。

次期

計画

事業

№

目

標

４

「

若

者

の

自

立

と

社

会

参

加

を

支

援

す

る

」

（

１

）

若

者

の

自

立

支

援



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

次期

計画

事業

№

計画事業 136 110

子ども・若

者への消費

者教育推

進事業

生活産

業課

消費生活に関する

知識を修得し、適

切な行動に結び付

けられるよう消費者

教育を実施しま

す。

消費生活に関する知識を修得し、適切な

行動に結び付けられるよう消費者教育を実

施します。

小中学生向け

啓発パンフレット

の送付数

①小学生用

②中学生用

①1,422部

【1,400部】

②915部

【880部】

小中学生向け啓

発パンフレットの送

付数

①小学生用

②中学生用

①1,500部

②1,000部
○ ○ 無

計画事業 137 111

DV・デート

DV防止の

ための周知

啓発事業

男女平

等推進

センター

若年層に対して

デートDV防止に関

する周知啓発を行

うことで、若者の自

己形成を支援し、

将来の配偶者間

のDV発生防止を

図ります。

DVやデートDV防止に関するリーフレットや

相談カードの配布を行います。また、区立中

学生等を対象とした「デートDV予防教室」

の実施など、若年層に対してデートDV防止

に関する周知啓発事業を行うことで、暴力

によらない人間関係づくりを学び、将来の配

偶者間のDV発生防止を図ります。

デートDV予防

教室の実施回

数

12回

【８回（区立中学校

数）】

8回（区立中学

校数）

8回（区立中学校

数）
○ 有

実施前と実施後にアンケートを行

い、認識の変化を把握するととも

に、自由感想欄を設けて受講者

の思いをきいている。

終了後アンケートを学校と共有

し、次年度の実施プログラムに反

映している。

今後も、実施前・実施後アンケー

トを行う。

重点事業 138 ー

就労準備・

社会参加

支援事業

（困難を抱

える若者に

対する進路

選択支援プ

ログラム）

福祉総

務課

若者の自分の将

来を能動的に考え

ることができる環境

作りを図るととも

に、進路を“就職”

とした者に対し、正

規職の決定を促

進します。

定時制・通信制高校在籍者、高校中退

者、若年無業者に対する将来の進路に対

する助言、就労支援、就職活動技術支

援、居場所づくり等を行います。

参加者数
103人

【70人】
掲載終了

計画事業 139 ー
若者自立

支援事業

子ども若

者課

ひきこもり等の若者

の自立を支援する

ため、就労体験の

機会を提供しま

す。

ひきこもり等の若者に就労体験の機会を提

供するため、中高生センタージャンプの清掃

業務の一部を、若者の自立支援を行う団

体に委託します。

清掃業務委託

の修了人数

令和2年度で事

業終了

計画事業 140 ー

子ども・若

者支援事

業

生活福

祉課

西部生

活福祉

課

貧困の連鎖を防

止し、生活保護を

受給している子ども

や若者が夢や希望

をもって自らの人生

を選択し、自立し

た生活を送れるよ

うにします。

子どもや若者のいる生活保護受給世帯に

対して、専門の支援員が訪問や面接等を

重ねる中で問題点を把握し、ケースワーカー

と連携して生活課題の解消や学力向上を

目指した無料学習会へのつなぎなどの支援

を行い、将来自立した生活を送っていけるよ

うに支援します。

高校在籍率
100％

【100％】

掲載終了。令和

６年度から事業

内容を改定し実

施

○ ○ ○ ○ 有

個々の支援対象者と面談等を実

施する中で意見や思いを取り入れ

ています。

面談等を通じて伺った意見や思い

をその後の支援方針に反映させて

います。

引き続き、面談等を通じて支援

対象者の意見や思いを受け止め

ながら事業を推進していきます。

計画事業 141 112
就業支援

事業

生活産

業課

若年求職者を含

む就労希望者と採

用意欲のある企業

とのマッチングの場

を提供します。

求職者の職業相談を行うハローワーク池袋

（池袋職業安定所）や東京しごと財団

（東京都）と連携して、近隣区と連携し

て、就職フェアや就労支援セミナーなどを開

催し、若年求職者を含む就労希望者の就

職をサポートします。

参加者数

①就職面接会2回開

催

1回目：参加3社、求

職者28名、就職者5

名

2回目：参加3社、求

職者16名、就職者7

名

【2回開催】

②東京都労働相談情

報センターによる街頭労

働相談（区後援）１

回開催

【1回開催】

参加者数

①就職面接会2回開

催

1回目：参加3社、面

接定員24名

2回目：参加3社、面

接定員24名

②東京都労働相談情

報センターによる街頭

労働相談（区後援）

１回開催

①年齢
不問
就労希
望者対
象
②年齢
不問
相談希
望者

無

事業の企画・運営はハローワー

ク、しごと財団等の役割となってい

る。

計画事業 142 ー

インターン

シップの受

入

人事課

公務職場を目指

す学生の就労体

験を支援します。

就業体験を通じ、学生の公務に対する理

解を深めるとともに自治体行政への関心を

高め、今後の就職活動等に活かします。

事業の継続 32名 掲載終了

計画事業 143 113

自立相談

支援事業

(くらし・しご

と相談支援

センター)

福祉総

務課

就労支援を実施

し、定着支援を強

化します。

就労の状況、心身の状況、地域社会との

関係性その他の事情により、現に経済的に

困窮し、最低限度の生活を維持することが

できなくなるおそれのある方々が抱える様々

な課題を整理し、状況に応じて適切な支援

及び支援の総合調整を行います。

就労支援数
170人

【140人】
就労支援数 140人 ○ ○

生活困

窮世帯

に属す

る者

有

事業対象者の意見を聴いたうえ

で、本人の状況に合わせた支援を

行っています。

事業対象者の意見を聴いたうえ

で、本人の状況に合わせた支援を

行っています。

今後もこの取組を継続し、本人に

寄り添った支援を行っていきます。

若者の就

労相談事

業や、職

業訓練、

就業機会

の紹介等

の事業を

行います。

①日常生

活への支

援

若者の生

活力向上

や健康確

保を図りま

す。

若者が心

身ともに健

康的な生

活を送る

ために必

要な情報

提供や、

健診機会

を提供しま

す。

②経済的

自立への

支援

若者の職

業的自立

や就労を

推進しま

す。

目

標

４

「

若

者

の

自

立

と

社

会

参

加

を

支

援

す

る

」

（

１

）

若

者

の

自

立

支

援



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

次期

計画

事業

№

計画事業 144 114

就労準備・

社会参加

支援事業

福祉総

務課

その方の状況・状

態に応じた支援プ

ランを提供します。

直ちに就労することや就労の継続が難しい

など就労困難者へ個々の課題に応じた支

援プランを作成し、関係機関と連携したチー

ム支援など対象者に寄り添った支援を行い

ます。

就労支援数
18人

【50人】
就労支援数 50人 ○ ○ 有

事業対象者の意見を聴いたうえ

で、本人の状況に合わせた支援を

行っています。

事業対象者の意見を聴いたうえ

で、本人の状況に合わせた支援を

行っています。

今後もこの取組を継続し、本人に

寄り添った支援を行っていきます。

計画事業 145 ー

就労支援

専門員支

援事業

生活福

祉課

西部生

活福祉

課

稼働能力を有する

者に対し、 就労支

援専門員による就

労支援を行うことに

より、経済的自立

を助長します。

中学校卒業後の15歳以上の生活保護受

給者に対して専門職の就労支援専門員が

就労支援を行い、自立を支援します。

就労支援者数
367人

【300人】
掲載終了

計画事業 146 ー

就労準備

支援（就

労意欲喚

起）事業

生活福

祉課

西部生

活福祉

課

就労経験がない、

長期未就労等で、

就労に課題の多い

者に対し、就労意

欲の喚起、就労と

就労後の支援を

行い、自立を支援

します。

委託支援員が中学校卒業後の15歳以上

の生活保護受給者に対して就労意欲の喚

起を行い、就労自立を目指した支援を行い

ます。

支援者数
72人

【90人】
掲載終了

重点事業 147 115

中高生セン

タージャンプ

の若者支援

子ども若

者課

18歳以上の困難

を有する若者を支

援します。

中高生センターにおいて、高校を卒業したＯ

Ｂ・OG世代への進路の変更や転職・就職

に関する相談や、若者の社会貢献活動へ

の支援を実施します。また、中高生の利用

者が少ない時間帯に施設の一部に若者の

居場所をつくります。

①登録者数

②延べ利用者

数

③相談件数

①60人

【60人】

(73%)

②1,637人

【800人】

(150%)

③544件

【544%)

①登録者数

②延べ利用者数

③相談件数

①80人

②1,000人

③500件

○ 無

計画事業 148 116
若者学びあ

い事業

学習・ス

ポーツ課

つどう、つながる、

やってみるをコンセ

プトに若者が主体

的に活動できる場

を機会をつくりま

す。

「みらい館大明」において、若者が気軽に立

ち寄れる居場所として、「ブックカフェ」を週６

日、NPOと協働で開館しています。コーディ

ネーターを配置し、若者が地域で活動する

きっかけづくりやサポートも行っています。

若者支援事業

において、若者

が中心となって

事業を実施した

回数

3回

【5回 60％】
調整中 調整中 ○ ○ 有

ブックカフェを訪れた事業対象者に

寄りそい、伴走するコーディネーター

を配置し、普段の会話の中から、

居心地の良い居場所についての

意見を引き出しています。

ブックカフェを訪れた事業対象者に

寄りそい、伴走するコーディネーター

を配置し、普段の会話の中から、

やってみたいという気持ちを引き出

し、事業対象者が当事者として事

業を実現できるようサポートしてい

ます。また、みらい館大明という疑

似地域のような場で、事業対象

者がトライ＆エラーできる貴重な機

会となっています。

引き続き、事業対象者の意見を

反映できるような取り組みを続け

るとともに、意見を引き出せるコー

ディネーターになるよう、研修体制

の充実を図ります。

計画事業 149 117
としまコミュニ

ティ大学

学習・ス

ポーツ課

人づくり・活動づく

り・地域づくりのため

の総合的な学びの

場をつくることで、7

大学に在籍する学

生をはじめ、若者

世代が、地域に目

を向けるきっかけと

します。

豊島区と区内7大学（学習院大学・川村

学園女子大学・女子栄養大学・大正大

学・帝京平成大学・東京音楽大学・立教

大学）が協働で事業展開している人づくり・

活動づくり・地域づくりのための総合的な学

びの場を実施します。

事業実施回数
66回

【68回　98％】
調整中 調整中 ○ ○ ○ 無

としまコミュニティ大学の一般公開

講座は、大学側からの提案により

実施するものではありますが、アン

ケートなどをとおして得た事業対象

者の意見を大学側に伝えるなど、

引き続き工夫をしていきます。

計画事業 150 118

区立図書

館における

YA向けの

取組

図書館

課

子ども・若者の読

書機会の提供しま

す。

区立図書館においてYAコーナーの図書充

実や、利用者との情報交換のための掲示板

設置、YA向けイベントや企画展示の実施な

どにより、子ども・若者の読書活動を促進し

ます。

読書普及企画

の実施数

図書館訪問対応：3

回

【年1回以上】

調整中 調整中

計画事業 151 ー
としま

scope

SDGs未

来都市

推進課

「わたしらしく、暮ら

せるまち。」をテーマ

に、地域と暮らしの

情報や、ライフスタ

イル紹介などを行

います。

主に働く世代や子育て世代を対象として、

ホームページやSNSを活用し、「わたしらし

く、暮らせるまち。」をテーマに、「まちの主役

は、ここに住むひと、働くひと。」として、地域と

暮らしの情報や、ライフスタイル紹介などを行

います。

ひと月当たりの

平均ページ

ビュー数

（前年度は平

均3,000）

掲載終了

計画事業 138 ー

就労準備・

社会参加

支援事業

（困難を抱

える若者に

対する進路

選択支援プ

ログラム）

【再掲】

福祉総

務課

子ども・若者の進

路指導決定に対

するサポートを行い

ます。

定時制・通信制高校在籍者、高校中退

者、若年無業者に対する将来の進路に対

する助言、就労支援、就職活動技術支

援、居場所づくり等を行います。

進路支援数
5人

【25人】
掲載終了

目

標

４

「

若

者

の

自

立

と

社

会

参

加

を

支

援

す

る

」

（

１

）

若

者

の

自

立

支

援

（

２

）

若

者

の

参

加

支

援

若者の職

業的自立

や就労を

推進しま

す。

若者の就

労相談事

業や、職

業訓練、

就業機会

の紹介等

の事業を

行います。

①居場

所・活動

の場の充

実

若者の居

場所づくり

や活動の

場を充実

します。

若者の居

場所を提

供し、若

者の自主

的な活動

を支援しま

す。

②経済的

自立への

支援



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

次期

計画

事業

№

計画事業 152 ー

としまぐらし

会議プロ

ジェクト

SDGs未

来都市

推進課

若者を含め、区在

住・在勤・在学者

を対象に、「わたし

らしく、暮らせるま

ち。」を実現したい

ひとの一歩を踏み

出す支援を行いま

す。

“「わたしらしく暮らせるまち。」はみんなでつく

る。”をコンセプトに、区在住・在勤・在学者

等によるそれぞれが主体的に地域課題を解

決するための取組を支援していきます。ま

た、新たな担い手の創出に取り組んでいきま

す。

としまぐらし会議

新規参加率
掲載終了

計画事業 153 119
選挙普及

啓発事業

選挙管

理委員

会

事務局

若者の選挙に対す

る関心及び投票

率の向上を目指

す。

小中学校・高校・大学における選挙に関す

る出前講座や模擬選挙の実施及び選挙物

品の貸出、マンガ家のデザインしたポスター等

の普及啓発媒体の作成、若者を選挙立会

人に選定することなどを通じて若者の選挙に

対する関心を高め、投票率の向上につなげ

ます。

各種啓発事業

の

適正な実施

主権者教育講座（年

3回実施）、明るい選

挙ポスターコンクール

（年１回）等

各種啓発事業の

適正な実施

主権者教育講座（年

6回実施）、明るい選

挙ポスターコンクール

（年１回）等

取組を拡大し、新

成人の投票行動

が主体的・継続的

に投票する有権者

としての行動につな

げていくため。

○ ○ ○ ○ 無

計画事業 154 120

地域防災

力向上事

業

防災危

機管理

課

新たな地域防災の

担い手を創出しま

す。

消防団の加入や地域での防災訓練・防災

講話への若者の参加を促進し、新たな地域

防災の担い手の創出に取り組みます。また、

PTA等と連携し、小中学校を対象とした防

災授業や地域の防災講話、防災イベントを

通じて、防災意識の向上を図ります。

若者を対象とし

た防災啓発事

業の実施

16回

若者を対象とした

防災啓発事業の

実施

16回

計画事業 148 116

若者学びあ

い事業

【再掲】

学習・ス

ポーツ課

つどう、つながる、

やってみるをコンセ

プトに若者が主体

的に活動できる場

を機会をつくる。

「みらい館大明」において、若者が気軽に立

ち寄れる居場所として、「ブックカフェ」を週６

日、NPOと協働で開館しています。コーディ

ネーターを配置し、若者が地域で活動する

きっかけづくりやサポートも行っています。

若者支援事業

において、若者

が中心となって

事業を実施した

回数

3回

【5回　60％】
調整中 調整中 ○ ○ 有

ブックカフェを訪れた事業対象者に

寄りそい、伴走するコーディネーター

を配置し、普段の会話の中から、

やってみたいという気持ちを引き出

しています。

ブックカフェを訪れた事業対象者に

寄りそい、伴走するコーディネーター

を配置し、普段の会話の中から、

やってみたいという気持ちを引き出

し、事業として実現できるようサ

ポートしています。

引き続き、事業対象者の意見を

反映できるような取り組みを続け

るとともに、意見を引き出せるコー

ディネーターになるよう、研修体制

の充実を図ります。

目

標

４

「

若

者

の

自

立

と

社

会

参

加

を

支

援

す

る

」

（

２

）

若

者

の

参

加

支

援

②社会参

加の推進

若者の社

会参加を

促進しま

す。

社会参加

の機会を

確保する

事業や社

会参加に

関する情

報提供を

進めていき

ます。



「子ども・若者総合計画（令和7～11年度）」掲載予定事業（継続掲載事業）

出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

重点事

業
29 25

子ども虐待

防止ネット

ワーク事業

【再掲】

子ども家

庭支援

センター

児童虐待の予防及び

重篤化の防止を図り

ます。

①児童虐待の予防・防止に関するネット

ワークの重層的整備を図ります。

②児童問題に関する各関係機関相互

の調整とケース管理を行います。

③マニュアル等を教材とした職員研修の

充実を図ります。

児童虐待等要支援

家庭の改善率

66.8%

【66％】
調整中 調整中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

〇 ジャンプでの意見交換の際に

直接意見をいただく

〇 区民の声や東部・西部セン

ターメールにてご意見をいただく

〇 事業周知にあたって、子どもた

ちからの意見により対象年齢を広

げるなど子どもたちの意見を採用し

た。

〇 ジャンプで子どもたちと遊びなが

ら意見交換をし、今後のヤングケア

ラー施策の参考とした。

〇 今後も子どもや保護者の視点

に立ち、意見を取り入れながら効

果的な事業運営を実施していく。

計画事

業
155 121

母子生活

支援施設

子育て支

援課

生活や養育に課題の

ある母子世帯に対し

入所による生活支援

により自立を目指しま

す。

児童の養育をしながら、課題解決のため

に支援が必要な母子家庭に対し、入所

による自立促進のための生活支援を行い

ます。

入所世帯数

17世帯

【20世帯】

85％

入所世帯数
20世帯

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

可能な限り母子別々に面接を行

い、事業実施中においても随時思

いを受け止められるよう委託事業

者（母子生活支援施設職員）

子ども担当の職員との関係を作っ

ています。

子どもの意見をとらえ、子ども目線

での支援を忘れずに取り入れるよ

う工夫しています。

子ども家庭支援センター、児童相

談所と連携し、子どものケアを行い

ながら子ども目線での支援を忘れ

ずに取り入れるよう工夫します。

計画事

業
39 35

子どもの権

利擁護委

員相談事

業【再掲】

子ども若

者課

子どもからの発信を受

け止め、関係機関と連

携して支援します。

子どもの権利侵害について相談に応じ、

救済や回復のために支援をします。また、

権利侵害に関わる調査・調整を行い、関

係機関等と連携を図り、子どもの権利侵

害を予防し、子どもの救済や回復に努め

ます。

権利侵害に関わる活

動件数

28件

【25件】

権利侵害に関わる

活動件数
50件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
40 36

児童相談

所の運営

【再掲】

児童相

談課

子どもの最善の利益の

確保のため、児童虐

待をはじめとする子ども

とその家庭の抱える課

題の解決に迅速に対

応します。

子どもに関する専門的な相談を受け付

け、問題の解決に向けた助言や親子関

係の再構築を行います。また、虐待や非

行等により児童を家庭から分離する必要

がある場合、法的権限に基づき一時保

護や施設入所措置を行い、児童の安全

の確保を図ります。

－ ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

子どもが施設入所中や一時保護

中でも学校への通学を希望する

場合、可能な限り実現するため

に、安心して通学できる環境を整

えている。

一時保護所で月２回子ども会議

を開催し、子どもから一時保護所

での過ごし方など意見をもらい、職

員と話し合う時間を設けている。

これまで通り通学ができるよう学区

内の里親への一時保護委託や里

親委託を行うとともに、送迎に職

員が引率し通学できたケースがあ

る。

お風呂の時間に入浴剤を使ってリ

ラックスしたいという意見があり、実

際に入浴剤を購入し、希望する

児童は入浴時に使用した。

今後も子どもたちと職員がコミュニ

ケーションを取る機会を積極的に

設け、多様な子どもたち一人一人

に寄り添った丁寧な支援を行って

いく。

計画事

業
45 41

子ども家庭

女性相談

事業【再

掲】

子育て支

援課

DV被害者,ひとり親等

の安定した生活が送

れるよう自立支援を行

います。

配偶者の暴力から逃げてきた被害者を

一時保護し、安定した生活が送れるよう

にします。他部署と連携して女性や子ど

もの権利を守るため、ひとり親家庭及び

女性に対する相談・指導、援助を行いま

す。

相談件数

10,442件

【12,000件】

87.0％

相談件数
12,000件

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

可能な限り母子別々に面接を行

い、事業実施中においても随時思

いを受け止められるよう子ども家庭

支援センターと連携をしながら思い

を受け止めています。

子どもの意見をとらえ、子ども目線

での支援を忘れずに取り入れるよ

う工夫しています。

子ども家庭支援センター、児童相

談所と連携し、子どものケアを行い

ながら子ども目線での支援を忘れ

ずに取り入れるよう工夫します。

②社会的

養育の推

進

社会的養

育が必要

な子どもに

対して必

要な支援

を届けま

す。

社会的養

育に関す

る普及啓

発や里

親・ショー

トステイ協

力家庭候

補者の育

成を行い

ます。

重点事

業
156 ー

社会的養

育基盤構

築事業

児童相

談課

社会的養育が必要な

児童に対する支援の

基盤構築を目指しま

す。

里親支援担当職員の育成、社会的養

育の制度についての普及・啓発や里親や

ショートステイ協力家庭候補者育成等を

行うとともに、児童養護施設等の誘致を

検討します。

①里親普及啓発に

関する講演、イベント

の開催数

②里親登録数

①7回

【５回】

②22家庭

【21家庭】

掲載終了。社会的

養育促進事業へリ

ニューアル

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

里親家庭については日々の支援

を通し、里親・子の抱える悩みや

要望を、新規登録者に向けては

各種イベントでのご質問やアンケー

トを実施するなど、当事者の声を

事業内容に繁栄するよう心がけて

いる。

家庭訪問での様子や里親登録相

談会、各種イベントに参加された

方の意見を踏まえ、事業を展開し

ている。今年度の養育体験発表

会のテーマは里親登録相談会等

でよく寄せられる意見を基に、里親

としての生活をより具体的にイメー

ジできるものを設定した。

東京都全体の広域調整の中で

里親の不安や戸惑いが生じない

よう、区内児相の立地を生かし速

やかな対応を行う。新規里親登

録活動を通し、区全体に「社会

的養護」「子どものための制度」の

理解者を増やし、里親子が生活

しやすい環境作りへ繋げる。登録

相談会や里親実践者から聞かれ

る意見を参考に事業内容に生か

す。

重点事

業
42 38

子ども若者

総合相談

事業（アシ

スとしま）

【再掲】

子ども若

者課

不登校、ひきこもりなど

困難な状況にある子ど

も・若者に対して自立

に向けた支援を行いま

す。

学校や就労、家族関係など様々な困難

を有する子ども・若者やその家族等からの

相談を受け付ける総合相談窓口の運営

や、アウトリーチによる相談を実施していま

す。

相談を受け、個々の状況に合わせた支

援を実施します。また、関係機関や地域

と連携し、必要な支援へつなげていきま

す。

①不登校に関する相

談件数

②ひきこもりに関する

相談件数

①31件

【20 件】

②17件

【30件】

①不登校に関する

相談件数

②ひきこもりに関す

る相談件数

①20件

②20件

○ ○ ○ ○ 無

相談事業のため子ども若者から直

接意見を聴取する取り組みは行

わない。

計画事

業
157 122

柚子の木教

室（適応

指導教

室）

教育セン

ター

不登校状況にある児

童・生徒のうち、適応

指導教室を利用する

ことが有効と思われる

児童・生徒に対して、

在籍校と連携し、学

校復帰や社会的自立

に向けた支援を行いま

す。

不登校児童・生徒に、学習やスポーツ、

宿泊教室、体験活動等を通して何度で

もやり直せることを実感させ社会的自立

に向けた、居場所機能、学習機能、社

会への適応支援機能を充実させます。ま

た、いじめなど何らかの理由で学校に登

校することが困難な児童・生徒の一時的

なシェルターとして機能します。

義務教育修了時点

の社会復帰率

100%

【100%】

義務教育修了時

点の社会復帰率

100%

【100%】
○ ○ 無

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

目標

（令和6年度）

（E）

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

次期

計画

事業

№

相談体制

の整備

や、適応

指導教室

の運営等

の事業を

実施しま

す。

①虐待を

受けた子

どもへの支

援

虐待を受

けた子ども

を早期発

見し、状

況の改善

を図りま

す。

子どもや家

庭からの

相談事業

や子どもを

保護する

事業を推

進します。

③いじめを

受けた子

ども、不登

校、ひきこ

もりへの支

援

いじめや不

登校、ひき

こもり等の

悩みを抱

える子ど

も・若者に

対する支

援を推進

します。

目

標

５

「

そ

れ

ぞ

れ

の

状

況

に

応

じ

、

子

ど

も

・

若

者

及

び

家

族

を

支

援

す

る

」

（

１

）

状

況

に

応

じ

た

支

援



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

目標

（令和6年度）

（E）

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

次期

計画

事業

№

計画事

業
158 123 教育相談

教育セン

ター

養育上の悩みや不登

校、いじめなどの学校

不適応問題に対して

の解消及び未然防止

を図ります。

幼児期から高校卒業年代までの一人一

人の自立を支える機関として、臨床心理

士による来所相談、電話相談を実施し、

相談内容に応じて学校や関係機関との

連携を図ります。区立幼稚園幼児教育

相談では要支援の幼児とその保護者の

サポートを行います。

教育相談取扱い件

数

495件

【460件】

（108％）

教育相談の利用者

数
510件

目標の内容には変

更がありませんが、

基本計画の成果

指標に一致させる

ために表記を変更

しました。

○ ○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
36 32

スクールカウ

ンセラー事

業【再掲】

指導課

教育セン

ター

都公立学校スクールカ

ウンセラーを区立小・

中学校に派遣し、いじ

めや不登校などの未

然防止と早期発見に

努めます。

都公立学校スクールカウンセラーを区立

小・中学校に派遣し、いじめや不登校な

どを未然に防止するためのカウンセリング

や教員への助言を行います。また、区立

幼稚園も対象に加え、教育センター相談

員によるスクールカウンセリングを行いま

す。

配置校数

（全小中学校30

校）

指導課

30校

【30校】

教育センター

3園【3園】

配置校数

（全小中学校30

校）

配置園数

指導課

30校

教育センター

3園

○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
37 33

スクールソー

シャルワー

カー活用事

業【再掲】

教育セン

ター

不登校、ひきこもりなど

困難な状況にある区

立小・中学校に在籍

する児童・生徒に対し

て、学ぶ権利の確保に

向けた支援を行いま

す。

学校のみでは解決が困難な問題を抱え

る児童・生徒に対しスクールソーシャル

ワーカーを派遣し、家庭や地域社会、学

校との協働体制の整備や関係機関と連

携を図るなど、環境改善を行います。ま

た、アウトリーチ（訪問型の支援）を用

い、児童・生徒の状況に応じた支援を行

います。さらに、地域や学校の特性を把

握し、不登校等の未然防止に寄与しま

す。

長期的な

支援・関与数

110件

【180件】 長期的な

支援・関与数

110件

【180件】
○ ○ ○ 無

計画事

業
38 34

としま子ども

の権利相談

室の運営

【再掲】

子ども若

者課

子どもの権利侵害を

予防、救済します。

虐待やいじめ、不登校、ひきこもり、多様

な性自認・性的指向の人々、外国人な

ど、子ども自身からの相談に応じるため

に、子どもの権利擁護委員を配置した子

どもの権利擁護センターを設置・運営しま

す。

①設置

②相談件数

①令和5年度中の開設

②28件
相談件数 50件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

「としま子ども会議」参加者への聞

き取りや、小中学生への愛称募

集等を実施しています。

子どもの権利についてや相談室の

役割を広く周知するため、イベント

への参加や分かりやすいホームペー

ジの作成に取組みます。

「としま子ども会議」参加者へのア

ンケートや中高生センタージャンプ

の利用者に聞き取り等により、子

どもたちの意見や思いを踏まえなが

ら周知活動を実施していきます。

計画事

業
39 35

子どもの権

利擁護委

員相談事

業【再掲】

子ども若

者課

子どもからの発信を受

け止め、関係機関と連

携して支援する。

子どもの権利侵害について相談に応じ、

救済や回復のために支援をします。また、

権利侵害に関わる調査・調整を行い、関

係機関等と連携を図り、子どもの権利侵

害を予防し、子どもの救済や回復に努め

ます。

権利侵害に関わる活

動件数

28件

【25件】

権利侵害に関わる

活動件数
50件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

重点事

業
159 124

生活困窮

者自立相

談支援事

業（子ども

の学習・生

活支援事

業）

福祉総

務課

地域の無料学習団体

の支援及び拡大を図

ることで、学習を通した

子どもの居場所作りを

推進します。また、世

帯全体の生活支援に

より困窮課題の解決

を目指します。

子育て世帯を対象に、保護者へは就労

体験や各種助成制度の紹介など、困窮

課題解決のための支援、お子さんへは区

内の無料学習支援活動を行う団体等へ

のご紹介をいたします。

①支援者数

②無料学習団体数

（とこネット登録団

体）

①19人

　【30人】

②15団体19教室

【18団体18教室】

①支援者数

②無料学習団体

数

（とこネット登録団

体）

①30人

②19団体23教室
○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

各学習支援団体が子どもたちの

声を聴き、苦手科目について重点

的に講座を開催したり、学習指導

以外のイベントも開催しています。

各学習支援団体が子どもたちの

声を聴き、苦手科目について重点

的に講座を開催したり、学習指導

以外のイベントも開催しています。

今後もこの取組を継続し、本人に

寄り添った学習支援環境を整備

していきます。

計画事

業
140 ー

子ども・若

者支援事

業

生活福

祉課

西部生

活福祉

課

貧困の連鎖を防止

し、生活保護を受給し

ている子どもや若者が

夢や希望をもって自ら

の人生を選択し、自

立した生活を送れるよ

うにします。

子どもや若者のいる生活保護受給世帯

に対して、専門の支援員が訪問や面接

等を重ねる中で問題点を把握し、ケース

ワーカーと連携して生活課題の解消や学

力向上を目指した無料学習会へのつな

ぎなどの支援を行い、将来自立した生活

を送っていけるように支援します。

高校在籍率
100％

【100％】

掲載終了。令和６

年度から事業内容

を改定し実施

○ ○ ○ ○ 有

個々の支援対象者と面談等を実

施する中で意見や思いを取り入れ

ています。

面談等を通じて伺った意見や思い

をその後の支援方針に反映させて

います。

引き続き、面談等を通じて支援

対象者の意見や思いを受け止め

ながら事業を推進していきます。

計画事

業
160 125

家計改善

支援事業

福祉総

務課

家計改善に対する助

言等を実施します。

家計収支改善の見える化・アドバイス、

債務整理、貸付制度のあっせんなどを通

じ、相談者自らが生活再建を進めるため

の支援をします。

家計改善支援数
81人

【70人】
家計改善支援数 70人 ○ ○ 有

事業対象者の意見を聴いたうえ

で、本人の状況に合わせた支援を

行っています。

事業対象者の意見を聴いたうえ

で、本人の状況に合わせた支援を

行っています。

今後もこの取組を継続し、本人に

寄り添った支援を行っていきます。

④生活困

窮家庭へ

の支援

生活困窮

家庭の自

立を促進

します。

経済的支

援、就労

支援、就

学援助や

子どもへの

学習支援

等を実施

します。

③いじめを

受けた子

ども、不登

校、ひきこ

もりへの支

援

いじめや不

登校、ひき

こもり等の

悩みを抱

える子ど

も・若者に

対する支

援を推進

します。

相談体制

の整備

や、適応

指導教室

の運営等

の事業を

実施しま

す。

目

標

５

「

そ

れ

ぞ

れ

の

状

況

に

応

じ

、

子

ど

も

・

若

者

及

び

家

族

を

支

援

す

る

」

（

１

）

状

況

に

応

じ

た

支

援



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

目標

（令和6年度）

（E）

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

次期

計画

事業

№

計画事

業
161 126

学力向上・

進学支援プ

ログラム

生活福

祉課

西部生

活福祉

課

貧困の連鎖を防止す

るために、全員が高校

へ進学し、希望する子

どもが大学等へ進学で

きるよう支援します。

小学校4年生以上の児童のいる生活保

護受給世帯に対して、ケースワーカーが

家庭訪問等による面談を実施し、塾代

や無料学習会の紹介、高校進学の意識

付けや奨学金制度の情報提供などにより

支援を行います。

高校在籍率
100％

【100％】
高校等在籍率 100% ○ ○ ○ ○ 有

個々の支援対象者と面談等を実

施する中で意見や思いを取り入れ

ています。

面談等を通じて伺った意見や思い

をその後の支援方針に反映させて

います。

引き続き、面談等を通じて支援

対象者の意見や思いを受け止め

ながら事業を推進していきます。

計画事

業
162 127

被保護者

自立促進

事業

生活福

祉課

西部生

活福祉

課

貧困の連鎖を防止す

るために、生活保護受

給世帯に、塾代等を

支給し、世帯の自立

を促進します。

小学4年生から高校3年生がいる生活保

護受給世帯に対し、生活保護費の支給

対象とならない学習塾等の受講料を、高

校3年生がいる同世帯に対し、大学等の

受験料を支給します。

支給人数
23人

【25人】
高校等進学率 100% 100%

貧困の連鎖を防止

するために高校や

大学等へ進学でき

るよう塾代等を支

給し支援することが

事業の目的である

ため、高校進学率

を目標とする。

○ ○ ○ ○ 有

個々の支援対象者と面談等を実

施する中で意見や思いを取り入れ

ています。

面談等を通じて伺った意見や思い

を支援メニューの設定に反映させ

ています。

引き続き、面談等を通じて支援

対象者の意見や思いを受け止め

ながら事業を推進していきます。

計画事

業
163 128

奨学基金

援護事業

西部生

活福祉

課

子育て支

援課

高等学校就学期の子

を持つ本事業該当世

帯を経済的に支援す

ることで、子どもの高等

学校就学の機会を確

保し、次世代への貧

困の連鎖を防止しま

す。

生活保護受給世帯または、児童扶養手

当受給非課税世帯で、高等学校等へ

入学した方、在学中の方に対して、奨学

金を支給します。

支給率

①生活保護受給世

帯

②児童扶養手当受

給世帯

①100％

【98％】

②85.8%

【85％】

支給率

①生活保護受給

世帯

②児童扶養手当

受給世帯

①100.0%

②87.0%
○ ○ 無

支援対象者の方の意見や思いを

事業に取り入れていく方策を検討

していきます。

計画事

業
164 129

就学援助

費支給
学務課

広報活動を継続し、

生活困窮家庭へ経済

的支援を行います。

区内に住所を有し、国公立小中学校に

在学する児童生徒の保護者であり、生

活保護受給または、これに準ずる程度に

困窮している方を対象に、学用品費、学

校給食費等就学に必要な経費を支給し

ます。

就学援助申請者数

1,912名

【2,025名】

94％

就学援助申請者

数
1,900名

例年の認定者数

から目標値を見直

した。

また、広報活動は

継続して行ってい

く。

○ ○ 無

計画事

業
165 130

受験生チャ

レンジ支援

貸付事業

福祉総

務課

困窮する世帯に対し、

塾代や受験料の貸付

事業を実施します。

学習塾、受験対策講座、補習教室等の

受講費用、高等学校・大学受験の費用

を捻出できない低所得者に対する貸付

事業を実施します。

支給決定数
172人

【150人】
支給決定数 150人 ○ ○ 無

計画事

業
166 ー

住居確保

給付金

福祉総

務課

新型コロナウイルス感

染症の影響により、減

収された方等を対象

に、就職活動を支援

することで就職を決定

します。

住まいを失った方、または失うおそれのあ

る方に３ヶ月を限度に家賃相当額（上

限あり）を支給することで、就労機会の

確保に向けた支援を行います。

支給決定数
43人

【50人】
掲載終了

計画事

業
167 ー

フードドライ

ブの実施

ごみ減量

推進課

社会福祉協議会と連

携し、ごみの減量ととも

に、子ども食堂や必要

とする方に食料を届け

ます。

社会福祉協議会と連携して、区内で

余った食品を子ども食堂や区内の必要と

する方に届ける「フードドライブ」を実施し

ます。

社会福祉協議会へ

提供した食品数

約1,337.2㎏

達成率100％

本事業は食品ロス

削減によるごみの減

量を目的としてお

り、生活困窮世帯

の支援が目的では

ないため、掲載を終

了する。

計画事

業
24 ー

コミュニティ

ソーシャル

ワーカーによ

る子どもの

学習支援

【再掲】

福祉総

務課

要支援家庭等の子ど

もの学習習慣の習得

を図るとともに居場所

となる場を提供しま

す。

コミュニティソーシャルワーカーが関係機関

や地域住民、ボランティア等の協力を得

て、公共施設において要支援家庭等の

子どもの学習支援を行います。

①学習会実施回数

②子どもの延べ参加

者数

①22回

【64回】

（34％）

②305人

【1,391人】

（22％）

掲載終了

④生活困

窮家庭へ

の支援

生活困窮

家庭の自

立を促進

します。

経済的支

援、就労

支援、就

学援助や

子どもへの

学習支援

等を実施

します。

目

標

５

「

そ

れ

ぞ

れ

の

状

況

に

応

じ

、

子

ど

も
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若
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家

族
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支

援
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」
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援



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

目標

（令和6年度）

（E）

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

次期

計画

事業

№

計画事

業
145 ー

就労支援

専門員支

援事業【再

掲】

生活福

祉課

西部生

活福祉

課

稼働能力を有する者

に対し、 就労支援専

門員による就労支援

を行うことにより、経済

的自立を助長します。

中学校卒業後の15歳以上の生活保護

受給者に対して専門職の就労支援専門

員が就労支援を行い、自立を支援しま

す。

就労支援者数
367人

【300人】
掲載終了

計画事

業
146 ー

就労準備

支援（就

労意欲喚

起）事業

生活福

祉課

西部生

活福祉

課

就労経験がない、長

期未就労等で、就労

に課題の多い者に対

し、就労意欲の喚起、

就労と就労後の支援

を行い、自立を支援し

ます。

委託支援員が中学校卒業後の15歳以

上の生活保護受給者に対して就労意欲

の喚起を行い、就労自立を目指した支

援を行います。

支援者数
72人

【90人】
掲載終了

重点事

業
168 131

ひとり親家

庭支援セン

ター事業

子育て支

援課

ひとり親家庭が抱える

課題の解消を図りま

す。

「ひとり親家庭支援センター」を設置し、ひ

とり親家庭の総合窓口として、様々な相

談に応じ、支援を提供します。

相談件数
7,224件

【8,000件】
相談件数

8,000件
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

可能な限り母子別々に面接を行

い、事業実施中においても随時思

いを受け止められるよう子ども家庭

支援センターと連携をしながら思い

を受け止めています。

子どもの意見をとらえ、子ども目線

での支援を忘れずに取り入れるよ

う工夫しています。

子ども家庭支援センター、児童相

談所と連携し、子どものケアを行い

ながら子ども目線での支援を忘れ

ずに取り入れるよう工夫します。

計画事

業
169 132

養育費に関

する取り決

め促進事業

子育て支

援課

養育費を確保すること

で離婚後のひとり親世

帯の生活安定を目指

します。

ひとり親世帯の生活の安定を図るため、

公正証書作成や養育費保証など養育

費の確実な履行確保のための補助を行

い、養育費についての取り決めを行うこと

を促進します。

事業利用者数

4件

【10件】

40％
事業利用者数

10件
○ 無

離婚を考えていく中で、親権や離

婚時の取り決めに対し子供の意

見を反映できる仕組みを作ること

が必要と考えます。

計画事

業
170 133

母子及び父

子福祉資

金

子育て支

援課

ひとり親の経済的自立

の援助とその扶養する

児童の福祉増進を図

ります。

20歳未満の子どもを扶養しているひとり

親家庭等を対象に、経済的自立の援助

と、生活意欲の助長を図り、合わせて扶

養する児童の福祉増進のために必要な

資金の貸付を行います。

貸付件数

23件

【40件】

57.5%

貸付件数
40件

有

大学、高校進学の資金貸付の場

合は必ず子との面接を行って、貸

付の仕組みを話し、現在の困りご

と、将来についてを聞きながら相談

できる場所があることを伝えていま

す。

子の意見を反映させた支援ができ

るよう努力しています。

子との面接を必ず行い、親支援に

とり入れるよう努力します。子ども

家庭支援センターとも連携してい

きます。

計画事

業
171 134

母子家庭

等自立支

援給付事

業

子育て支

援課

資格取得、講座取得

を促しひとり親家庭の

経済的自立の促進を

図ります。

経済的自立の促進を図ることを目的に、

児童扶養手当を受給している、または同

様の所得水準にあるひとり親家庭の母及

び父が、資格取得や就労に生かせる講

座を受講するための給付金を支給しま

す。

事業利用者数

5人

【15人】

33.3％
事業利用者数

15人
○ 無

計画事

業
172 135

ひとり親家

庭自立支

援プログラム

策定事業

子育て支

援課

ひとり親の自立促進の

ために転職、就職等の

就労支援を行います。

児童扶養手当を受給している、または同

様の所得水準にあるひとり親家庭の母及

び父に個別に面接を行い、ハローワークと

の連携など個々のケースに応じた就労支

援を行います。

就職率
56.2％

【80％】
就職率

80％
○ 無

計画事

業
173 136 福祉住宅

福祉総

務課

住宅課

住宅にお困りのひとり

親世帯の方に、福祉

住宅を供給します。

民間賃貸アパート等に住み、住宅にお困

りの高齢者や障害者、ひとり親世帯の方

に、福祉住宅を供給します。

住宅にお困りのひとり

親世帯の方への福祉

住宅の募集戸数

0戸

【0戸】

100%

福祉住宅（ひとり

親世帯用11戸）

に空き家が発生した

場合の募集戸数

1戸

今後計画期間内

に空き家が発生し

た場合に斡旋する

ため、ただし区内

11戸しかないため

空き家が発生しにく

い

○ ○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
27 23

ひとり親家

庭等の子ど

もに対する

学習支援

事業【再

掲】

子育て支

援課

ひとり親世帯の子ども

の学力向上のみなら

ず、世帯の生活向上

につなげます。

ひとり親世帯等の子どもに対し、継続的

に利用できる学習会を実施し、学習指

導、進路、将来の希望等に関する助

言、不安・悩みの相談に応じます。また、

ひとり親相談員との連携により保護者・

家庭等に関する生活支援を行います。

高校への進学率

100％

100%

【100％】
事業利用者数

教室型３０人

訪問型１５人

教室型２０人

訪問型１８人

高校進学率

100％は当然の成

果と考え、事業利

用者の確保を目標

にすることが妥当と

考えました。

○ ○ ○ 有

現場の委託事業者が子どもの面

接を随時行っており、毎月の事業

報告のなかで、子供の意見を吸い

上げている。

学習の場としての在り方をその子ど

もに合った方法を常に取り入れて

いる。

業者を通じての意見吸い上げだけ

でなく、直接アンケート実施のよう

な形で生の声を反映させるスピー

ド感のある対応をする。

④生活困

窮家庭へ

の支援

生活困窮

家庭の自

立を促進

します。

経済的支

援、就労

支援、就

学援助や

子どもへの

学習支援

等を実施

します。

目

標

５
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出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

目標

（令和6年度）

（E）

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

次期

計画

事業

№

計画事

業
34 30

母子一体

型ショートケ

ア事業（ひ

とり親家庭

支援事

業）【再

掲】

子育て支

援課

要支援家庭の母子を

見守り、心身の健康

回復により児童虐待

防止を図ります。

見守りが必要な母子等が一時的に母子

生活支援施設を利用し、子育て及び日

常生活に関する相談や必要な育児指

導、家事指導等の生活支援を行いま

す。これにより要支援家庭の養育状況の

把握を容易にし、母子の心身の健康回

復を促すことで、児童虐待防止を図りま

す。

母子一体型ショート

ケアの延利用日数

92日

【100】

92％

母子一体型ショート

ケアの延利用日数
100日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

可能な限り母子別々に面接を行

い、事業実施中においても随時思

いを受け止められるよう委託事業

者（母子生活支援施設職員）

子ども担当の職員との関係を作っ

ています。

子どもの意見をとらえ、子ども目線

での支援を忘れずに取り入れるよ

う工夫しています。

子ども家庭支援センター、児童相

談所と連携し、子どものケアを行い

ながら子ども目線での支援を忘れ

ずに取り入れるよう工夫します。

計画事

業
155 121

母子生活

支援施設

【再掲】

子育て支

援課

生活や養育に課題の

ある母子世帯に対し

入所による生活支援

により自立を目指しま

す。

児童の養育をしながら、課題解決のため

に支援が必要な母子家庭に対し、入所

による自立促進のための生活支援を行い

ます。

入所世帯数

17世帯

【20世帯】

85％

入所世帯数
20世帯

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

可能な限り母子別々に面接を行

い、事業実施中においても随時思

いを受け止められるよう委託事業

者（母子生活支援施設職員）

子ども担当の職員との関係を作っ

ています。

子どもの意見をとらえ、子ども目線

での支援を忘れずに取り入れるよ

う工夫しています。

子ども家庭支援センター、児童相

談所と連携し、子どものケアを行い

ながら子ども目線での支援を忘れ

ずに取り入れるよう工夫します。

重点事

業
174 137

発達支援

相談事業

子ども家

庭支援

センター

心身の発達に困難を

持つ子どもとその家族

が、個々の発達に合わ

せた指導や助言を行う

ことで家族が子育てに

自信を持ち、安定した

生活が送れるよう支援

します。

・西部子ども家庭支援センターにおいて、

心身の発達に何らかの偏りや障害のある

乳幼児の保護者からの発達、療育、訓

練、進路等に関する相談に応じ、助言、

指導を行うとともに、関係機関へ連絡、

紹介等を行います。

・西部子ども家庭支援センターにおいて、

心身の発達に何らかの問題や障害、心

配のあるお子さん、その家族を対象に、個

別や集団での訓練や必要な支援を行い

ます。（児童発達支援事業）

発達相談件数
7,430件

【6,000件】
調整中 調整中 ○ ○ ○ 有

〇 アンケートにより、様々な意見

をいただく

〇 区民の声や東部・西部セン

ターメールにてご意見をいただく

〇 区民の声にてご意見をいただく

〇 アンケートで子ども及び保護者

から意見をいただき、施策に反映

している。

〇 発達相談実施前後のやり取り

の中で、新規の専門相談の予約

がすぐに埋まるとの意見から相談

枠を拡充したこともあり、施策に反

映している。

〇 今後も保護者や子どもの意見

を施策に反映できるよう、随時意

見等をいただくことに努める。

計画事

業
175 138

重度障害

者の大学等

修学支援

事業

障害福

祉課

重度障害者の学習す

る場を支援します。

重度障害者が大学等に修学する際に、

大学等の支援体制が整うまでの間、身

体介護等の提供に要する費用を支給し

ます。

－ ー ー ー ○ 無

対象者から特定の意見の聞き取

りは行っておらず、意見を取組みに

反映していくことは事業の性質上

難しいです。

計画事

業
176 139

発達支援セ

ンター（仮

称）の設置

検討

教育部

保健福

祉部

子ども家

庭部

発達に不安や課題を

抱えた子どもやその保

護者、家族の支援に

ついて、所管を越えて

コーディネートする専門

機関として「発達支援

センター」（仮称）の

設置を検討します。

切れ目のない支援を実現するため、発達

に不安や課題を抱えた子どもやその保護

者、家族の支援について、所管を越えて

コーディネートする専門機関として「発達

支援センター」（仮称）の設置を検討し

ます。

－ －

計画事

業
177 140

発達障害

者相談窓

口

障害福

祉課

発達障害について、年

齢を問わず、当事者、

家族からの相談に応

じ、相談内容により、

適切な機関につなぎま

す。

発達障害に関し、あらゆる年齢層の当事

者、家族からの相談に応じます。相談内

容に応じて、適切な機関へ紹介します。

発達障害者相談窓

口の相談者数

217人

【190人】

発達障害者相談

窓口の相談者数
250人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

対象者から特定の意見の聞き取

りは行っておらず、意見を取組みに

反映していくことは事業の性質上

難しいです。

計画事

業
178 ー

区立幼稚

園幼児教

育相談

教育セン

ター
－

区立幼稚園に在園する特別な支援を必

要とする幼児を対象に、グループ活動

によるソーシャルスキルトレーニング及び個

別支援を行います。

－ 事業終了

⑤ひとり親

家庭への

支援

ひとり親家

庭の抱え

る課題の

解消や生

活の安定

を図りま

す。

相談支援

や経済的

支援、自

立に向け

た支援事

業などを行

います。

⑥障害の

ある子ど

も・若者へ

の支援

心身に障

害のある

子ども・若

者やその

家族の支

援を推進

します。

相談支援

や社会参

加を促進

する取組

を行いま

す。

（

１

）

状

況

に

応

じ

た

支

援

目

標

５

「

そ

れ

ぞ

れ

の

状

況

に

応

じ

、

子

ど

も

・

若

者

及

び

家

族

を

支

援

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

目標

（令和6年度）

（E）

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

次期

計画

事業

№

計画事

業
179 141

固定学級

や通級指

導学級と通

常学級の交

流、共同学

習の充実

指導課

障害のある児童・生徒

と障害のない児童・生

徒が相互に理解し合

い、共生社会の実現

に向けた取組を一層

充実させます。

固定の特別支援学級や通級指導学級

における交流や、共同学習の充実を図

り、障害のある児童・生徒と障害のない

児童・生徒が相互に理解し合い、共生

社会の実現に向けた取組を一層充実し

ます。

全校園における交流

及び共同学習の実

施

全校が交流及び共同

学習を教育課程に位

置付けた。

全校園における交

流及び共同学習の

実施

全校園における交流及

び共同学習の実施
○ ○ 無

計画事

業
180 142

巡回子育て

発達相談

事業

子ども家

庭支援

センター

施設職員が発達に課

題のある子どもと適切

に関わることができるこ

とを目指します。

東部子ども家庭支援センターでは、保育

園や子どもスキップ・学童クラブを巡回し、

従事する職員に対して、発達に課題のあ

る子どもの保育に関する具体的なアドバ

イスを行います。また施設を利用する保

護者からも、子育てや子どもの発達につい

ての相談を受け対応します。

巡回施設のべ訪問

件数

560園

【540園】
調整中 調整中 ○ ○ 有

〇 保育園等との意見交換の際

に、ご意見をいただく

〇 保育園等からの要請により出

張する事業であるため、区民が直

接の対象者ではないが、関りの中

で頂いた意見等は事業に反映す

る方針である。

〇 今後も保育園等からの意見や

要望を真摯に受け止め、また区民

からの意見についても対応できるよ

う取り組んでいく。

計画事

業
181 143

発達障害

者心理相

談補助事

業

障害福

祉課

発達障害の当事者や

その家族が、発達障

害に関する問題につい

て、区内大学の心理

相談（カウンセリン

グ）を受ける際の支援

をします。

豊島区在住で発達障害あるいは発達障

害に起因する問題について、本人または

その家族が区内大学の心理相談（カウ

ンセリング）を受ける際の費用の一部を

補助します。

適正な補助金の支

出数

492件

【360件】

適正な補助金の支

出数
440件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

対象者から特定の意見の聞き取

りは行っておらず、意見を取組みに

反映していくことは事業の性質上

難しいです。

計画事

業
182 144

障害児保

育事業
保育課

障害のある乳幼児を

保育所で保育し、集

団の中で生活すること

による成長を図りま

す。

障害のある乳幼児を保育所で保育し、

集団の中で生活することによる成長を図

ります。また、集団保育が難しい場合に

は、自宅へ伺う障害児訪問保育を実施

します。

必要なサポートを行

いながら保育を実施
-

必要なサポートを行

いながら保育を実施
- ○ ○ 無

計画事

業
183 145

学童クラブ

での障害児

受入

放課後

対策課

放課後の保育が必要

な障害児を学童クラブ

で受け入れ、支援を行

います。

障害のある子どもを学童クラブで受け入

れ、遊びや生活を通して成長できるよう

に、個々の子どもの状況を踏まえて支援

を行います。

実施施設数

（全学童クラブ22

校）

22施設

【22施設】

実施施設数

（全学童クラブ22

校）

22施設 ○ ○ 有

個別に保護者の意見や要望をお

伺いしています。

保護者のご要望に応じ、施設の

改修などを行っています。

引き続き、保護者の意見や要望

をお伺いしていきます。

計画事

業
184 146

障害児通

所支援事

業

障害福

祉課

将来的な支援指針と

なる障害児支援利用

計画の作成を推進し

ます。

【児童発達支援】心身の発達に何らかの偏り

や障害、心配のある子ども、その家族を対象

に、個別や集団での訓練や必要な支援を受

けるための受給者証を発行します。

【放課後等デイサービス】学校通学中の障害

児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇

中において、生活能力向上のための訓練等を

継続的に受けるための受給者証を発行しま

す。

【保育所訪問支援】保育所その他の児童が

集団生活を営む施設に訪問し、障害児以外

の児童との集団生活への適応のための専門的

な支援その他必要な支援を提供します。

【居宅訪問型児童発達支援】重度の障害等

により外出が困難な障害児に対して、居宅を

訪問して発達支援を提供します。

適正な受給者証の

発行数

812件

（内訳）

・児童発達支援428件

・医療型児童発達支

援1件

・放課後等デイサービス

328件

・保育所等訪問

50件

・居宅訪問型児童発

達支援5件

【812件】

適正な受給者証の

発行数

1,086件

（内訳）

・児童発達支援574

件

・放課後等デイサービス

440件

・保育所等訪問67件

・居宅訪問型児童発

達支援5件

○ ○ ○ ○ ○ 有

障害者等実態・意向調査をとおし

て、障害児の保護者からの意見を

収集しています。

「放課後等デイサービス」が今後利

用したいサービスとして挙がってお

り、障害児通所支援を必要とする

理由として「対人関係のコミュニ

ケーションに関すること」が多いこと

を把握している。こういった意見を

受けて、児童発達支援や放課後

等デイサービスの事業所を増やし

ています。

身近な地域で支援を受けられるよ

う、今後も障害児通所支援事業

所を増やしていきます。

計画事

業
185 147

障害者

（児）日

中一時支

援事業

障害福

祉課

施設や学校の保護者

会等で事業に関する

積極的な説明を行い

サービス利用へつなぎ

ます。

障害児を介護している方が疾病等の理

由で一時的に介護できない時に、障害

児に対して宿泊を伴わない短期的な施

設を提供し、日常生活の援助・日中活

動の支援を行います。

適正な受給者証の

発行

72件

【72件】

適正な受給者証の

発行
75件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

対象者から特定の意見の聞き取

りは行っておらず、意見を取組みに

反映していくことは事業の性質上

難しいです。

⑥障害の

ある子ど

も・若者へ

の支援

心身に障

害のある

子ども・若

者やその

家族の支

援を推進

します。

相談支援

や社会参

加を促進

する取組

を行いま

す。

（

１

）

状

況

に

応

じ

た

支

援

目

標

５

「

そ

れ

ぞ

れ

の

状

況

に

応

じ

、

子

ど

も

・

若

者

及

び

家

族

を

支

援

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

目標

（令和6年度）

（E）

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

次期

計画

事業

№

計画事

業
186 148

発達障害

者支援ネッ

トワーク会

議

障害福

祉課

区内の保健、福祉、

教育に関わる関係機

関で発達障害者支援

に係る課題の検討、

情報の共有を行い、

各ライフステージを通じ

て一環した支援ができ

るようにします。

区内の保健、福祉、教育に関わる関係

機関による発達障害者支援ネットワーク

会議を開催し、各ライフステージを通じて

一環した支援ができるよう、発達障害者

支援に係る課題の検討、情報の共有を

行います。

発達障害者支援ネッ

トワーク会議（専門

部会含む）の開催

3回

【2～3回】

発達障害者支援

ネットワーク会議

（専門部会含む）

の開催

2～3回

区関係

部署職

員

無

対象者から特定の意見の聞き取

りは行っておらず、意見を取組みに

反映していくことは事業の性質上

難しいです。

計画事

業
187 149

障害者サ

ポート講座

障害福

祉課

映画上映等も含めた

企画の検討や、会場

や時間の工夫し、区

民が関心を持ち、参

加しやすい講座としま

す。

各区民ひろば等を会場に、障害当事者

や関係者等から、障害者への声のかけ方

や手助け方法を、障害疑似体験等を交

えて学ぶ講座を開催します。

区民ひろば等での講

座開催

4回

【4回】

区民ひろば等での

講座開催
4回 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

子ども会議の参加者に障害者サ

ポート講座のYouTube配信や差

別解消パンフレットを見てもらい、

子ども目線で分かりづらい点にうい

て意見をもらいました。

子ども達の意見を取り入れて、子

どもにも分かりやすいサポート講座

を実施しました。子どもたちに視覚

障害のある方にインタビューしても

らった様子を収録した障害者サ

ポート講座としてYouTubeにて配

信しました。

子ども達の意見を取り入れなが

ら、子ども達にとっても分かりやすい

障害者サポート講座を実施してい

きます。

計画事

業
188 150

障害者文

化活動推

進事業

障害福

祉課

障害者に対して文化

活動などの場を提供す

ることにより、社会参加

への意欲を高めます。

障害者が文化へ親しむ環境を整え、障

害者美術の区民への周知を図るため、と

しまセンタースクエアでの豊島区障害者美

術展「ときめき想造展」の開催、まるごと

ミュージアムを使用した展示、まちかど回

遊美術館への参加や、Echika池袋ギャ

ラリーでの障害者絵画展、障害者アート

教室などを開催しています。

障害者アート事業実

施回数

5回

【5回】

障害者アート事業

実施回数
5回 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

障害者アート教室の参加希望者

から、若い世代のうちから、芸術に

ふれる機会を増やし、社会参加で

きるようにしてほしいと要望がありま

した。

障害者アート教室の申込年齢を、

18歳以上から中学生以上に引き

下げを行いました。

障害者アート教室やときめき想造

展へ子どもの参加を促していきま

す。

計画事

業
189 151

余暇活動

支援（ほっ

と・サロン事

業）

障害福

祉課

就労している知的障

害者へ交流の場を提

供することにより、就労

意欲の増進と就労定

着を目指します。

主に一般就労をしている知的障害者を

対象に、休日を過ごせる場を提供し、就

労の定着を目指します。

コロナ過での安全な

活動

24回開催（登録者

14名）

【年24回】

達成率　100％

余暇活動支援実

施回数
36回

「コロナ禍での安全

な活動」を「障害

者余暇活動実施

回数」に名称変更

しただけで目標数

値の変更はなし。

○ ○ 有

障害のある子どもを対象にワーク

ショップを行い、事業に対する意見

等を聴取しています。

聴取した意見を参考に、障害者

余暇活動として実施する内容を

検討し、取り組んでいます。

今後も、どのような手法で行うこと

が適切か関係団体などからアン

ケートをとったり、障害児の家族会

等に聞き取りをしていきます。

計画事

業
190 152

就労促進

支援事業

障害福

祉課

一般就労を希望する障

害者の就職準備（履歴

書の記入の仕方や模擬

面接）や就職定着支援

（企業訪問・三者面談

など）を行います。就労

前準備講座を開催し、

企業で働くことの具体的

イメージにつながる機会の

提供をします。企業実習

等を通して、職場体験を

し適性な職業を見つけて

いきます。

一般就労を希望する障害者の就職準

備（履歴書の記入の仕方や模擬面

接）や就職定着支援（企業訪問・三

者面談など）を行います。就労前準備

講座を開催し、企業で働くことの具体的

イメージにつながる機会の提供をします。

企業実習等を通して、職場体験をし適

性な職業を見つけていきます。

就労前準備講座の

開催

0回

【2～3回】

特別支援学校等の

福祉施設訪問回

数(地域開拓促進)

7回 3回

子ども・若者に対す

るアプローチをより

具体的にするた

め、地域開拓促進

コーディネーターが

行う活動内容に数

値を見直しした。

○ ○ ○ ○ 有

障害のある子どもを対象にワーク

ショップを行い、事業に対する意見

等を聴取しています。

聴取した意見を参考に、地域課

題の抽出、就労希望者の掘り起

こし、意識改革等のために活動す

る内容を検討し、取り組んでいま

す。

今後も、どのような手法で行うこと

が適切か関係団体などからアン

ケートをとったり、障害児の家族会

等に聞き取りするしていきます。

計画事

業
191 153

日曜教室

（つばさ

CLUB）

学習・ス

ポーツ課

中軽度知的障害のあ

る方が、仲間とともに

学びあう場をつくる。

18歳以上の中軽度知的障害のある方

が、仲間とともに学びあい交流を深めるこ

とで、生活課題の解決や余暇活動の充

実を図ります。

日曜教室（つばさ

CLUB）実施回数

14回

【15回】
調整中 調整中 ○ 有

10人程度のグループの中で、毎回

の活動をとおしてスタッフが事業対

象者の意見を聞くよう努めていま

す。

午前中の年齢別に分かれたグルー

プ活動や午後に行うそれぞれの事

業対象者の関心に応じて参加す

るコース別活動では、事業対象者

の意見を聞き、各回の活動や次

年度以降の活動に反映していま

す。

知的障がいのある方に寄り添い、

意見を聞きながらともに学びをつく

る機会を引き続きつくっていきま

す。また、年1回開催している保

護者会においても、保護者の意

見を聞き反映できるよう努めます。

計画事

業
192 ー

チャレンジ雇

用

人事課

障害福

祉課

障害者を会計年度任

用職員として任用し、

区の諸機関で職業体

験を積ませ、民間企

業への就労を容易にし

ます。

障害者の自立を促進するため、豊島区

役所において就労経験を積む場所を提

供します。区自らが就労機会の拡大を図

ることにより、区民や職員に障害者の雇

用促進についての理解も深めていきます。

①任用人数

②一般企業等への

就職

令和4年度末で事業終

了

計画事

業
193 154

マルチメディ

アデイジーの

充実

図書館

課

子ども・若者の読書機

会を提供します。

通常の本では読書が困難な若者のため

に、マルチメディアデイジーの活用により、

読書環境を整備します。

マルチメディアデイジー

等、発達段階に合わ

せた図書の提供

【各資料蔵書数】

・マルチメディアデイ

ジー：

12（2タイトル増）

・りんごの棚：

333（132タイトル

増）

・音の出る資料：

8,432（925タイトル

増）

マルチメディアデイ

ジー等、発達段階

に合わせた図書の

提供

【各資料蔵書数】

・マルチメディアデイ

ジー：

22（10タイトル増）

・りんごの棚：

433（100タイトル

増）

・音の出る資料：

8,932（500タイトル

増）

⑥障害の

ある子ど

も・若者へ

の支援

心身に障

害のある

子ども・若

者やその

家族の支

援を推進

します。

相談支援

や社会参

加を促進

する取組

を行いま

す。

（

１

）

状

況

に

応

じ

た

支

援

目

標

５

「

そ

れ

ぞ

れ

の

状

況

に

応

じ

、

子

ど

も

・

若

者

及

び

家

族

を

支

援

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

目標

（令和6年度）

（E）

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

次期

計画

事業

№

重点事

業
194 ー

多文化共

生推進事

業

企画課

（多文

化共生

推進担

当）

外国にルーツを持つ方

を支援する団体等との

連携強化を図ります。

外国籍等区民への支援の強化に向け

て、区内の日本語教室や支援団体等の

間のネットワークづくりを支援するとともに

連携を図ります。

また、外国籍等区民へのアンケート調査

を行い、施策の検討につなげます。

連携団体数

20団体

【20団体】

100％

掲載終了

計画事

業
195 155

日本語指

導教室

教育セン

ター

学校生活に適応でき

るようにする。

区立小・中学校に就学している日本語

能力が不十分な児童・生徒に、日本語

の習得を目的とする授業を行い、学習理

解、生活習慣の習得を目指します。その

際、児童・生徒の個々の状況に合わせた

個別指導を行い、学校生活に適応でき

るようにします。

日本語指導の実施

人数
36名

日本語指導の実施

人数
41名 ○ ○ 無

計画事

業
196 156

日本語初

期指導事

業

教育セン

ター

学校生活に適応でき

るようにする。

区立幼・小・中学校に就学する帰国・外

国籍園児・児童・生徒・保護者に対して

通訳者を派遣し、学校生活に適応でき

るようにします。

通訳者派遣の実施

人数
64名

通訳者派遣の実施

人数
74名 ○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
197 157

外国籍の子

どもへの学

習支援

指導課

外国籍の幼児・児童・

生徒たちの学習活動

を支援します。

外国籍の幼児・児童・生徒たちの学習

活動を支援するため、必要に応じて、区

内の大学や関係機関との連携を図り、個

に応じた指導や援助を行います。

日本語初期指導

日本語学級

日本語指導加配

5回

日本語初期指導

日本語学級

日本語指導加配

○ ○ ○ 無

計画事

業
198 －

パンフレット・

ホームペー

ジ等の外国

語版の作成

①文化

観光課

②広報

課

③学務

課

④土木

管理課

①当課における「インバウンド

事業の推進」については、外

国人向けの魅力の創出・発

信、訪区外国人旅行者を増

やすための広報・イメージ戦

略等を行っている。

②外国人の方が必要な情

報をまとめたページを作成し、

3言語（英語・中国語・韓

国語）に翻訳したページを

公開します。

③外国籍の方への行き届い

た教育の案内

④交通事故予防のため、交

通安全の普及啓発を行いま

す。

区のパンフレットやホームぺージなど、各種

広報媒体などについて、外国語版を作成

しています。

①「インバウンド推進事業」は事業見直し

のため令和６年度で事業終了予定。

①英語、中国語（簡

体字、繁体字）、韓国

語によるインバウンド冊

子の発行冊子数

②翻訳ページのアクセス

数

③全てのパンフレット・通

知の外国語版を作成す

る。

④総合窓口課で転入

手続きをした子ども・若

者を含む外国人に4言

語で書かれた自転車の

安全利用ガイドを配布

し、自転車のルール・マ

ナーを普及啓発します。

①7,700【０】

②38,521（翻訳ペー

ジアクセス数）

【50,000】

③－

④10,000枚

【10,000枚】

②翻訳ページのペー

ジビュー数

'④総合窓口課で

転入手続きをした

子ども・若者を含む

外国人に4言語で

書かれた自転車の

安全利用ガイドを配

布し、自転車のルー

ル・マナーを普及啓

発します。

②（翻訳ページページ

ビュー数）【50,000】

'④10,000枚 掲載調整中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

'④未定です。

計画事

業
127 103

外国籍児

童・生徒等

に対する通

訳サービス・

通訳派遣の

充実【再

掲】

学務課

外国にルーツを持つ園

児・児童・生徒と保護

者を支援します。

外国籍の児童・生徒及びその保護者との

コミュニケーションを確保するため、タブレッ

トを用いたテレビ電話での通訳サービス

や、教育センターから各学校への通訳派

遣の充実を図っていきます。

通訳サービスの周知 － 通訳サービスの周知 － ○ ○ 無

計画事

業
199 158

保護観察

対象少年に

対する就労

支援事業

子ども若

者課

社会経験の場を提供

し、立ち直り支援と再

犯防止を図ります。

保護観察を受けている区内の少年少女

を会計年度任用職員として採用すること

で、就労の場、社会経験の場を提供し、

立ち直り支援と再犯防止を図ります。

社会経験の場を提

供し、立ち直り支援と

再犯防止を図りま

す。

－

社会経験の場を提

供し、立ち直り支援

と再犯防止を図りま

す。

－
保護観察対

象少年 有
東京保護観察所より対象少年が

希望した場合に会計年度任用職

員として採用となります。

保護観察官が間に入り、事前に

区と対象少年と面接を行ったうえ

で、希望する場合に採用となりま

す。

立ち直り支援と再犯防止のため

に、保護観察対象少年の社会経

験の場の提供を引き続き行いま

す。

計画事

業
200 159

社会を明る

くする運動

子ども若

者課

7月の強調月間を中

心に運動のPRを行

い、更生保護の意義

について周知します。

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの

更生について理解を深め、犯罪や非行の

ない安全安心な地域社会を築こうとする

全国的な運動です。区はこれらの運動に

対して助成金を支出するほか、事務局と

して運動のＰＲや会議事務等を行ってい

ます。

庁内放送実施回数 －

強調月間に区広報

誌、HP、図書館展

示などによる広報活

動実施

－

強調月間に区広報

誌、HP、図書館展示

などによる広報活動実

施

区民に向けて周知

する活動を目標と

しました。

○ 無

⑦外国に

ルーツを持

つ子ども・

若者への

支援

外国に

ルーツを持

つ子ども・

若者が豊

島区で生

活していく

ための支

援を推進

します。

日本語教

育の機会

提供や、

多言語で

記載され

た各種情

報媒体の

作成・配

布を進め

ます。

⑧非行・

犯罪に

陥った子ど

も・若者へ

の支援

（

１

）

状

況

に

応

じ

た

支

援

非行や犯

罪といった

経験があ

る子ども・

若者の社

会に復帰

を促進しま

す。

就労機会

の提供

や、相談

事業、更

生保護に

対する理

解促進に

取り組みま

す。

目

標

５

「

そ

れ

ぞ

れ

の

状

況

に

応

じ

、

子

ど

も

・

若

者

及

び

家

族

を

支

援

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

目標

（令和6年度）

（E）

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

次期

計画

事業

№

⑧非行・

犯罪に

陥った子ど

も・若者へ

の支援

非行や犯

罪といった

経験があ

る子ども・

若者の社

会に復帰

を促進しま

す。

就労機会

の提供

や、相談

事業、更

生保護に

対する理

解促進に

取り組みま

す。

計画事

業
201 160

更生保護サ

ポートセン

ターの運営

支援

子ども若

者課

青少年の再犯率を低

下させるためのサポート

をします。

保護司会の活動拠点となる更生保護サ

ポートセンターを区施設内に開設し、運

営経費に助成をしています。更生保護サ

ポートセンターでは、保護司による青少年

相談が週２回実施されています。

保護司会の拠点とな

る更生保護サポート

センターの運営経費

助成数

週2回午後に青少年相

談を実施

保護司会の拠点と

なる更生保護サ

ポートセンターの運

営経費助成

週2回午後に青少年

相談を実施
○ 無

計画事

業
202 161

女性の専門

相談

男女平

等推進

センター

相談窓口や暴力に対

する理解を促進するた

めの啓発活動を進め、

相談を促進し被害の

重度化・潜在化の防

止を図ります。

女性を対象に、法律に関わる相談、人

間関係等に関わるこころの相談、DV被

害に関する相談を、それぞれの専門家が

予約制にて実施しています。

女性の専門相談件

数

106件

【90件（20件,法律・

こころ70件）】

女性の専門相談開

設数
84回 56回

コロナ禍等社会情

勢を背景に急増し

た相談件数を根拠

にすると件数の変

動が大きいため、

相談の予約があり

開設した年間の回

数に変更する。

女性 有

どのような相談が多いのか等、相

談の内容及び実績から相談ニー

ズの把握に努めている。

どのような相談が多いのか等、相

談ニーズの把握に努め、相談業務

（相談員のスキルアップ研修受講

や新規拡充事業提案など）に反

映している。

今後も、相談内容等をみながら

相談ニーズの把握に努める。

計画事

業
203 162

緊急一時

保護

子育て支

援課

ＤＶ等で緊急に保護

の必要のある女性

（子）の安全を確保

します。

DV被害にあった女性のほか、緊急で保

護する必要がある女性の相談を受け、

シェルター等で保護を実施し、その後の自

立に向けた支援を行います。

保護人数（子含

む）

42人

【60人】

保護人数（子含

む）

60人
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

可能な限り母子別々に面接を行

い、事業実施中においても随時思

いを受け止められるよう子ども家庭

支援センターと連携をしながら思い

を受け止めています。

子どもの意見をとらえ、子ども目線

での支援を忘れずに取り入れるよ

う工夫しています。

子ども家庭支援センター、児童相

談所と連携し、子どものケアを行い

ながら子ども目線での支援を忘れ

ずに取り入れるよう工夫します。

計画事

業
204 163

多様な性

自認・性的

指向の人々

への理解促

進

男女平

等推進

センター

多様な人々の生き方

や考え方に触れ、考え

る機会を提供すること

で、多様な性自認・性

的指向の人々への差

別や偏見の解消を図

ります。

多様な性自認・性的指向の人々への差

別や偏見の解消を目指して、情報を掲

載したパネル展示、映画の上映会、関連

本の貸出しを行い、区民等に対する啓発

活動に取り組みます。

－ －
すべて

の区民
無

展示や講座等のアンケートに記載

された感想や意見を反映するよう

検討する。

計画事

業
205 164

区立小学

校・幼稚園

における医

療的ケア児

に対する教

育の充実

学務課

必要な児童・幼児の

いる小学校・幼稚園に

看護師を配置します。

区立小学校・幼稚園において、医療的ケ

アを要する児童・幼児に医療行為を行え

る体制を整備することで、保護者の付添

いを求めず、他の児童・園児と共に教育

を受けられる環境を提供します。

必要な児童・幼児の

いる小学校・幼稚園

への看護師配置数

２名

【２名】

100％

必要な児童・幼児

のいる小学校・幼稚

園への看護師配置

数

２名
○ ○ 有

適宜、ケア内容や課題について、

保護者と協議のうえ、実施してい

る

同左

計画事

業
134 108

自殺・うつ

病の予防対

策

【再掲】

保健予

防課

差別偏見をなくし、誰

もが生きやすい地域を

目指します。

若者向けのメッセージカード、相談窓口

一覧の作成による普及啓発や、ゲート

キーパーの養成とネットワーク化による地

域連携体制の構築を行います。若者の

自殺対策として大学院生と協働したハー

トプロジェクトの実施、自殺・うつ病の予

防対策委員会によるデータの分析や活

動の評価、改善策を検討します。

①意識的にストレス

を解消している人の

割合数

②ゲートキーパー養

成数（累積）

①79.6%

※3年に1回の調査であ

り、5年度は未実施のた

め最新の数値を掲載し

ています。

【70％】

②3,592人

【3,430人】

①意識的にストレス

を解消している人の

割合数

②相談窓口リーフ

レットの配布数

①【70％】

②【34,700部】
②34,414部

②ゲートキーパー養

成事業は縮小する

ため、相談窓口の

情報を得る機会を

提供し、相談への

アクセスを高めるこ

とを新たな目標設

定としたい

○ ○ ○ ○ 有

大学院生とのワークショップやディス

カッションを通して意見を取り入れ

ている。

若者に届きやすいメッセージの内

容を入れた啓発カードの作成など

に活かしている。

今後も若者当事者の意見を反映

した取組を継続する

計画事

業
135 109

青少年自

殺予防対

策事業【再

掲】

子ども若

者課

「命をまもる」予防の観

点から、中高生に直

接届く事業を実施しま

す。

子ども・若者の身近な居場所である中高

生センタージャンプにて、大学院等と連携

して、子ども・若者を対象とした相談支援

事業を行います。またコラージュ・サンドピ

クチャーなどの手法を用いて、中高生が自

分と向き合う時間を確保して「自己肯定

感」を再獲得し自殺予防に取り組みま

す。

※令和2年度より事業内容一部変更

参加者数

172人

【170人】

(86%)

○ ○ 有

サンドピクチャー事業等に一部リ

ピーターがいるものの、現在の利用

者にとって興味関心のある事業で

はなくなっている意見が多くなって

いる。いづれの活動もスタッフの声

掛けにより参加者を確保している

状況が続く。

継続について見直しを検討してい

る。

自殺予防対策の目的としては、丁

寧なコミュニケーションと専門機関と

連携した相談事業により対応でき

ると考える。

継続について見直しを検討してい

る。

自殺予防対策の目的としては、

丁寧なコミュニケーションと専門機

関と連携した相談事業により対応

できると考える。

⑨その他

配慮が必

要な子ど

も・若者

（DV、多

様な性自

認・性的

指向の

人々、自

殺予防な

ど）への

支援

DV、多様

な性自

認・性的

指向の

人々等の

配慮が必

要な子ど

も・若者支

援を推進

します。

相談窓口

の設置や

社会的な

認知度向

上のために

啓発活動

を進めてい

きます。

（

１

）

状

況

に

応

じ

た

支

援

目

標

５

「

そ

れ

ぞ

れ

の

状

況

に

応

じ

、

子

ど

も

・

若

者

及

び

家

族

を

支

援

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

目標

（令和6年度）

（E）

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

次期

計画

事業

№

（

１

）

状

況

に

応

じ

た

支

援

⑨その他

配慮が必

要な子ど

も・若者

（DV、多

様な性自

認・性的

指向の

人々、自

殺予防な

ど）への

支援

DV、多様

な性自

認・性的

指向の

人々等の

配慮が必

要な子ど

も・若者支

援を推進

します。

相談窓口

の設置や

社会的な

認知度向

上のために

啓発活動

を進めてい

きます。

計画事

業
137 111

DV・デート

DV防止の

ための周知

啓発事業

【再掲】

男女平

等推進

センター

若年層に対してデート

DV防止に関する周知

啓発を行うことで、若

者の自己形成を支援

し、将来の配偶者間

のDV発生防止を図り

ます。

DVやデートDV防止に関するリーフレットや相

談カードの配布を行います。また、区立中学生

等を対象とした「デートDV予防教室」の実施

など、若年層に対してデートDV防止に関する

周知啓発事業を行うことで、将来の配偶者間

のDV発生防止を図ります。

DVやデートDV防止に関するリーフレットや相

談カードの配布を行います。また、区立中学生

等を対象とした「デートDV予防教室」の実施

など、若年層に対してデートDV防止に関する

周知啓発事業を行うことで、暴力によらない人

間関係づくりを学び、将来の配偶者間のDV

発生防止を図ります。

デートDV予防教室

の実施回数

12回

【８回（区立中学校

数）】

8回（区立中学校

数）

8回（区立中学校

数）
○ 有

実施前と実施後にアンケートを行

い、認識の変化を把握するととも

に、自由感想欄を設けて受講者

の思いをきいている。

終了後アンケートを学校と共有

し、次年度の実施プログラムに反

映している。

今後も、実施前・実施後アンケー

トを行う。

重点事

業
42 38

子ども若者

総合相談

事業（アシ

スとしま）

【再掲】

子ども若

者課

様々な困難を有する

子ども・若者や家族へ

の情報提供及び支援

の実施により、問題の

重篤化防止や状況改

善を図ります。

学校や就労、家族関係など様々な困難

を有する子ども・若者やその家族等からの

相談を受け付ける総合相談窓口の運営

や、アウトリーチによる相談を実施していま

す。

相談を受け、個々の状況に合わせた支

援を実施します。また、関係機関や地域

と連携し、必要な支援へ繋げていきます。

①登録相談者数

②相談者の状況

①441人

【350人】

②アシスとおはなしでの

相談は、全体件数のお

よそ7割を占めている。

①登録相談者数

②支援回数

①400人

②2,500回
②2,623回

「相談者の状況」

では、定量的な実

績が出せず評価が

あいまいになる可能

性があるため、②

支援回数に変更し

た

○ ○ ○ ○ 無

相談事業のため子ども若者から直

接意見を聴取する取り組みは行

わない。

計画事

業
206 165

福祉包括

化推進会

議の設置

福祉総

務課

複合的な課題をもつ

相談者に対する支援

を複数課において一

元的に実施する体制

を作るための意見交換

の場をつくります。

多様化・複雑化する福祉ニーズに対して

きめ細かく対応するため、福祉・健康・子

ども・住宅・教育に関する部署等に福祉

包括化推進員を配置し、定期的な会議

体を設けて庁内連携を推進し、包括的

な支援を実施していきます。

福祉包括化推進員

部会の開催

9回

【12回】

(75％)

福祉包括化推進

部会の開催
12回

会議名称の修正

×→推進員部会

○→推進部会

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

対象者からの同意が得られている

場合は、対象者の意見を聞いたう

えで、希望に沿った支援プランを策

定できるよう検討を行っている。

策定した支援プランを対象者に

フィードバックし、対象者とともに支

援プランのブラッシュアップを図ってい

る。また、支援の進捗管理も会議

の中で行っており、支援が終結す

るまで、支援プランの適切性につい

て検討を行っている。

意見反映の取り組みについて各

関係課と検討していく。

計画事

業
207 ー

健康相談

事業

健康推

進課

長崎健

康相談

所

健康課題に合わせた

疾病予防や健康づくり

を支援します。

「健康相談（保健・栄養）」、「女性の

ための専門相談」等予約制の相談のほ

か、電話による随時の健康相談を実施し

ています。

実施回数
34回

【34回】
掲載終了

計画事

業
208 166

精神保健

福祉相談

健康推

進課

長崎健

康相談

所

こころの不調や病気に

ついて、適切に対処で

きるよう支援します。

こころの不調や病気で困っている方、ある

いは家族の方からの相談を保健師が随

時お受けしています。また、予約制で精

神科医又は精神保健福祉相談士による

専門相談を行っています。

実施回数

専門医相談　18回

精神保健福祉士相談

12回

【専門医相談　18回

精神保健福祉士相談

12回】

実施回数

専門医相談　18回

精神保健福祉士相談

12回
無

計画事

業
209 167

消費生活

相談事業

生活産

業課

消費生活相談の充実

を図り状況により弁護

士による法律相談を

実施します。

契約上のトラブル、悪質商法による被害

等の相談を受けています。ヤミ金・サラ金

などの多重債務に関することは、状況によ

り弁護士の法律相談を案内しています。

相談事業の実施数

①相談件数

②ヤミサラ相談

①2,691件

【2,500件】

②2件

【10件】

相談事業の実施数

①相談件数

②ヤミサラ相談

①2,500件

②10件

消費者

全般

計画事

業
33 29

子育て訪問

相談事業

【再掲】

子ども家

庭支援

センター

1歳の誕生日に合わせ

て訪問し必要な支援

を提供する。

支援施設に出向くことが困難な保護者か

らの相談依頼や関係機関からの情報提

供を受けて、子ども家庭支援センターの

相談員が自宅を訪問し、アドバイスや各

種子育て支援サービスの紹介等を行いま

す。また、子どもの1歳の誕生日にあわせ

て家庭を訪問し、子育てに関する悩みを

聴き、助言を行うとともに、絵本をプレゼン

トします。

バースデー訪問件数
1,201件

【950件】

在宅支援の強化を

踏まえ、気軽に訪問

を依頼できる環境を

作り、訪問員につい

ても相談スキルの向

上に努める。

4,000件 ○ ○ 有

〇 事業アンケートにてご意見をい

ただく

〇 区民の声や東部・西部セン

ターメールにてご意見をいただく

〇 区民の声にてご意見をいただく

〇 訪問日時の設定について、対

象者の都合に極力合わせることで

円滑な家庭訪問を実施している。

〇 贈呈品などの内容について、利

用者の満足度が上がるよう調整し

ている。

〇 今後も対象者の意見等を事

業に反映できるようアンケートを集

計し、事業に反映させる。

相談しや

すい体制

を整備す

るとともに、

支援に関

する情報

発信を実

施します。

①相談体

制の充実

と情報発

信

困難を有

する子ど

も・若者や

その家族

の相談体

制を充実

するととも

に、情報が

必要な方

に届けま

す。

相談しや

すい体制

を整備す

るとともに、

支援に関

する情報

発信を実

施します。

①相談体

制の充実

と情報発

信

困難を有

する子ど

も・若者や

その家族

の相談体

制を充実

するととも

に、情報が

必要な方

に届けま

す。

（

２

）

相

談

体

制

の

充

実

と

情

報

発

信

目

標

５

「
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ぞ
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状

況

に

応
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、

子

ど

も

・

若

者

及

び

家

族

を

支

援

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

目標

（令和6年度）

（E）

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

次期

計画

事業

№

計画事

業
36 32

スクールカウ

ンセラー事

業【再掲】

指導課

教育セン

ター

都公立学校スクールカ

ウンセラーを区立小・

中学校に派遣し、いじ

めや不登校などの未

然防止と早期発見に

努めます。

都公立学校スクールカウンセラーを区立

小・中学校に派遣し、いじめや不登校な

どを未然に防止するためのカウンセリング

や教員への助言を行います。また、区立

幼稚園も対象に加え、教育センター相談

員によるスクールカウンセリングを行いま

す。

配置校数

（全小中学校３0

校）

指導課

30校　【30校】

教育センター

３園　【３園】

配置校数

（全小中学校３0

校）

配置園数

指導課

30校

教育センター

3園

○ ○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
38 34

としま子ども

の権利相談

室の運営

【再掲】

子ども若

者課

子どもの権利侵害を

予防、救済します。

虐待やいじめ、不登校、ひきこもり、多様

な性自認・性的指向の人々、外国人な

ど、子ども自身からの相談に応じるため

に、子どもの権利擁護委員を配置した子

どもの権利擁護センターを設置・運営しま

す。

①設置

②相談件数

①令和5年度中の開設

②28件
相談件数 50件 ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

「としま子ども会議」参加者への聞

き取りや、小中学生への愛称募

集等を実施しています。

子どもの権利についてや相談室の

役割を広く周知するため、イベント

への参加や分かりやすいホームペー

ジの作成に取組みます。。

「としま子ども会議」参加者へのア

ンケートや中高生センタージャンプ

の利用者に聞き取り等により、子

どもたちの意見や思いを踏まえなが

ら周知活動を実施していきます。

計画事

業
39 35

子どもの権

利擁護委

員相談事

業【再掲】

子ども若

者課

子ども自身や家族から

の相談を受け、子ども

の権利を守ります。

子どもの権利侵害について相談に応じ、

救済や回復のために支援をします。また、

権利侵害に関わる調査・調整を行い、関

係機関等と連携を図り、子どもの権利侵

害を予防し、子どもの救済や回復に努め

ます。

権利侵害に関わる活

動件数

28件

【25件】

権利侵害に関わる

活動件数
50件 ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
41 37

人権擁護

委員相談

事業【再

掲】

区民相

談課

人権擁護委員が、電

話相談を24時間・

365日実施します。

法務大臣から委嘱された人権擁護委員

が、子どもも対象とした電話相談を、24

時間・365日実施します。

人権擁護委員が、

電話相談を24時間

受け付けます。

１７件（電話９件、

対面８件）…作成者:

人権相談の結果は件

数しか区に報告されな

いため、相談者が子ども

かどうか不明。

人権擁護委員が、

電話相談を24時間

受け付けます。

ー

１５件（電話７件、

対面８件）…作成

者:人権相談の結果は

件数しか区に報告され

ないため、相談者が子

どもかどうか不明。

ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

左記以

外のす

べての

人

無

計画事

業
43 39

子どもに関

する相談事

業【再掲】

子ども家

庭支援

センター

東西子ども家庭支援

センターを中心に子ど

もに関するあらゆる相

談を受け、迅速に対

応・支援します。

0～18歳の子どもとその家族のあらゆる

相談を面接、電話、Eメールなどで受けて

います。

東西子ども家庭支援

センター相談件数

16,102件

【14,000件】
調整中 調整中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

〇 区民の声や東部・西部セン

ターメールにてご意見をいただく

〇 区民の声にてご意見をいただく

〇 相談対応において必要な資源

の開拓等は行っている。

〇 訪問日程の調整などスムーズ

にできるよう対応している。

〇 気軽に訪問を依頼できるよう、

事業の情報発信を積極的に行

い、相談者目線を重視した事業

展開に努める。

計画事

業
44 40

子どもからの

専用電話

相談【再

掲】

子ども家

庭支援

センター

フリーダイヤルで相談で

きることを周知し子ども

からの相談を受ける。

18歳までの子どもを対象に、友だちや家

族に関することなど様々な悩みや心配事

について、子ども専用のフリーダイヤルでの

電話相談を行っています。

子どもからのフリーダイ

ヤルでの電話相談件

数

26件

【3件】

キャラクター（なやミ

ミ・すいトリ）を積極

的に使用し、相談し

やすい機運を醸成

する。

10件

ヤングケアラーの周

知活動を強化する

方針であるため。

○ ○ ○ ○ ○ 有

〇 相談内容によって、支援内容

について検討材料をいただく

〇 区民の声にてご意見をいただく

〇 子どもの相談内容により不足

する資源の開拓等施策に反映し

ている。

〇 今後も子どもの相談の中で不

足する施策を見出していく。

計画事

業
45 41

子ども家庭

女性相談

事業【再

掲】

子育て支

援課

DV被害者,ひとり親等

の安定した生活が送

れるよう自立支援を行

います。

配偶者の暴力から逃げてきた被害者を

一時保護し、安定した生活が送れるよう

にします。他部署と連携して女性や子ど

もの権利を守るため、ひとり親家庭及び

女性に対する相談・指導、援助を行いま

す。

相談件数

10,442件

【12,000件】

87.0％

相談件数
12,000件

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

可能な限り母子別々に面接を行

い、事業実施中においても随時思

いを受け止められるよう子ども家庭

支援センターと連携をしながら思い

を受け止めています。

子どもの意見をとらえ、子ども目線

での支援を忘れずに取り入れるよ

う工夫しています。

子ども家庭支援センター、児童相

談所と連携し、子どものケアを行い

ながら子ども目線での支援を忘れ

ずに取り入れるよう工夫します。

①相談体

制の充実

と情報発

信

困難を有

する子ど

も・若者や

その家族

の相談体

制を充実

するととも

に、情報が

必要な方

に届けま

す。

相談しや

すい体制

を整備す

るとともに、

支援に関

する情報

発信を実

施します。

（

２

）

相

談

体

制

の

充

実

と

情

報

発

信

目

標

５
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」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

目標

（令和6年度）

（E）

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

次期

計画

事業

№

計画事

業
60 ー

乳幼児健

康相談【再

掲】

健康推

進課

長崎健

康相談

所

子育て家庭の健康増

進をはかるとともに、安

心して育児に取り組め

るよう支援します。

身近な区の施設等を会場として、乳幼

児を対象に身長、体重の計測と栄養相

談、育児相談、歯科相談等を実施しま

す。

実施回数
48回

【42回】
掲載終了

計画事

業
68 55

東部・西部

子ども家庭

支援セン

ター事業

【再掲】

子ども家

庭支援

センター

子どもと家庭に関する

あらゆる悩みに総合的

に対応し、育児不安

や子育ての悩みの軽

減をはかります。

育児不安や子育てに悩む親や、子ども自

身からの相談を受け、関係機関と連携し

て問題の解決を図ります。乳幼児とその

親が遊びながら1日過ごせる場所を提供

するとともに、子育て・子育ちを地域で支

え合う活動や仲間づくりを支援します。

講座参加者数

（地域組織化）

5,565人

【5,000人】
○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

〇 講座実施後のアンケート

〇 初回登録時の訪問

〇 区民の声や東部・西部セン

ターメール

〇 区民の声

〇 これまで使用済みおむつは持ち

帰っていただいていたが、利用者の

意見を反映し、東部・西部子ども

家庭支援センターで使用済みおむ

つを回収することになった。感染

症・臭い対策として、圧縮ラミネー

ト（真空パック）機器を導入し

た。

〇 今後も利用者の意見を反映

し、利用者視点に立った東部・西

部子ども家庭支援センターの運営

を継続していく。

計画事

業
72 59

子育て支援

総合相談

事業【再

掲】

子育て支

援課

妊娠・出産・子育てに

関する心配事や様々

な悩みに、子育てナビ

ゲーターがお応えしま

す。

子育て総合相談窓口「子育てインフォ

メーション」に「子育てナビゲーター」を配置

し、妊娠期から子育て期に関わる相談の

受付や専門部署への連絡・調整を行

い、子育て支援の相談機能の充実を

図っています。また、子育て世帯に有益な

情報の提供や、子育てサークル等に関わ

る地域活動支援も行います。

受付件数

4,373

【5,000】

87.5%

受付件数 4,000件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

子どもが当事者として来庁した際

は、子どもを保護するための支援

になるようにしています。

計画事

業
74 61

マイほいくえ

ん事業【再

掲】

保育課

「マイほいくえん」事業

を通じて、安心して出

産し子育てができるよ

う支援します。

出産を控えている方、在宅で子育てして

いる方を対象に、住まいに近い区立保育

園、一部の私立認可保育所や地域型

保育事業所を「マイほいくえん」と位置付

けます（登録制）。「マイほいくえん」での

電話や来園による育児相談や園主催の

プログラムへの参加を通じて、安心して出

産し子育てができる環境の充実を図りま

す。

登録者数（1園あた

り平均）

9.4人

【10人】

登録者数

（1園あたり平均）
11人

計画事

業
82 67

乳幼児健

全育成相

談事業【再

掲】

保育課

育児相談事業やふれ

あい体験保育事業の

実施を通じて、地域の

子育て家庭に対する

育児支援の充実を図

ります。

育児情報の提供、子育て不安の解消を

目的に、保育園においてふれあい体験保

育、育児相談を実施します。

①育児相談件数

②ふれあい体験保育

件数

①304件

【600件】

②19件

【36件】

①育児相談件数

②ふれあい体験保

育件数

①600件

②36件

計画事

業
158 123

教育相談

【再掲】

教育セン

ター

養育上の悩みや不登

校、いじめなどの学校

不適応問題に対して

の解消及び未然防止

を図ります。

幼児期から高校卒業年代までの一人一

人の自立を支える機関として、臨床心理

士による来所相談、電話相談を実施し、

相談内容に応じて学校や関係機関との

連携を図ります。区立幼稚園幼児教育

相談では要支援の幼児とその保護者の

サポートを行います。

教育相談取扱い件

数

495件

【460件】

（108％）

教育相談の利用者

数
510件

目標の内容には変

更がありませんが、

基本計画の成果

指標に一致させる

ために表記を変更

しました。

○ ○ ○ ○ ○ 無

計画事

業
174 137

発達支援

相談事業

【再掲】

子ども家

庭支援

センター

心身の発達に困難を

持つ子どもとその家族

が、個々の発達に合わ

せた指導や助言を行う

ことで家族が子育てに

自信を持ち、安定した

生活が送れるよう支援

します。

・西部子ども家庭支援センターにおいて、

心身の発達に何らかの偏りや障害のある

乳幼児の保護者からの発達、療育、訓

練、進路等に関する相談に応じ、助言、

指導を行うとともに、関係機関へ連絡、

紹介等を行います。

・西部子ども家庭支援センターにおいて、

心身の発達に何らかの問題や障害、心

配のあるお子さん、その家族を対象に、個

別や集団での訓練や必要な支援を行い

ます。（児童発達支援事業）

発達相談件数
7,430件

【6,000件】
○ ○ ○ 有

〇 アンケート

〇 区民の声や東部・西部セン

ターメール

〇 区民の声

〇 アンケートで子ども及び保護者

から意見をいただき、施策に反映

している。

〇 発達相談実施前後のやり取り

の中で、新規の専門相談の予約

がすぐに埋まるとの意見から相談

枠を拡充したこともあり、施策に反

映している。

〇 今後も保護者や子どもの意見

を施策に反映できるよう、随時意

見等をいただくことに努める。

①相談体

制の充実

と情報発

信

困難を有

する子ど

も・若者や

その家族

の相談体

制を充実

するととも

に、情報が

必要な方

に届けま

す。

相談しや

すい体制

を整備す

るとともに、

支援に関

する情報

発信を実

施します。

（

２

）

相

談

体

制

の

充

実

と

情

報

発

信

目

標

５

「

そ

れ

ぞ

れ

の

状

況

に

応

じ

、

子

ど

も

・

若

者

及

び

家

族

を

支

援

す

る

」



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象 子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

目標

（令和6年度）

（E）

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

事業目標

（C）

事業内容

（D）

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の有

無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

次期

計画

事業

№

計画事

業
177 140

発達障害

者相談窓

口【再掲】

障害福

祉課

発達障害について、年

齢を問わず、当事者、

家族からの相談に応

じ、相談内容により、

適切な機関につなぎま

す。

発達障害に関し、あらゆる年齢層の当事

者、家族からの相談に応じます。相談内

容により、適切な機関へ紹介します。

発達障害者相談窓

口の相談者数

217人

【190人】

発達障害者相談

窓口の相談者数
250人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

対象者から特定の意見の聞き取

りは行っておらず、意見を取組みに

反映していくことは事業の性質上

難しいです。

計画事

業
178 ー

区立幼稚

園幼児教

育相談【再

掲】

教育セン

ター
－

区立幼稚園に在園する特別な支援を必

要とする幼児を対象に、グループ活動によ

るソーシャルスキルトレーニング及び個別

支援を行います。

－ 掲載終了

計画事

業
180 142

巡回子育て

発達相談

事業【再

掲】

子ども家

庭支援

センター

施設職員が発達に課

題のある子どもと適切

に関わることができるこ

とを目指します。

東部子ども家庭支援センターでは、保育

園や子どもスキップ・学童クラブを巡回し、

従事する職員に対して、発達に課題のあ

る子どもの保育に関する具体的なアドバ

イスを行います。また施設を利用する保

護者からも、子育てや子どもの発達につい

ての相談を受け対応します。

巡回施設のべ訪問

件数

560園

【540園】
○ ○ 有

〇 保育園等との意見交換の際

に、ご意見をいただく

〇 保育園等からの要請により出

張する事業であるため、区民が直

接の対象者ではないが、関りの中

で頂いた意見等は事業に反映す

る方針である。

〇 今後も保育園等からの意見や

要望を真摯に受け止め、また区民

からの意見についても対応できるよ

う取り組んでいく。

計画事

業
201 160

更生保護サ

ポートセン

ターの運営

支援【再

掲】

子ども若

者課

保護司会の拠点とな

る更生保護サポートセ

ンターの運営経費を助

成します。

保護司会の活動拠点となる更生保護サ

ポートセンターを区施設内に開設し、運

営経費に助成をしています。更生保護サ

ポートセンターでは、保護司による青少年

相談が週２回実施されています。

保護司会の拠点とな

る更生保護サポート

センターの運営経費

助成数

週2回午後に青少年相

談を実施

保護司会の拠点と

なる更生保護サ

ポートセンターの運

営経費助成

週2回午後に青少年

相談を実施
○ 無

計画事

業
202 161

女性の専門

相談【再

掲】

男女平

等推進

センター

相談窓口に関する情

報発信を行い、被害

等の重度化・潜在化

の防止を図ります。

女性を対象に、法律に関わる相談、人

間関係等に関わるこころの相談、DV被

害に関する相談を、それぞれの専門家が

予約制にて実施しています。

女性の専門相談件

数

106件

【90件（20件,法律・

こころ70件）】

女性の専門相談開

設数
84回 56回

コロナ禍等社会情

勢を背景に急増し

た相談件数を根拠

にすると件数の変

動が大きいため、

相談の予約があり

開設した年間の回

数に変更する。

女性 有

どのような相談が多いのか等、相

談の内容及び実績から相談ニー

ズの把握に努めている。

どのような相談が多いのか等、相

談ニーズの把握に努め、相談業務

（相談員のスキルアップ研修受講

や新規拡充事業提案など）に反

映している。

今後も、相談内容等をみながら

相談ニーズの把握に努める。

計画事

業
210 168

子ども・若

者及びその

家族への支

援情報の提

供

子ども若

者課

SNSなどを活用し、支

援が必要な子ども・若

者に情報を届けます。

支援が必要な子ども・若者やその家族に

対して支援に関する情報が届くよう、イン

ターネット等も活用して情報の提供に努

めます。

区公式ツイッターへの

投稿数

4回

【10回】

LINEでの情報配信

回数
12回 0回

LINEでは困ったと

きの相談窓口の情

報を掲載するなど

内容が充実してお

り、配信機能を活

用することで相乗

効果が期待できる

ため。

○ ○ ○ 無

計画事

業
211 169

子ども・若

者支援者へ

の情報提供

子ども若

者課

ホームページやメルマガ

等で情報発信します。

子ども・若者支援に関わる区民、関係機

関や職員等に対し、困難を有する子ど

も・若者の構造や背景を理解するための

研修や講演会を開催し、支援に必要な

情報提供を行います。

メルマガ登録者数

184名

【500名】

※LINEの友だち人数

LINE友だち人数 300人 184名

現在メルマガでの

情報発信は休止し

ており、令和6年度

よりLINEによる情

報配信を計画して

いるため

○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

対象者向けにLINEアンケート機

能を活用し意見を募集する。

計画事

業
151 ー

としま

scope【再

掲】

(令和3年

度より、

「「わたしらし

く、暮らせる

まち。」推進

事業」に変

更)

SDGs未

来都市

推進課

「わたしらしく、暮らせる

まち。」をテーマに、地

域と暮らしの情報や、

公民連携情報の発信

などを行います。

主に働く世代や子育て世代を対象とし

て、ホームページやSNSを活用し、「わた

しらしく、暮らせるまち。」をテーマに、「まち

の主役は、ここに住むひと、働くひと。」とし

て、地域と暮らしの情報や、ライフスタイル

紹介などを行います。

Facebookフォロワー

数

（R2.3現在1,909

人）

「としまSDGsアクショ

ン！」facebook　フォロ

ワー

2,514人

【2,450人】

掲載終了

（

２

）

相

談

体

制

の

充

実

と

情

報

発

信

①相談体

制の充実

と情報発

信

困難を有

する子ど

も・若者や

その家族

の相談体

制を充実

するととも

に、情報が

必要な方

に届けま

す。

相談しや

すい体制

を整備す

るとともに、

支援に関

する情報

発信を実

施します。

目

標

５

「

そ

れ

ぞ

れ

の

状

況

に

応

じ

、

子

ど

も

・

若

者

及

び

家

族

を

支

援

す

る

」



「子ども・若者総合計画（令和7～11年度）」掲載予定事業（継続掲載事業）

出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

計画事業 1 212 170

スポーツ推

進委員事

業

学習・ス

ポーツ課

子ども・若者から大人

までの幅広い世代の

区民に対し、各種ス

ポーツの実技指導やス

ポーツに関する指導を

行い、区民のスポーツ

やレクリエーション活動

への参加を促し、健康

増進の一助とする。ま

た、スポーツを通じて、

子ども・若者世代の健

全な育成を図る。

スポーツ・レクリエーションの普及・振興

のため、地域におけるスポーツ活動の

指導・助言と、区のスポーツ・レクリ

エーション関係事業「としまスポーツま

つり」や「ハイキング」など子どもから高

齢者まで楽しく参加できるイベントを

企画・運営します。また、スポーツを通

じた地域コミュニティの場として、区内1

か所で総合型地域スポーツクラブの活

動を展開します。

事業数

10事業

【11事業】91％

※中止1事業は「としま

スポーツまつり　雨天に

よる中止

調整中 調整中

計画事業 2 213 171

民生委員・

児童委員

事業

福祉総

務課

民生委員・児童委員

が研修等で地域の現

状や支援制度等を学

び、子ども・若者を見

守り・相談・支援活動

を実施する。

乳幼児や児童のいる家庭の生活を

常に見守り、その生活状況の把握に

努めるとともに、必要に応じ相談・支

援を行います。ケースによっては、区に

対し的確な情報提供を行い、望まし

い福祉サービスにつなげるための活動

を展開します。また、児童虐待など子

どもの権利が不当に侵害されている

ケースなどについては、関係機関との

適切な連携により、その解決に協力し

ます。

①四者地区連

絡協議会開催

数

②定例会の開

催数

③相談・支援

活動の実施数

①１回

【１回】

100％

②11回

【10回】

110％

①四者地区連絡

協議会開催数

②定例会の開催

数

③相談・支援活

動の実施数

①【1回】

②【8回】

③【1,332件】

①１回

【１回】

100％

②1,092件

【1,100件】

99％

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

計画事業 3 214 172

青少年育

成委員会

支援事業

子ども若

者課

青少年育成委員会へ

の補助金と、資質向

上のための研修会を

実施します。

各地区青少年育成委員会は、独自

に地域の実情に応じた形でイベントを

開催し、青少年の健全育成と地域の

親睦を深める活動をしています。区は

各地区が行う健全育成事業に対す

る補助金の支出、連合会に対する補

助金の支出、「としまのいくせい」の作

成、委員の資質向上のための研修会

を実施します。

青少年育成委

員研修会等参

加者数

255人

【200人】

青少年育成委員

研修会等参加者

数

【300人】 275人

目標値を実績値が

上回ったため目標

値を見直しました。

○ 有

研修会、講演会について、どのよう

な内容にしたいかを育成委員連

合会幹事会で意見を聞いていま

す。

希望の講師や講演内容の候補を

幹事会で決めていただき、講師に

連絡調整しています。

子ども若者を取り巻く環境の変化

に対応し、育成委員等の関心の

ある内容の研修会、講演会等実

施し資質の向上を図ります。

計画事業 4 215 173

コミュニティ

ソーシャル

ワーク事業

福祉総

務課

制度の狭間の課題や

複合的な課題を抱え

た人々に対して、民生

委員・児童委員、青

少年育成委員等の関

係機関と連携して支

援を行っていきます。

・コミュニティソーシャルワーカー（CSW）

は、地域福祉を推進するコーディネー

ターとして、①専門相談支援機関へのつ

なぎ役、②個別支援・地域支援を通じ

た地域づくり、③関係機関との連携支

援などを行っています。

・CSWは、区内8か所の区民ひろばに2

～3名常駐し、相談対象、相談内容に

関わらず、暮らしに関わることすべてに対

して、電話、訪問、来所、相談会等によ

る個別相談支援を実施しています。

※令和2年度より事業内容一部変更

ひきこもり、子育

て・教育、虐待

に関する個別相

談支援件数

1,664件

【2,303件】

子育て、教育、学

習に関する相談支

援件数

1,491件 1,131件

事業対象者が子ど

もから高齢者までど

の世代も対象とし

ており、現計画の

指標では、高齢者

等も含まれてしまう

ため、子ども・若者

を対象にした相談

支援件数を指標と

するため、変更。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

対象者の話を傾聴し、本人の意

思を確認している。

対象者の話を傾聴し、本人の意

思に沿った支援を行っている。

意見反映の取り組みについて関

係団体と検討していく。

計画事業 5 216 174

地域福祉サ

ポーターの

養成と推進

社会福

祉協議

会

地域住民による支え

あい活動を実施するこ

とで、「おたがいさま」の

地域共生社会の実現

を目指します。

地域の中で不安や悩みを抱えた人た

ちに気づいた時に、声をかけたり関係

機関につなげるなどの活動を行う、地

域の小さなアンテナ役「地域福祉サ

ポーター」を養成します。

地域福祉サポー

ター登録者数

個人　257名

法人　　　１団体

　　（582名）

地域福祉サポー

ター登録者数
個人登録者　500名 ○ ○ ○ ○ 企業等 有

民生委員児童委員協議会、青

少年育成委員会等の地域団体

をはじめ、区内で子どもの支援に

関わる団体とのネットワークを活用

し、活動の対象としての子ども・若

者等の課題を把握しています。

活動登録者向けの研修の際に活

動イメージや今社会でどのようなこ

とが課題になっているのか、その視

点の持ち方を共有するようにしてい

ます。。

地域の小さなアンテナ役として、そ

のアンテナの感度を高めていけるよ

うに最新の動向を共有することを

大切にしていきたいと考えていま

す。

計画事業 6 217 175

地域活動

交流セン

ター管理運

営

区民活

動推進

課

さまざまな地域活動団

体の活動及び交流を

支援・促進し、地域

力の向上及び地域の

課題の解決を目指し

ます。

ＮＰＯ法人等の公益性のある地域

活動団体の活動及び交流の拠点と

して、地域活動交流センターを設置

し、その管理運営を行います。

施設利用人数

(延べ)

3,570人

【2,900人】

施設利用人数

(延べ)
5,000人 ○ 有

地域活動交流センター運営協議

会や登録団体アンケートなどで把

握した子ども・若者等にかかる地

域の課題解決に取組む団体をは

じめ、区内の様々な分野で活動

する地域団体のニーズや意見を施

設の運営に取り入れている。

事業対象者の意見を取り入れ、

地域活動交流センターの会議室

等の貸し出し、地域活動に関する

相談対応、情報発信、また、定

例会や交流会の開催などを実施

し、子ども・若者等にかかる地域課

題の解決に取組む団体等の活動

及び交流・連携を支援している。

今後も、子どもや若者等にかかる

地域課題に取組む団体等地域

活動団体の活動及び交流の拠

点として、団体の意見やニーズを

捉えた地域活動交流センター運

営を行う。

②区民や

地域団

体、大学

との連携・

協働及び

地域ネット

ワークの形

成

子ども・若

者支援に

地域全体

で取り組む

ためのネッ

トワーク形

成を図りま

す。

地域団体

や事業者

間の支援

ネットワー

クを構築

し、情報

提供や活

動を支援

します。

重点事業 7 218 176

子ども若者

支援ネット

ワーク「ここ

にいるよ」

子ども若

者課

子ども・若者支援に関

わる活動団体や行政

で包括的・横断的な

支援ネットワークを構

築し、支援に関する情

報交換や支援者の質

の向上に取り組みま

す。

子ども・若者支援に関わる多分野の

団体や区民に対して、専門知識など

の研修会や情報交換の機会となるイ

ベントなどを実施します。

ネットワークイベ

ント

参加者数

127人（回数2回）

【200人】

ネットワークイベント

参加者数

80人

※回数を1回に変更
○ ○ 有

ネットワーク会議内での意見交換

やアンケートなど

していない ネットワーク会議での意見交換や

アンケートでいただいた意見を各事

業に反映できるよう検討する

（

１

）

地

域

の

力

の

活

用

次期

計画

事業

№

目

標

６

「

子

ど

も

・

若

者

の

健

や

か

な

成

長

を

地

域

全

体

で

支

援

す

る

」

①地域の

子ども・若

者支援活

動、子育

て支援活

動への支

援

地域の子

ども・若者

の支え手

の育成や

支援を推

進します。

民生委

員・児童

委員や青

少年育成

委員等の

子ども・若

者を支援

する活動

を支援しま

す。

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

事業目標

（C）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

現行

事業

№

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

次期

計画

事業

№

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

事業目標

（C）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

現行

事業

№

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

計画事業 8 219 177

若者支援

ネットワーク

の構築（子

ども・若者

支援地域

協議会）

子ども若

者課

子ども若者支援地域

支援協議会を実施

し、支援者間のネット

ワーク形成に努めま

す。

社会生活を営むうえでの困難を有す

る子どもや若者に対し、関係機関等

が行う支援を適切に組み合わせること

により、効果的かつ円滑な実施を図

ることを目的に、豊島区子ども若者支

援地域協議会を運営し、ネットワーク

形成を行います。

子ども若者支援

地域協議会実

施回数

10回

【4回】

実務者会議（居

場所会議）参加

団体数

10団体 6団体

実施回数ではな

く、どれだけネット

ワークを構築できた

かということが重要

であるため

○ ○ ○ ○ 有

どのようなネットワーク会議にする

か、毎回開催前に協議、参加者

全員に次第を共有している

している 民間団体との連携において、意見

交換を活発にする。

計画事業 9 220 ー

生活困窮

者自立支

援事業

（支援調

整会議の開

催）

福祉総

務課

子どものいる世帯も含

めた各世帯へ、具体

的な支援を提供し、

早期に困窮状態から

脱するプランを提供す

るため、関係機関連

携のもと支援調整会

議を開催します。

子どものいる世帯者の相談に対し、支

援に関わるくらし・しごと相談支援セン

ター関係者や関係機関事業者等

が、親と子ども両者の支援プランを策

定する会議を定期的に開催していま

す。その他情報共有及び支援方針を

調整することで最適な支援を継続で

きるよう関係者と検討しています。

プラン作成数
360件

【450件】
掲載終了

計画事業 10 221 178

豊島区子

育てネット

ワーク会議

子ども家

庭支援

センター

親子の孤立化防止の

ために提供する地域の

子育情報を正確かつ

迅速に関係機関で共

有し提供します。

同じ地区の子育てに関わる施設が情

報交換を行い、地域の子育て家庭を

見守っていきます。地区ごとに、定期

的に会議を開催して、情報共有・意

見交換を行っています。

出席施設数
201施設

【190施設】
調整中 調整中 ○ ○ 無

〇 当該会議において意見交換を

行う

計画事業 11 222 179

中小規模

公園活用プ

ロジェクト

公園緑

地課

利用者ニーズや地域・

周辺環境に合わせた

活用方法を地域ととも

に検討・検証し、活動

の支援を図ります。

地域に点在する十分に活用されてい

ない中小規模公園について、子育て

世代をはじめとした利用者ニーズや地

域・周辺環境に合わせた新たな公民

連携による活用方法を地域とともに

検討・検証し、地域コミュニティの場や

地域課題解決の場として、まちや人と

「ともに育つ公園」を目指します。

実施公園数

23園

【20園】

115%

実施公園数 20園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

適宜アンケートを行い、意見を集

約しています。

公園再構築などの事業に反映し

たいと考えています。

再構築検討と並行して事業継続

していきます。

計画事業 12 223 180
地域・大学

連携事業
指導課

区内大学や地域の企

業等と連携し区立

小・中学校の教育活

動を活性化します。

区立小中学校の理科・数学・健康

教育・食育等において、区内大学や

地域の企業、特技を有する個人の支

援を得て教育活動を活性化します。

また、教員を志望する学生を指導補

助者として受け入れ、学生が教育現

場を体験する機会を創出します。

区内全７大学

との連携
区内全７大学との連携

区内全８大学と

の連携

区内全８大学との連

携を強化
○ ○ ○ 無

計画事業 13 224 181

コミュニティ・

スクール導

入等促進

事業

庶務課

（教育

施策推

進担当

課長）

豊島区立学校にコミュ

ニティ・スクールの導入

を推進します。

学校、保護者、地域の方々がともに

知恵を出し合い、学校運営に意見を

反映させることのできるコミュニティ・ス

クールの導入を推進します。豊島区で

は、コミュニティ・スクールの中に子ども

も位置付けて推進していきます。

コミュニティ・ス

クール設置校数

3校

【3校】

コミュニティ・スクー

ル設置校数

30校

【全小中学校で実施

予定】

○ ○ ○ ○ ○ 有

コミュニティ・スクール導入準備研

修を各学校で開催した際に、参

加者の方（学校教員、地域、保

護者、町会など）から意見を聴

取、学校と地域がより交流ができ

るような仕組みがほしいという意見

あり。

学校、保護者、地域の方々がとも

に知恵を出し合い、学校運営に

意見を反映させることのできるコミュ

ニティ・スクールを小・中学校全30

校に導入する。

今後、全校にコミュニティ・スクール

を全校へ導入し、学校と地域の連

携を進めていく。

計画事業 14 225 182
地域子ども

懇談会

放課後

対策課

地域・学校・家庭・行

政が連携し、子どもに

関する意見交換や情

報交換を行います。

地域・学校・家庭・行政が連携し、子

どもに関する健全育成活動や見守り

活動の促進、地域の子育て力や教

育力の向上を図るため、小学校区ご

とに「地域子ども懇談会」を開催し、

子どもに関する意見交換や情報交換

を行います。

実施施設数

（全小学校22

施設）

22施設

【22施設】

実施施設数

（全小学校22施

設）

22施設 ○ ○ ○ ○ 有

22施設で実施している地域子ど

も懇談会の場において、学校、保

護者、町会、関係施設から子ども

スキップの運営についてご意見を

伺っています。

地域子ども懇談会で伺った意見を

子どもスキップの運営に取り入れて

います。

今後も継続して地域子ども懇談

会を開催していきます。

計画事業 15 14 13

子ども食堂

ネットワーク

【再掲】

子ども若

者課

「としま子ども食堂ネッ

トワーク」連絡会で情

報提供等を行い、安

全な運営のための研

修会を実施します。

地域で活動する「子ども食堂」の連絡

会「としま子ども食堂ネットワーク」への

情報提供や広報の支援を行います。

子ども食堂の運営方法等、運営者

同士が情報交換を通して安全に支

援活動の輪を広げていきます。

①としま子ども

食堂ネットワーク

連絡会実施回

数

②研修会回数

①３回

【3回】

②2回

【1回】

①としま子ども食

堂ネットワーク連絡

会実施回数

②研修会回数

①３回

②2回

①３回

②2回

子ども食堂に期待

されている課題や

子ども食堂を実施

するうえで、注意し

ていただきたいことを

地域のボランティア

の方にも知っていた

だくためです。

○ 有

子ども食堂ネットワーク会議では子

ども食堂同士の交流を重視してお

り、実施状況などの近況報告や会

議終了後の交流でそれぞれ情報

交換を行っています。

会議の際に子ども食堂から研修内

容についての意見を聴き、次の研

修のテーマを決めています。

食の確保だけでなく、子どもの居

場所や支援が必要な子どもの早

期発見など、子ども食堂への期待

が高まっているため、安全・安心な

居場所の運営など意見を取り入

れながら、研修や会議を行ってい

きます。

（

１

）

地

域

の

力

の

活

用

目

標

６

「

子

ど

も

・

若

者

の

健

や

か

な

成

長

を

地

域

全

体

で

支

援

す

る

」

②区民や

地域団

体、大学

との連携・

協働及び

地域ネット

ワークの形

成

子ども・若

者支援に

地域全体

で取り組む

ためのネッ

トワーク形

成を図りま

す。

地域団体

や事業者

間の支援

ネットワー

クを構築

し、情報

提供や活

動を支援

します。



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

次期

計画

事業

№

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

事業目標

（C）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

現行

事業

№

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

計画事業 16 28 24

としま子ども

学習支援

ネットワーク

「とこネット」

【再掲】

福祉総

務課

毎月の定例会におい

て、子ども達の学習指

導における情報共有と

意見交換を実施する

ことで、効果的な支援

を実施します。

子育て世帯を対象に、保護者へは就

労体験や各種助成制度の紹介な

ど、困窮課題解決のための支援、お

子さんへは区内の無料学習支援活

動を行う団体等へのご紹介をいたしま

す。

とこネット定例会

の開催数

12回

【12回】

とこネット定例会の

開催数
12回

①19人

②18団体22教室
○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

各学習支援団体が子どもたちの

声を聴き、苦手科目について重点

的に講座を開催したり、学習指導

以外のイベントも開催しています。

各学習支援団体が子どもたちの

声を聴き、苦手科目について重点

的に講座を開催したり、学習指導

以外のイベントも開催しています。

今後もこの取組を継続し、本人に

寄り添った学習支援環境を整備

していきます。

新規事業 17 新規 ー

SDGs達成

の担い手育

成事業

庶務課

（教育

施策推

進担当

課長）

学校を中心とした取り

組みを通じて大人も

子供もともに持続発

展都市を作り上げる

担い手を育成します。

区立小中学校全30校が保護者・地

域・企業・大学などが協働でSDGs目

標達成に向けた取組を推進します。

区立小中学校

全30校が保護

者・地域・企

業・大学などが

協働でSDGs目

標達成に向けた

取組を継続的

に実施する。

区立小中学校全30校

で保護者、地域、企業

等との連携によるSDG

ｓの取り組みを継続し

ます。

掲載終了

重点事業 18 226 183

ワーク・ライ

フ・バランス

推進企業

認定制度

男女平

等推進

センター

企業のワーク・ライフ・

バランスに対する理解

を深め、働きやすい職

場づくりを推進します。

区内に本社又は主たる事業所がある

企業を対象に、ワーク・ライフ・バランス

を積極的に推進する企業を区が認定

します。認定書の授与、区ホームペー

ジで取組の紹介等を行い、認定企業

は、企業が発行する印刷物等に認定

マークを使用できます。

認定企業数

59社

【70社】

（79％）

認定企業数 70社 企業 無

事業の対象が企業（勤務先）

であるため、子どもの意見を反映

するのは困難であると考える。

計画事業 19 227 184

企業･事業

所への啓発

事業

男女平

等推進

センター

ワーク・ライフ・バランス

に関する講演や交流

会を行い、区内企業

に対し、ワーク・ライフ・

バランス推進に向けた

普及啓発を図ります。

区内の企業・事業所に対し、働き方

の見直しなどワーク・ライフ・バランスの

推進に向けた情報提供・普及啓発を

行います。

－ －
区内事

業者
無

事業の対象が事業者（勤務

先）であるため、子どもの意見を

反映するのは困難であると考え

る。

計画事業 20 228 185

ワーク・ライ

フ・バランス

フォーラムの

開催

男女平

等推進

センター

ワーク・ライフ・バランス

に関する講演会を実

施し、地域全体でワー

ク・ライフ・バランスにつ

いて考えるきっかけを

作ります。

ワーク・ライフ・バランスの意義・重要性

を区民・事業者が理解し取組むため

に、ワーク・ライフ・バランスに関する

フォーラムを開催します。

ー －

・区内

事業者

・働いて

いる区

民、これ

から働き

たいと考

えている

区民

無

事業の対象が事業者（勤務

先）や、働いている、または働こう

と考えている区民（大人）である

ため、子どもの意見を反映するの

は困難であると考える。

計画事業 21 229 186

モデル事業

所としての

ワーク・ライ

フ・バランス

の推進

人事課

すべての職員がそれぞ

れの生活環境に応じ

た、よりよい「働き方」と

「キャリアプランの形成」

に取り組みます。

職場でのワーク・ライフ・バランス及び

子育て支援・両立支援を進めるため

に、特定事業主行動計画に基づく取

組を推進していきます。

①年間20日の

年次有給休暇

の取得率

②男性職員の

育児休業等の

取得率

③管理職に占

める女性の割合

①80.4%

【80％】

②70.4％

【50％】

③23.6%

【30％】

すべての職員がそ

れぞれの生活環境

に応じた、よりよい

「働き方」と「キャリ

アプランの形成」に

取り組みます。

➀80%

➁85％

③30％

②70.4％

男性職員の育児

休業の取得促進に

向けた取組の一層

の推進について

（R5.6.13総務

省通知）に基づき

見直し

○ 無

令和8年度以降の特定事業主

行動計画策定に向け、令和7年

度中に職員の意識調査等実施

予定

（

２

）

安

全

・

安

心

な

社

会

環

境

の

整

備
①子育て

世帯にや

さしいまち

づくりの推

進

子育て家

庭に優し

い住まいや

生活の実

現を図りま

す。

ファミリー層

向けの住

環境施策

等を実施

します。

重点事業 22 230 187

子育てファミ

リー世帯へ

の家賃助成

事業

福祉総

務課

子育てファミリー世帯を

区内の良質な民間賃

貸住宅に誘導し、居

住環境の改善及び定

住化を図ります。

区内の良質な民間賃貸住宅に転

入・転居した場合に、一定の要件を

満たす子育てファミリー世帯に対し、

転居後の家賃と基準家賃との差額の

一部を一定期間助成します。

新規家賃助成

受給件数
助成件数203件

新規家賃助成受

給件数
助成件数205件 ○ ○ ○ ○ 有

継続申請時に対象者から意見が

出た場合、聴取しています。

事業の内容について、施策面を主

管している住宅課と検討していま

す。

住宅マスタープランの内容に応じ

て、事業内容について住宅課と検

討しています。

（

１

）

地

域

の

力

の

活

用

目

標

６

「

子

ど

も

・

若

者

の

健

や

か

な

成

長

を

地

域

全

体

で

支

援

す

る

」

②区民や

地域団

体、大学

との連携・

協働及び

地域ネット

ワークの形

成

子ども・若

者支援に

地域全体

で取り組む

ためのネッ

トワーク形

成を図りま

す。

地域団体

や事業者

間の支援

ネットワー

クを構築

し、情報

提供や活

動を支援

します。

③仕事と

生活の調

和の実現

のための働

き方の見

直し

ワーク・ライ

フ・バランス

への意識

を地域ぐる

みで高め

ていきま

す。

企業や事

業者に対

する普及

啓発や、

認定制度

などを実施

します。



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

次期

計画

事業

№

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

事業目標

（C）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

現行

事業

№

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

計画事業 23 231 188

空き家利活

用推進事

業

住宅課

空き家の利活用の推

進により、ファミリー層

向けの住まい環境を

提供します。

空き家活用と地域コミュニティの活性

化を図るため、戸建て空き家を活用し

たいオーナーと、その建物で地域貢献

活動（多世代の交流の場、子どもの

居場所となる場の運営等）をしたい

団体をマッチングするとともに、空き家

の改修に必要な経費の一部を補助し

ます。

地域貢献型空

き家利活用事

業の事業化件

数（累計）

2件

【3件】

地域貢献型・共

同居住型空き家

利活用事業の事

業化件数（累

計）

23件 8件

子育て世帯等の住

宅確保要配慮者

向けのシェアハウス

として、区内の空き

家を利活用する共

同居住型空き家

利活用推進事業

を追加したため。

○ 無

オーナー側の空き家の活用意向

はそれほど高いとは言えず、空き家

を多世代の交流の場、子どもの居

場所となる場の運営等として活用

するにはクリアすべき様々な課題が

ありますが、今後、区では子育て

世代の定住のための施策につい

て、空き家の活用も視野に入れて

検討していきます。

計画事業 24 232 189

近居・多世

代同居の推

進

住宅課

親子で支え合いながら

子育てできる住まい環

境を促進します。

親子で支え合いながら子育てできる

環境を整備するため、子育て世帯が

親世帯と同居・近居する場合の住み

替え支援を検討します。

同居・近居する

場合の住み替

え支援制度の

構築

－

同居・近居する場

合の住み替え支

援制度の実施

調整中 調整中 ○ 無

各所管の調査結果や他区の実

施状況等を参考にしながら、実効

性のある施策内容になるよう検討

を進めていきます。

計画事業 25 233 ー

公共施設の

赤ちゃんス

ペース設

置・周知

子育て支

援課

安心して赤ちゃんと一

緒にお出かけできるよ

うサポートします。

安心して乳児を連れて外出ができる

よう、区民ひろばや子ども家庭支援セ

ンター等の地域の公共施設に、授乳

やおむつ交換ができるスペースを設置

し、周知します。

設置済み区立

施設数

29施設

【30施設】

96.7%

掲載終了

計画事業 26 234 190
薬物乱用

防止教育
指導課

薬物乱用防止に関す

る学習及び教員研修

を実施します。

医薬品の正しい使い方や危険ドラッグ

などの使用防止の学習「薬物乱用防

止教室」を年間指導計画に位置付

け、学校薬剤師や警察と連携して年

１回以上実施します。また、教員に

対しても生活指導主任研修会等で、

おくすり教育、薬物乱用防止教育の

研修を行います。

小学校６年

生、中学校３

年生での授業の

実施数

年１回以上、小学校

６年生、中学校３年

生での授業を実施

【年1回以上】

小学校６年生、

中学校３年生で

の授業の実施数

年1回以上 ○ ○ ○ 無

計画事業 27 235 191
情報モラル

教育
指導課

情報ネットワーク社会

に対応した児童・生徒

の情報活用能力の育

成及び情報モラル教

育を充実します。

情報ネットワーク社会に対応するた

め、タブレットＰＣを活用し、児童・生

徒の情報活用能力を育成するととも

に、情報モラル教育及び情報セキュリ

ティ意識向上のための指導の充実を

図ります。

ＳＮＳルールの

年一回の見直

し

情報モラル教室

の全校実施

ＳＮＳルールの年一回

の見直し

ＳＮＳルールの年

一回の見直し

情報モラル教室の

全校実施

ＳＮＳルールの年一

回の見直し
○ ○ ○ 無

計画事業 28 236 ー

PTAと連携

した「SNS

ルール」の活

用

庶務課

携帯電話やスマート

フォンの使い方につい

て、PTAと連携して、

周知をする。

携帯電話やスマートフォンの使い方に

ついて、PTAと連携して、児童・生徒

が自らの体験をもとに改善を図る

「SNSルール」を周知し、家庭や学校

での指導を徹底します。

－ －
情報モラル教育事

業と統合

計画事業 29 237 192

不健全図

書類等規

制対策事

業

子ども若

者課

不健全図書類等の自

動販売機調査を実施

し、環境浄化活動を

行います。

昭和60年10月に施行された「豊島

区不健全図書類規制に関する条

例」に基づき、地区の青少年育成委

員会の協力のもとに不健全図書類

等の自動販売機調査を行い、より一

層の環境浄化活動を行います。

不健全図書類

等の自動販売

機設置数

－ 確認中 確認中 － ○ 無

計画事業 30 238 ー

子ども事故

予防セン

ター「キッズ

セーフ」の運

営と事故予

防の啓発

健康推

進課

長崎健

康相談

所

子どもの事故予防につ

いて見て、触れて、学

べる場を提供します。

子どもの死亡原因の上位を占める

「不慮の事故」を減少させるため、保

護者・関係者が家庭内の事故予防

について見て、触れて、学べる場を提

供しています。（家庭内の事故：台

所でのやけど、浴槽での溺水、ベラン

ダからの転落等）

来所数
6850人

【6500人】
掲載終了

計画事業 31 239 193

安全・安心

パトロールの

実施

防災危

機管理

課

区内の治安を維持し

ます。

区民の安全・安心を確保するため、

区内全域を青色防犯灯付きパトロー

ル車でパトロールします。登下校時の

通学路警戒の他、小学校、保育

園、子どもスキップ等の施設にも立ち

寄るなど見せる防犯活動を行います。

（区内の犯罪

発生件

数の減少を目

標に、）区内の

刑法犯認知件

数

3,405件

【3,000件】

達成率：88.1%

区内の刑法犯認

知件数（減が目

標）

2,900件 ○ ○ ○ ○ 有

警察や地域団体と連携し、定期

的に実施している環境浄化パト

ロールや各種防犯キャンペーン等

において、区内の防犯上の問題

点や課題を共有した上、重点警

戒箇所を選定している。

警察や地域団体等から聴取した

意見や要望等を精査した上、青

色防犯灯付きパトロール車や職員

による巡回ルートに反映し、安全

で安心なまちづくりに寄与する実

効的なパトロールを実施している。

今後も、環境浄化パトロール、各

種防犯キャンペーンや区民大会

等において、警察や地域団体等

がそれぞれの視点で抽出した防犯

上の問題点や課題、意見を適時

共有し、課題解決に向けた効果

的なパトロールを実施する等、意

見等を踏まえながら安全で安心な

まちづくりに取り組んでいく。

計画事業 32 240 194

小学校児

童の通学路

安全対策の

推進

学務課

通学路における子ども

たちの安全対策とし

て、各小学校の通学

路に防犯カメラを増設

していきます。

通学路における子どもたちの安全対

策として、各小学校の通学路に防犯

カメラを増設していきます。

通学路防犯カメ

ラの設置数

210台

【210台】

通学路防犯カメラ

の設置数

210台

【210台】
○ 無

（

２

）

安

全

・

安

心

な

社

会

環

境

の

整

備

目

標

６

「

子

ど

も

・

若

者

の

健

や

か

な

成

長

を

地

域

全

体

で

支

援

す

る

」

③防犯・

事故予防

の推進

犯罪や事

故を防ぐま

ちづくりを

進めます。

道路や公

園における

安全な環

境整備

や、事故

予防に関

する普及

啓発に取

り組みま

す。

②有害環

境等への

対応

子ども・若

者に有害

な環境へ

の対策を

推進しま

す。

インター

ネット利用

や薬物乱

用防止に

関する教

育・普及

啓発に取

り組みま

す。

ファミリー層

向けの住

環境施策

等を実施

します。

①子育て

世帯にや

さしいまち

づくりの推

進

子育て家

庭に優し

い住まいや

生活の実

現を図りま

す。



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

次期

計画

事業

№

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

事業目標

（C）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

現行

事業

№

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

計画事業 33 241 195
学校安全

安心事業

学務課 通学路合同点検の計

画的に実施します。

各小学校の通学路を関係者と点検

し、通学路等における子どもたちの安

全を確保していきます。

3年に一度通学

路合同点検の

実施校数

（全校）

7校

【7校】

100％

3年に一度通学路

合同点検の実施

校数

（全校）

7校 ○ 有

通学路の合同点検時に、PTAの

方などの意見を取り入れ、必要に

応じて安全確保へ取り組みを行っ

ている。

同左

計画事業 34 242 196
安全・安心

な学校づくり

庶務課

（教育

施策推

進担当

課長）

コミュニティ・スクール活

動と連動し、安全・安

心な学校づくりを拡大

します。

区内のすべての小中学校で安全安

心な学校づくりに取り組む活動をコミュ

ニティ・スクールの中で推進します。ま

た、小・中学校連携教育の視点か

ら、各中学校ブロックで、創意工夫を

生かして取組を充実させます。

インターナショナ

ルセーフスクール

認証校数

10校

【10校】

コミュニティ・スクー

ル設置校数

30校

【全小中学校で実施

予定】

今後、インターナ

ショナルセーフスクー

ルの認証申請は行

わななくなり、コミュ

ニティ・スクールの中

で取り組みを推進

していくため。

○ ○ ○ ○ ○ 無

計画事業 35 243 197

区立小学

校・学童ク

ラブの入退

室管理シス

テム

放課後

対策課

区立小学校全校にお

いて入退室システムを

導入し、児童・保護

者の安全と安心を向

上させます。

児童の安全の向上を図り、保護者の

安心感担保や緊急時の迅速な対応

を実現するため、区立小学校1年生

から3年生及び学童クラブに、児童の

入退室を保護者に通知するシステム

を導入し、運用します。

通知配信校数

22校

【22校】 通知配信校数 22校 ○ ○ 無

保護者からは大変好評をいただい

ていますが、必要に応じて、保護

者の意見や要望をお伺いいたしま

す。

計画事業 36 244 198

交通安全

施設整備

事業

道路整

備課

区道の交通安全を図

るため、道路標識や

ガードパイプ等の交通

安全施設の整備及び

維持管理を行います。

妊産婦や子ども連れの親子が安心し

て外出することができるよう、また、子ど

もの交通事故の減少を図るため、自

転車・歩行者等の安全確保と、日常

生活に支障をきたさない安全対策を

行う。

－ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有

・学務課が主体で実施している通

学路合同点検にて、学校職員や

保護者等から出た意見等を踏ま

え、警察と連携しながら交通安全

対策を実施している。

・春・秋の交通安全運動から出た

意見等を踏まえ、警察と連携しな

がら交通安全対策を実施してい

る。

・警視庁からの「交通安全施設の

整備等に関する要請」を踏まえ、

警察と連携しながら交通安全対

策を実施している。

左記のとおり 引き続き、通学路合同点検等で

聴取した意見をもとに、区道の交

通安全対策を図る。

計画事業 37 245 199
交通安全

対策事業

土木管

理課

交通事故予防のた

め、交通安全の普及

啓発を行います。

春・秋の交通安全運動を中心とし

て、年間を通じた広報・啓発活動を

実施します。各種交通安全教室・講

習会の実施、交通安全ビデオ・ＤＶ

Ｄの貸出し、交通安全協会活動支

援などを行います。子どもや子育て世

帯に対しては、特に自転車乗用中の

ルールとマナーに対する啓発活動を行

います。

－ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

未定です。

計画事業 38 246 200

中学校自

転車安全

教室（スケ

アード・スト

レイト授

業）

土木管

理課

交通事故予防のた

め、区立中学校で自

転車安全教室を行い

ます。

事故の恐ろしさと交通ルールを守るこ

との大切さを実感させることを目的とし

て、区立中学校において、スタントマン

による交通事故再現の様子を目の前

で見てもらう交通安全教室を警察署

と協働で行います。

－ － － － ○ ○ 無

未定です。

計画事業 39 247 201

自転車用ヘ

ルメット普及

啓発事業

土木管

理課

自転車の転倒事故に

よる頭部の受傷を防ぐ

ため、子育て世代及

び高齢者のヘルメット

購入を支援します。

自転車の転倒事故による頭部の受

傷を防ぐため、自転車用ヘルメットの

購入費を助成します。また、子育て世

代の保護者を対象とした「交通安全

研修会」を実施し、交通安全意識の

向上を図ります。

幼児児童用ヘ

ルメット購入補

助数

1,071個

【－】

自転車用ヘルメッ

トの購入補助数
1,440個 1,071個

道路交通法の改正

により、令和5年4月

から自転車用ヘルメッ

トの着用が努力義務

化されたことに伴い、

令和5年7月より今ま

での幼児・児童や高

齢者といった年齢制

限を撤廃し、全区民

及び区外在住で豊

島区内の保育園・幼

稚園・小学校・中学

校に在園・在学する

中学生以下の方まで

対象を拡大したため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

未定です。

計画事業 40 248 ー

高齢者安

全運転支

援装置設

置促進事

業

土木管

理課

交通事故予防のた

め、高齢者の安全運

転支援装置の購入を

支援します。

高齢者の運転する自動車事故を防

止し、区民の安全と安心を図る目的

として、高齢者が安全運転支援装置

新たに購入及び設置した場合に要す

る経費の一部を補助します。

－ －

令和3年度末で

事業終了

掲載終了

目

標

６

「

子

ど

も

・

若

者

の

健

や

か

な

成

長

を

地

域

全

体

で

支

援

す

る

」

（

２

）

安

全

・

安

心

な

社

会

環

境

の

整

備

③防犯・

事故予防

の推進

犯罪や事

故を防ぐま

ちづくりを

進めます。

道路や公

園における

安全な環

境整備

や、事故

予防に関

する普及

啓発に取

り組みま

す。



出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18

～39

歳）

保護者

施設・

学校

職員

地域団

体

その他

（具体的に

記載）

次期

計画

事業

№

事業の主な対象（K）
子ども・若者

等事業対象

者の意見反

映の取組の

有無

(L)

事業実施あたって、事業対象者から

の意見や思いをどのように取り入れて

いるか

（M）

((L)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に

反映しているか

（N）

（(L)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方

向性

(O)

事業目標

（C）

令和6年度目標を令

和11年度目標にお

いて見直した理由

(J)

（変更した場合のみ

記入）

目標

（令和6年度）

（E）

現状値

(令和５年度実績)

【】内は令和5年度目標値

達成率（%）　　（F)

目標

（令和11年度）

（G）

目標値

（令和11年度）

（H）

現状値

(令和5年度実績値)

（I）

（変更した場合のみ記

入）

現行

事業

№

子ども・若者等事業対象者の意見反映

目標
取組の

方向性

具体的な

取組
目標 内容

事業内容

（D）

計画の施策体系における適合箇所 事業の概要 目標 事業対象

事業

分類

現行

事業

№

事業名

（A）

担当課

（B）

（

２

）

安

全

・

安

心

な

社

会

環

境

の

整

備
③防犯・

事故予防

の推進

犯罪や事

故を防ぐま

ちづくりを

進めます。

道路や公

園における

安全な環

境整備

や、事故

予防に関

する普及

啓発に取

り組みま

す。

計画事業 41 249 202

公園等防

犯カメラ整

備事業

公園緑

地課

公園等における安全

対策の強化を図りま

す。

死角の生まれやすいトイレのある公園

や落書き・いたずら、不法投棄の防止

等、地元の要望のある公園に優先的

に防犯カメラを設置することで、子ども

や女性がより安心して利用できる公

園を作ります。また、確認の頻度が高

い公園についてはSDカード型をクラウ

ド型に取り換え、画像確認の迅速化

を図ります。

8施設に設置

8施設

【6施設に６か所新規

に設置。２施設５か所

をクラウド型に取り換

え。】100%

実施施設数 8施設

必要性を精査し優

先度の高い公園に

設置することとした

ため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

防犯カメラの設置にあたっては、子

どもの利用状況や地域の要望を

検討する中で管理者として判断し

ていきます。

重点事業 42 250 203

トキワ荘マン

ガミュージア

ムの開設・

運営

文化観

光課

豊島区ゆかりのトキワ

荘等のマンガ文化に

触れる機会を増やすと

ともに、関連情報の発

信によりまちの魅力を

高め、マンガ・アニメを

核とする地域文化の

継承・発展を目指しま

す。

トキワ荘のあった南長崎地域に「トキ

ワ荘マンガミュージアム」を開設し、マン

ガ・アニメ文化の発信やマンガによるま

ちづくりを地域と一体となって進めま

す。

トキワ荘マンガ

ミュージアム及び

関連施設年間

来館者数

（後期基本計

画との整合性の

問題から「関連

施設」に修正）

123,447 人

【160,000人】

トキワ荘マンガ

ミュージアム及び関

連施設年間来館

者数

（後期基本計画

との整合性の問題

から「関連施設」に

修正）

280,000人 ○ ○ ○ ○ ○ 無

計画事業 43 251 204

トキワ荘通

りお休み処

の運営

文化観

光課

トキワ荘マンガミュージ

アムと連携してマンガ

文化に触れる機会を

増やすとともに、関連

情報の発信によりまち

の魅力を高め、地域

文化の継承・発展を

目指します。

トキワ荘のあったまちの散策拠点であ

る「トキワ荘通りお休み処」を運営しま

す。トキワ荘の部屋の再現等のほか、

休憩スペースも設け、トキワ荘マンガ

ミュージアムと連携してまちの魅力を発

信します。

来館者数
14,386人

【28,000人】
調整中 調整中 ○ ○ ○ ○ ○ 無

計画事業 44 252 205

芸術文化

劇場の運営

と文化芸術

発信事業

文化デザ

イン課

子どもたちに良質な芸

術文化を鑑賞する機

会を提供します。

芸術文化劇場（東京建物 Brillia

HALL）の管理運営を行い、魅力的

な公演を上演することで、区民に良

質な芸術文化を鑑賞する機会を提

供するとともに、芸術文化により地域

のにぎわいを創出します。

劇場来場者数
261,578人

【150,000人】
劇場来場者数 351,000人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

実施さ

れる公

演の対

象者に

よる

無

現在実施されている施設アンケー

トにおいて、子ども・若者から意見

が寄せられた際、反映を行う。

計画事業 45 253 206

舞台芸術

交流セン

ターの運営

と文化の発

信事業

文化デザ

イン課

子どもたちに舞台芸術

の創造、発信の機会

を提供することで、舞

台芸術の担い手の育

成を図ります。

舞台芸術交流センター（あうるすぽっ

と）において、舞台芸術公演、各種

講座・ワークショップ等の事業を実施

し、芸術文化を通して多様な人々が

集い交流する機会を提供します。

劇場来場者数
48,887人

【60,000人】
劇場来場者数 81,000人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

実施され

る公演・

事業

（ワーク

ショップ

等）の

対象者

による

無

現在実施されている施設アンケー

トにおいて、子ども・若者から意見

が寄せられた際、反映を行う。

計画事業 46 254 207

池袋西口

公園野外

劇場管理

運営事業

文化デザ

イン課

子どもたちが身近に本

格的な文化芸術に触

れられる機会を提供し

ます。

本格的な舞台、ダンス、クラシックなど

の音楽会等ができる野外劇場として

池袋西口公園野外劇場

（GLOBAL RING THEATRE）を

整備・運営し、良質な文化の発信や

まちの賑わいの創出を図ります。

野外劇場利用

日数

136日

【100日】

野外劇場利用日

数
210日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

実施さ

れるイベ

ントの対

象者に

よる

無

現在実施されている施設アンケー

トにおいて、子ども・若者から意見

が寄せられた際、反映を行う。

計画事業 47 255 208

池袋モンパ

ルナス回遊

美術館事

業

文化デザ

イン課

池袋モンパルナス回遊

美術館事業により、

美術作家だけではな

く、子どもたちが表現す

る機会を提供していき

ます。

「街のどこもが美術館」をコンセプトに、

かつて「池袋モンパルナス」と呼ばれた

池袋西口、長崎、千早地域を中心

に、池袋東口エリアの会場も加え、美

術作家から小学生等までの多彩な作

品を展示します。

子どもの作品の

展示プログラム

数

4プログラム

【4プログラム】

（100％）

子ども・若者の作

品の展示プログラ

ム数

検討中

「子ども・若者総合

計画」であるので、

「若者」も加えた。

○ ○ ○ ○ ○ 無

作品展示であるので、対象者から

それほど意見があるわけではなく、

もしあれば柔軟に考慮していくこと

になります。

計画事業 48 256 ー

東京芸術

祭開催事

業

文化デザ

イン課

子どもの頃から身近に

演劇があり触れること

のできる、演劇のまちと

しての魅力を発信しま

す。

国際アート・カルチャー都市の基幹事

業として関係団体、地域と連携を図

りながら、東京芸術劇場、あうるす

ぽっと、街なかの施設等を中心に国

際的な舞台芸術祭を開催し、演劇

のまちとしての魅力を発信します。

プログラム数及

び参加人数
未実施

プログラム数及び

参加人数
掲載終了

計画事業 49 257 ー

庁舎まるご

とミュージア

ム運営事業

文化デザ

イン課

展示空間を利用し、

子どもたちに豊島区の

文化芸術を紹介する

とともに、各課と連携

し、子どもの作品展

示、また権利等につい

ての展示を随時、実

施しています。

本庁舎を美術館や博物館のような空

間に演出し、3階から9階の通路部分

の壁面を使用した展示を行い、区の

文化資産の紹介や区の重点施策等

の情報をわかりやすくタイムリーに掲示

して、区民・来庁者に発信します。

子ども関連展示

回数

8回

【6回】

(160%)

子ども関連展示回

数
掲載終了

①文化・

芸術に親

しむ環境

づくり

アート・カ

ルチャーに

よるまちづ

くりを推進

します。

子ども・若

者がまちの

中で文化

芸術に触

れ、親しむ

ことのでき

る環境を

整備しま

計画事業 50 258 209

熊谷守一

美術館の運

営

文化デザ

イン課

子どもたちが美術文化

を享受することにより、

文化の向上と豊かな

地域社会の形成を図

ります。

画家熊谷守一の作品を展示する区

立美術館を運営し、区民等が芸術に

触れる機会を提供します。

観覧者数(有料

展示室入館者)

9,293人

【6,800人】

施設利用者数

（有料展示室入

館者数＋無料展

示観覧者数）

12,000人 10,832人

子ども向けのイベン

トを無料展示にて

実施することもある

ため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

現在実施されている施設アンケー

トにおいて、子ども・若者から意見

が寄せられた際、反映を行う。

目

標

６

「

子

ど

も

・

若

者

の

健

や

か

な

成

長

を

地

域

全

体

で

支

援

す

る

」

（

３

）

子

ど

も

・

若

者

が

文

化

や

芸

術

に

親

し

む

こ

と

の

で

き

る

ま

ち

づ

く

り

①文化・

芸術に親

しむ環境

づくり

アート・カ

ルチャーに

よるまちづ

くりを推進

します。

子ども・若

者がまちの

中で文化

芸術に触

れ、親しむ

ことのでき

る環境を

整備しま

す。



「子ども・若者総合計画（令和7～11年度）」掲載予定事業（新規掲載事業）

出産前 0～2歳 3～5歳 小学生 中学生 高校生

若者

（18～

39歳）

保護者

施設・学

校

職員

地域団体

その他

（具体的に記

載）

1 指導課 新規事業 ー

子どもに関わる

職にある者の

服務の厳正

子どもたちが安心して学習・生活

に取り組めるために、子どもに関

わる職にある者の日常的な綱紀

粛正を図る。

学校教諭や子どもに関わる施設職員に対して

服務事故防止に関する研修をお行う。

Ⅰ子どもの権利を尊重し、自分らしい育

ちを支援する
(4) ① ○

服務事故防止研

修の実施。
2件

2件

【0件】

2

健康推進

課

長崎健康

相談所

ー ー 離乳食講習会

乳児の健康増進をはかり、保護

者が安心して育児に取り組める

よう支援します。

生後5か月以降に開始する離乳食のすすめ方

について、口の機能の発達に合わせた調理のポ

イントや実演を交えた講習会を実施します。

Ⅱ子どもを安心して産み育てるための支

援を推進する
(1) ② ○ 実施回数 18回 18回 無

3

健康推進

課

長崎健康

相談所

ー ー

としま子育て応

援パートナー事

業

妊婦とその家庭の心身の健康の

保持、増進に努めるとともに、家

庭の孤立化を防ぐなど、健全な

育児環境の確保を図ります。

特に支援を必要とする妊婦およびその家庭につ

いて、サポートプランを作成し継続的な支援を

実施します。

Ⅱ子どもを安心して産み育てるための支

援を推進する
(1) ① ○ ○

4

健康推進

課

長崎健康

相談所

重点事業 46
ゆりかご・としま

事業

妊婦、乳幼児、保護者の心身

の健康の保持、増進に努めると

ともに、家庭の孤立化を防ぐな

ど、健全な育児環境の確保を図

ります。

妊娠中から出産・子育てに関する様々な不安

を軽減し、必要な支援を行うため、「ゆりかご面

接（妊娠中の体や心、赤ちゃんを迎える準備

等の相談）」を実施するとともに、ゆりかご応援

グッズを配付します。

Ⅱ子どもを安心して産み育てるための支

援を推進する
(1) ① ○ ○

ゆりかご面接実施

率
92.0%

89.7%

【68％】

達成度131.9％

無

5

健康推進

課

長崎健康

相談所

保健予防

課

計画事業 53

としま見る知る

モバイル

(令和3年度よ

り「もっと見る知

る」に変更)

母子手帳アプリ

母子モ

妊娠・子育て中の記録を管理す

ることができ、必要な情報を簡単

に入手することができるよう、支援

体制の充実を図ります。

母子手帳アプリを活用し、健診

受診・健診結果の確認など利便

性の向上を目指します。

結婚・妊娠・出産・子育て支援の情報発信を

行うアプリを導入し、双方向性の支援を実施し

ます。また、予防接種スケジュール管理とお知ら

せメールの自動配信を行います。

※令和2年度より事業内容一部変更

妊娠・成長記録、子育て情報の配信、予防接

種のスケジュール管理のほか、面接の予約や健

診のデジタル化を推進します。

Ⅱ子どもを安心して産み育てるための支

援を推進する
(1) ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無

6
健康推進

課
新規事業 ー

妊婦のための

支援給付事業

妊婦期の経済的負担を軽減

し、妊娠から出産・子育て期に

切れ目なく相談・支援が受けら

れるよう相談支援を充実させま

す。

国の「出産・子育て応援交付金」、東京都の

「とうきょうママパパ応援事業」の補助金を活用

し、ゆりかご面接後に5万円相当、赤ちゃん訪

問後に１０万円相当の、出産・子育て応援ギ

フト(電子クーポン)を交付します。

※法改正により事業内容変更の可能性あり

妊娠期の経済的負担軽減のため、支援給付

を実施します。あわせて妊婦等に対する相談支

援を行います。

Ⅱ子どもを安心して産み育てるための支

援を推進する
(2) ① ○ ○

ギフトか給付数か目

標調整中
無

7 庶務課 重点事業 75
家庭教育推進

事業

家庭教育の重要性を啓発しま

す。

以下の取組を通じ、子どもの発達段階に応じた

学習機会の充実や情報提供を行います。

①【家庭教育推進員】区立小学校ＰＴＡ会

長から推薦を受けた家庭教育推進員が1年間

活動し、2月に学習発表会を開催します。令和

6年度末で終了予定

②【家庭教育学級】キャリア教育や居場所とし

ての家庭について学ぶ講座を開催します。事業

目的変更により掲載終了

③【家庭教育講座】区立小中学校ＰＴＡ及

び区立幼稚園職員と園児の保護者が企画運

営する講座を支援します。

Ⅱ子どもを安心して産み育てるための支

援を推進する
(2) ② ○

家庭教育講座実

施数
17講座 11講座 有

対象は子どもではなく保護者ですが、アン

ケートをとっています。またPTA会長や実

務担当の成人教育担当者へ直接説明

し、質問を受ける場を設けています。

アンケート等でいただいた意見について

は、次年度以降の事業に反映している

ものもあります。

今後も、スムーズな事業実施のため保護

者の意見を聞く機会を設けます。

8 庶務課 ー ー

幼児教育セン

ター機能の整

備

区内の幼児教育の支援拠点と

なる「幼児教育センター機能」の

整備

区内の幼児教育の支援拠点となる「幼児教育

センター機能」を整備し、各幼児教育施設へア

プローチカリキュラム（就学前5歳児指導計

画）に基づく研修の実施などにより、公立・私

立幼稚園、保育園など施設の種類を問わず、

一体的に幼児教育の質の底上げを図っていき

ます。

Ⅲ子ども・若者に関わる施設において、充

実した環境を整備する
(1) ① ○ ○ ○

各幼児教育施設を

対象とした研修実

施回数

年6回 0回 有

教育大綱2024策定に伴い調査した

「教育施策に関する意識調査」で、（豊

島区内の区立・私立幼稚園、保育園の

保護者の方対象）通園先に求めること

を問う設問を設け、「幼児教育の充実」

と回答した人が49．8％である。

区内の幼児教育の支援拠点となる「幼

児教育センター機能」の整備することで

公立・私立幼稚園、保育園など施設の

種類問わず一体的に幼児教育の質の

向上を図る。

まずは幼児教育センター機能を関係所

管と連携し、設置する.

9 保育課 新規事業

こどもつながる

定期預かり事

業

必要な家庭が安全に事業を利

用できるよう、需要に見合った利

用定員数の確保とサービスの充

実を図ります。

保育所等に通っていない、未就学児を週１回

定期的に預かり、子ども同士の触れ合いや保

育士との育児相談の機会をつくる。

Ⅲ子ども・若者に関わる施設において、充

実した環境を整備する
(1) ① ○ ○ 利用人数

今後、給付制度化

に応じて精査・検討
25人 無

現行事業

No.

（C）

計画の施策体系における適合箇所 事業対象

事業の主な対象（J）

事業名

（D）

事業目標

（E）

事業内容

（F）

子ども・若者等事業対象者の意見反映

子ども・若者等事

業対象者の意見

反映の取組の有

無

(M)

事業実施あたって、事業対象者からの意見

や思いをどのように取り入れているか

（N）

((M)で有とした場合にのみ記入）

事業対象者の意見や思いを事業に反映して

いるか

（O）

（(M)で有とした場合にのみ記入）

意見反映の取組について今後の方向性

(P)

現状値

（令和5年度実績）

（M）

目標

（令和11年度）

（K）

目標値

（令和11年度）

（L）

目標事業の概要

目標

(G)

取組の

方向性

（H）

具体的な

取組

（I）

課名

（A）

事業分類

（B）



10

生活福祉

課

西部生活

福祉課

計画事業 140

子ども・若者支

援事業

被保護者次世

代育成支援事

業

貧困の連鎖を防止し、生活保

護を受給している子どもや若者が

夢や希望をもって自らの人生を

選択し、自立した生活を送れる

ようにします。

生活保護受給世帯の子どもが

自らの進路を選択し、将来的に

自立した生活を送れるように支

援します

子どもや若者のいる生活保護受給世帯に対し

て、専門の支援員が訪問や面接等を重ねる中

で問題点を把握し、ケースワーカーと連携して生

活課題の解消や学力向上を目指した無料学

習会へのつなぎなどの支援を行い、将来自立し

た生活を送っていけるように支援します。

【R6年度より事業改定】

原則として小学4年生から高校卒業年次の子

どものいる生活保護受給世帯に対し、専門の

支援員が面談や訪問による学習状況・生活状

況の把握、課題に応じた相談支援、進学に関

する情報提供、無料学習会へのつなぎなどの

支援を行い、将来自立した生活を送っていける

ように支援します。

Ⅳ若者の自立と社会参加を支援する (1) ② ○ ○ ○ ○ 高校等在籍率 100% 100% 有

個々の支援対象者と面談等を実施する

中で意見や思いを取り入れています。

面談等を通じて伺った意見や思いをその

後の支援方針に反映させています。

引き続き、面談等を通じて支援対象者

の意見や思いを受け止めながら事業を推

進していきます。

11

生活福祉

課

西部生活

福祉課

計画事業 140

子ども・若者支

援事業

被保護者次世

代育成支援事

業【再掲】

貧困の連鎖を防止し、生活保

護を受給している子どもや若者が

夢や希望をもって自らの人生を

選択し、自立した生活を送れる

ようにします。

生活保護受給世帯の子どもが

自らの進路を選択し、将来的に

自立した生活を送れるように支

援します

子どもや若者のいる生活保護受給世帯に対し

て、専門の支援員が訪問や面接等を重ねる中

で問題点を把握し、ケースワーカーと連携して生

活課題の解消や学力向上を目指した無料学

習会へのつなぎなどの支援を行い、将来自立し

た生活を送っていけるように支援します。

【R6年度より事業改定】

原則として小学4年生から高校卒業年次の子

どものいる生活保護受給世帯に対し、専門の

支援員が面談や訪問による学習状況・生活状

況の把握、課題に応じた相談支援、進学に関

する情報提供、無料学習会へのつなぎなどの

支援を行い、将来自立した生活を送っていける

ように支援します。

Ⅴそれぞれの状況に応じ、子ども・若者及

び家族を支援する
(1) ④ ○ ○ ○ ○ 高校等在籍率 100% 100% 有

個々の支援対象者と面談等を実施する

中で意見や思いを取り入れています。

面談等を通じて伺った意見や思いをその

後の支援方針に反映させています。

引き続き、面談等を通じて支援対象者

の意見や思いを受け止めながら事業を推

進していきます。

12

男女平等

推進セン

ター

ー ー
にじいろ相談ダ

イヤル

アンコンシャスバイアス（性別によ

る無意識の思い込みや偏見）

などを背景に生きづらさを抱える

方々が、自分らしい生き方や自

ら解決の道を探れるように電話

相談を実施します。

性自認・性的指向に関する悩みについて専門

の相談員が応じます。

Ⅴそれぞれの状況に応じ、子ども・若者及

び家族を支援する

多様な

性自認・

性的指

向の人

及びその

関係者

年間の開設数 12回 － 有

相談内容等により事業対象者（相談

者）のニーズを把握予定

相談内容等により事業対象者（相談

者）のニーズを把握予定

相談内容等により事業対象者（相談

者）のニーズを把握予定

13

男女平等

推進セン

ター

ー ー
男性専門相談

ダイヤル

アンコンシャスバイアス（性別によ

る無意識の思い込みや偏見）

などを背景に生きづらさを抱える

方々が、自分らしい生き方や自

ら解決の道を探れるように電話

相談を実施します。

仕事や家庭のこと、人間関係や生き方など、男

性の様々な悩みについてカウンセラーが応じま

す。

男性 年間の開設数 12回 － 有

相談内容等により事業対象者（相談

者）のニーズを把握予定

相談内容等により事業対象者（相談

者）のニーズを把握予定

相談内容等により事業対象者（相談

者）のニーズを把握予定

14

男女平等

推進セン

ター

ー ー
すずらんスマイ

ルプロジェクト

障害者雇用の推進及び障害あ

る人が働きやすい環境を整備し

ます。

当事者に届けるための情報発信や、職員のス

キルアップに向けた研修、企業や民間支援団体

等と連携・協働した取り組みを実施します。

Ⅴそれぞれの状況に応じ、子ども・若者及

び家族を支援する

10代・

20代の

女性

ターゲティング広告

をクリックし、すずらん

スマイルプロジェクト

HPが閲覧された回

数

6,000 5,822 有

の 周知用リーフレットのデザイン、や周知の

実施方法について、当事者世代の若者

の意見を取り入れている。

引き続き、当事者世代の若者と意見交

換の場を作れるよう努める

15
児童相談

課
重点事業 156

社会的養育基

盤構築事業

社会的養育促

進事業

社会的養育が必要な児童に対

する支援の基盤構築を目指しま

す。

里親支援担当職員の育成、社会的養育の制

度についての普及・啓発や里親やショートステイ

協力家庭候補者育成等を行うとともに、児童

養護施設等の誘致を検討します。

民間事業者（フォスタリング機関）も活用した

家庭養護の普及啓発、委託促進とともに、社

会的養護の担い手の１つである児童養護施

設の誘致を検討する。

Ⅴそれぞれの状況に応じ、子ども・若者及

び家族を支援する
(1) ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①里親普及啓発に

関する講演、イベン

トの開催数

②里親登録数

①15回

②44家庭

①7回

【５回】

②22家庭

【21家庭】

有

里親家庭については日々の支援を通

し、里親・子の抱える悩みや要望を、新

規登録者に向けては各種イベントでのご

質問やアンケートを実施するなど、当事

者の声を事業内容に繁栄するよう心が

けている。

家庭訪問での様子や里親登録相談

会、各種イベントに参加された方の意見

を踏まえ、事業を展開している。今年度

の養育体験発表会のテーマは里親登録

相談会等でよく寄せられる意見を基に、

里親としての生活をより具体的にイメージ

できるものを設定した。

東京都全体の広域調整の中で里親の

不安や戸惑いが生じないよう、区内児相

の立地を生かし速やかな対応を行う。新

規里親登録活動を通し、区全体に「社

会的養護」「子どものための制度」の理

解者を増やし、里親子が生活しやすい

環境作りへ繋げる。登録相談会や里親

実践者から聞かれる意見を参考に事業

内容に生かす。

16
文化デザイ

ン課
重点事業 19

ぞうしがや こど

もステーション

運営事業(旧

事業No.19）

子どもたちが多彩な文化芸術が

体験できる機会を提供します。

区とNPO法人が協働して、次代の文化の担い

手である子どもたちを対象に文化芸術に触れる

ワークショップ等のアートプログラムを展開します。

Ⅵ子ども・若者の健やかな成長を地域全

体で支援する
(3) ① ○ ○ ○ ○

実施回数、延べ参

加者数
50回、1,500人

41回

参加者数1,168人

【1,000人】

（60%）

有

プログラム実施後に毎回アンケートを実

施し、参加者の意見を聴取している。ま

た、参加者の反応を関係者内で共有

し、課題がある場合は改善策を考え実

行している。

参加者の意見や反応をふまえ、参加者

一人一人が楽しめるようにプログラムの内

容を調整している。

今後もアンケートの実施、参加者の反応

を見ながら、プログラムの内容を調整して

いく。

17
文化観光

課
新規事業 ー

IKE-CIRCLE

による文化・観

光情報発信

豊島区の文化と観光などの情報

を集約して発信することで、区内

外に豊島区の魅力をPRする。

「文化」「観光」「交流都市」の3つのカテゴリに

仕分けた情報をWebサイトで公開する。

Ⅵ子ども・若者の健やかな成長を地域全

体で支援する
(3) ① アクセス数

237,911

【100,000】

18 人事課 新規事業 ー
障碍者雇用推

進

障害者雇用の推進及び障害あ

る人が働きやすい環境を整備し

ます。

オフィスサポートセンター等、区自らが就労機会

の拡大を図ることで、区民や職員に障害者の雇

用促進についての理解も深めていきます。

Ⅴそれぞれの状況に応じ、子ども・若者及

び家族を支援する
(1) ⑥ ○ 障害者雇用率 3.00% 2.48 無

令和9年度以降の豊島区障害者活躍

推進計画に向け、令和８年度中に障

害のある職員の満足度に関するアンケー

ト実施予定

19
障害福祉

課
新規事業 ー

医療的ケア児

等支援協議会

日常生活及び社会生活を営む

ために恒常的に医療的ケアを受

けることが不可欠である児童及

びその家族を、身近な地域で支

えらえるようにします。

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関連

機関が一堂に会し、医療的ケア児等への取り

組みや支援について意見交換や情報共有を図

ります。

Ⅴそれぞれの状況に応じ、子ども・若者及

び家族を支援する

保健、医

療、障害福

祉、保育、

教育等の関

連機関、及

び区関係部

署職員

豊島区医療的ケア

児等支援協議会の

開催

２回 ２回 無

対象者から特定の意見の聞き取りは

行っておらず、意見を取組みに反映し

ていくことは事業の性質上難しいで

す。

20
子ども若

者課
ー ー

としま子ども若

応援プロジェク

ト

地域の皆様や企業の皆様等

“オールとしま”によるSDGsの

推進として、区内の子ども・若

者や子育て家庭を「支援をし

たい人」と「支援が必要な人」

を結び、地域全体で「支援の

輪」を広げていきます。

地域の方々等からいただいた寄附金を活用

した支援事業や、企業・団体等からの「コ

ト・モノ支援」を通じて、子ども・若者や子育

て家庭を支援します。

Ⅵ子ども・若者の健やかな成長を地域全体で支援する(1) ⑦ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①寄附金を活用

した支援事業数

②「コト・モノ」支

援件数

①毎年度1事業

②毎年度10件

①2事業

②10件
有

支援を実施した際にはアンケートをと

り、支援を受けた方からの意見や要

望を聴取している。

物的支援については「どのような物が

必要か」等、以前支援を実施した際

のアンケートを通じて聴取した情報を

もとに、支援に活用する食料品等の

ラインナップの検討に活用した。また、

体験型の支援についても、子ども達か

らの感想等をもとに次回開催するとき

の内容に活かしている。

今後も引き続きアンケート等を通じ

て、当事者となる子ども・若者や子育

て家庭からの意見を聴取していく。


